
 

保 健 福 祉 委 員 会 資 料 

令 和 ６ 年 ２ 月 ２ １ 日 

保 健 福 祉 部 障 害 者 施 策 課 

保健福祉部障害者生活支援課 

 

 

杉並区障害者施策推進計画の策定について 

 

令和５年 12 月１日に杉並区障害者施策推進計画の計画案を公表し、区民等の意見提

出手続を実施したところです。その結果等を踏まえ、一部修正の上で、以下のとおり計

画を策定したので、報告します。 

 

１ 区民等の意見提出手続等の実施状況 

（１）実施期間 

令和５年 12 月１日（金）～令和６年１月４日（木） 

（２）公表方法 

①広報すぎなみ（令和５年 12 月１日号）及び区公式ホームページ 

②文書による閲覧 

（障害者施策課、障害者生活支援課、高齢者施策課、高齢者在宅支援課、介  護

保険課、保健福祉部管理課、区政資料室、各区民事務所、各図書館、各障害者

(児)施設、各障害者地域相談支援センターすまいる、各地域包括支援センター

（ケア 24）、各ゆうゆう館、高齢者活動支援センター、在宅医療・生活支援セ

ンター、各福祉事務所、健康推進課、各保健センター、各子ども家庭支援セン

ター、児童青少年センター） 

（３）意見提出実績 

総数 17 件（個人 17 件） 延べ 38 項目  

（窓口５件、ＦＡＸ・電子メール・ホームページ各４件） 

 

２ 提出された意見全文及びその概要と区の考え方等 

（１）意見全文 

別紙１のとおり 

（２）区民等の意見の概要と区の考え方 

別紙２のとおり 

（３）計画案の修正一覧 

別紙３のとおり 

なお、区民等の意見による修正２か所を含む、14 か所の修正を行う。 

 

３ 修正後の計画 

別紙４「杉並区障害者施策推進計画（令和６（2024）年度～令和８（2026）年度）」 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年４月 広報すぎなみ（４月１日号）、区公式ホームページにて公表 



※網掛けの部分は、計画に反映させた意見
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（別紙２）の
該当番号

1

【小中学校に情緒固定級を作って欲しい】
知的障害をもった子を養育しており、療育にもお世話になっております。就学に際し、上記
の必要性を強く感じたので意見いたします。
情緒の児童への指導については、支援教室(いわゆる通級的な時間)が区内の全校にあるもの
の、特性が強い児童には情緒固定級を望む声が多いです。
周りでは杉並区が好きなのに情緒級が無いため区外に引っ越す家庭もあります。寂しいし勿
体無いです。
杉並区障害者施策推進計画のデータで見る手帳保持者(p15)も精神がこの5年で1400人以上増
加しています。年齢の内訳は不明ですが、ASDやADHDが主訴の障害であり知的障害はボーダー
ゾーンである子が多くなっているのではと感じています。
発達障害への理解が深まり、子の特性に配慮を考える(支援級を検討する)家庭が増えている
のではないでしょうか。23区では情緒固定級がある区はまだまだ少なく、あるだけで地域の
特色になりえます。また配慮(対策、工夫)は特性のある子にだけ有効ではなく、いわゆる定
型の子にも有効な場合も多々あり、障害児だけでなく学校全体がすごしやすくなるのではと
期待がもてます。
情緒固定級を作る事は障害児と定型児を分断する事ではなく、理解を深めインクルーシブな
教育へと繋がると考えます。まずは一校。
すでに検討中でしたら、推進しておられる議員を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

37

2
区が見ていない、区外の民間施設において、福祉サービスを受けている人がいるかと思う。
そういう人には区のサービスが届きにくくなる可能性があるので、アプローチ方法を検討し
て欲しい。

14

1

施策３事業１－（１）緊急時地域生活支援体制の整備
・緊急時の第一次の受皿として、ショートステイに加えて、通所施設への協力依頼を提案し
ます。特に日中活動先のある対象者の受皿として検討していただきたいです。
設備面、運営面等施設側が前向きに検討できる内容にすることが重要です。

11

2

〃事業２－（３）障害者の住まいの確保等の支援
・③地域で住み続けるための支援
この取り組みに加えて、運営面での支援を加えてほしいです。
昨今各GHは利用者の高齢化、コロナ感染問題もあり、日中ホーム内で利用者支援をするケー
スが多く、現在の制度上では運営を圧迫してしまっています。
高齢障害者の生活を支えるという視点でも何らかの対策が必要と考えます。

27

4

（全文掲載を望まない方のご意見のため、概要を掲載しています。）
障害者施策においては、その障害者の方の年代、障害の内容、障害者の家族など支援者への
サポートの問題、対策は一様ではないと思う。また、障害者本人へのケア内容はさまざま
で、その方たちの家族などのサポーターの人たちが公的機関のサポートをどこでどのように
受けられるのかがわかりにくくなる事も予想される。このため、公的機関のサポート体制を
わかりやすくすることが大切になると思う。

15

5

（全文掲載を望まない方のご意見のため、概要を掲載しています。）
障害者本人だけでなく、その家族も含めて孤立させない社会環境の整備と行政支援が不可欠
であると考える。それを達成する為には行政支援の窓口の明確化等コミュニケーション体制
の構築が求められる。

1

　　　　　【杉並区保健福祉計画】

　　　　　　　　杉並区障害者施策推進計画（案）に対する区民等の意見

3

別紙１

1
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6

障害者の一番の問題は、親が亡くなった後、どのように一人で生きることができるか？とい
うことです。区役所をはじめ区内の様々な企業や学校が、一人でも多く障害者を雇い入れ、
育てるかを具体的に推進していくことが必要だと思います。障害者の能力区分で出来るこ
と、出来ないことを洗い出し、可能なレベルから推進していくことが大切では？

5

7

（全文掲載を望まない方のご意見のため、概要を掲載しています。）
一概に障害者といっても、障害の程度や状況がそれぞれ違うと思う。その程度や年齢、状況
により、きめ細やかな支援が必要だと思う。そのためにも、公的機関の支援の体制が非常に
重要になると思う。自立への支援。

16

1
（全文掲載を望まない方のご意見のため、概要を掲載しています。）
一言で障害者と言っても生まれつきのもの、後天的なもの、あまりに特性が多岐にわたる。
障害者のケアサポートにはマンパワーが必要だが、不足しているのが現実である。

21

2

（全文掲載を望まない方のご意見のため、概要を掲載しています。）
家族の高齢化など、本人の問題だけでなく息の長いサポート体制も必要である。外から見え
にくい面もあり公的な機関の窓口をわかりやすく相談しやすくするだけでなく積極的な広報
活動も必要ではないか。

17

1
（全文掲載を望まない方のご意見のため、概要を掲載しています。）
同行援護、家事援助体制を継続し、情報提供を頼み、社会参加の取組を継続する。

18

2
（全文掲載を望まない方のご意見のため、概要を掲載しています。）
後見人制度をなくす。民生委員制度をなくす。ケア24の登録を受け付けない。

30

3
（全文掲載を望まない方のご意見のため、概要を掲載しています。）
今後の杉並では、障害のある人が、自宅で暮らせるよう、バリアフリーを進めること。

28

1

杉並区障害者施策推進計画をお送り下さりありがとうございます。
下記意見を添付しますので、よろしくお願い致します。
p41 障害者就労の実態について、仕事に対する満足度、賃金の平均収入、勤務時間などもう
少し詳細がわかれば、問題点や改善点について一緒に考えられるのではと感じた。
p42 障害者の就労支援と共に雇用促進企業への区のバックアップはどのようなものがあるの
か気になった。

6

2

p72 障害児のインクルージョンの環境は推進されようという状況は感じ取れたが、文部科学
省が提言する共生社会を形成するために欠かせないとされるインクルージョン教育について
全く触れられていないことに驚いた。もしすでに区内の公立学校で取り組みが行われている
のであれば、ぜひ資料に含めて現状と将来の目標なども掲げて欲しい。
以上よろしくお願いします。

35

11

計画案（障害者分野）について
全体的によく計画されていて有り難いです。
私は精神障害者の家族で障害者団体の会員です。私の周りにいる当事者の方々は通院は何と
かしているがそれ以外の方々は引きこもりディケア、作業所等には全く行けず家庭の中だけ
で家族だけと何とか暮らしています。狭い家庭の中だけで長年過ごす事でのストレスは当事
者、家族も相当に負担でなかなか症状の改善も望めません。高齢化した親達は目前迫る将来
の不安で針の筵状態で過ごしています。
これを何とか改善出来る方法として、十数年前のように保健所に精神病、精神障害者に対し
て特化された保健師さんが大勢いらして何でも相談でき、家庭訪問も頻繁にしてくださった
琴で当事者も家族も孤立せずに前向きに生きてこれた実績が多くありました。
我が家の場合は当事者の娘も家族もこの制度ギリギリの恩恵受けることが出来ました。現在
は症状はあっても前向きに生きてこられています。
多くの在宅で過ごす当事者の支援はとても大事な政策と思い付け加え切に希望いたします。

13

8

9

10

2
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1 ・区立小学校、中学校において児童、生徒に発達障害に関する教育をして下さい。 36

2
・精神障害者が地域で生活できるようにACTを杉並区でも実施、充実させて下さい。
・杉並区の諸制度が精神障害の当事者、支援者にとって柔軟性を欠き使いにくいということ
を耳にするので窓口の意識の改革から障害者に優しい杉並となるようお願い致します。

22

1

１．５４ページ（１）①　３年間の取組、２行目『緊急対応コーディネーター』
　「配置」とあるが、既に区内４か所にあるのか。コーディネーターはどういう方々か。
キャリアは十分にあり相談者に寄り添った計画ができるのだろうか。こういう計画をたてる
には家族構成・状況や本人の成育歴・性格など多くの事情を伝えなくてはならない。　当事
者や家族はコーディネーターを信頼できるだろうか。
２．５４ページ（１）②　取組の概要として『ショートステイなどの緊急対応事業』
　緊急時の支援体制を整えるとある。どのような体制なのか、現状はどうなのか。現在、
ショートステイがとりにくいと聞いているが、緊急時にベッドが足りなくても受け入れるの
か。「緊急時対応事業」を新たに作るという事なのか。よくわからない。
３．５４ページ（１）②　３年間の取組として
　『居宅介護、通所施設など障害者に関わるすべての事業者』が緊急時の支援を行えるよ
う、とある。現に当事者が通所している施設が24時間体制の入居支援施設なら対応できるか
もしれないが、通所のみ行っている区立施設などでは職員体制を考えると、できないのでは
ないか。

10

2

４．５４ページ（２）①取組の概要
　『相談支援体制の中枢として』とあるが、職員の資質やスキルが十分か。現に例えば特定
相談支援事業所の相談など十分に活用されている存在なのか。　「機能の充実」とあるが人
材を増やすという事か。
５． 55ページ（２）②取組の概要
　３層の相談支援体制というのは、特定相談支援事業所の上にすまいるがあり、さらにその
上に基幹相談支援センターがあるという事か。屋上屋を重ねるだけではないか。特定相談支
援事業所の力量の差がなく、障害者に寄り添った計画を立て、しっかり見届けることができ
るなら、すまいるや基幹相談支援センターに相談しない。それともこれは事業所が相談に行
くという事か。

12

3

６．５５ページ（３）①取組の概要
　　『サービス向上のために施設訪問を行い指導・助言を実施』とあるが、スーパーバイ
ザーとなるような人材が存在するのか。　3年間の取組として事業所を訪問し関係書類の閲覧
等々する、とあるが民間事業所に対して「査察」のようなことができるのか。

19

4

７．５６ページ（３）③民間事業者への支援の実施　３年間の取組として
　こすもす、なのはなの職員がチームを組んで民間事業所へのアドバイス云々とあるが、現
在でも入浴介助などで、利用者からは人手不足ではないかと心配の声がある。　外部への巡
回指導を実施する人的な余裕があるのか。

20

5

８．５９ページ（７）障害者の家族への支援　３年間の取組
　　「ケアラーの実態を把握した上で」とあるが、現在介護が限界に近い家庭もあることは
毎年の予算要望でも訴えている。これから実態把握というのは、まだまだ負担軽減の手が差
し伸べられないという事か。「情報提供、相談体制」が充実して情報を貰っても、実際に各
家庭にヘルパーやパワースーツなど具体的な「もの」が提供されないで、３年間の調査待ち
のように見える。

23

6

９．６２ページ（１）①重度障害者通所施設の開設・整備等　３年間の取組
　重度身体障害者通所施設について、整備に向けた検討を進めていく、とあるがこれからの
３年間で検討して実際に開設されるのは何年後になるのか。知的障害者の通所施設について
は具体的な時期が明記されているので、実際に開設されるだろうと安心感がある。　都有地
活用という方法をとれるなら身体障害者の通所施設についても国や都の土地を活用できるの
ではないか。

24

13

12
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7

１０．６２ページ（１）②すぎのき生活園の長寿命化改修
　すぎのき生活園が設備の老朽化などのために、長寿命化改修を行うなら、同様に現状では
男女別のトイレさえなく、設備等が改修できないこすもす生活園についても、同様の計画が
必要ではないか、

25

8

１１．７１ページ（２）重症心身障害児等の医療型ショートステイ先の確保
　人工呼吸器を使用している重症心身障害『者』も『児』と同様に区内でショートステイ先
が必要。『者』の場合『児』より親が高齢になり介護力が低下してくる。人工呼吸器は利用
者ごとに設定も難しく一般病院での受け入れは相当困難が予想される。しかし普通のショー
トステイより命を守るための必要度、緊急度は高いので『児』『者』共に利用できるよう、
検討、実施を進めて欲しい。

29

1

障害者、高齢者、子どもなどとの共生社会を目指すこと、大いに期待します。
施設再編などに関して、上記の関係部署が区民の希望を組み取り、反映できるようプロジェ
クト的なものを作って進めて頂きたいと思います。
その際には、日頃の生活面でサポートしている社会福祉協議会、地域包括、民生委員などの
意見を重点的に採用ください。組織にとらわれず日々活動されています。障害者、高齢者、
子どもなどがみんなで使えるような施設をぜひ考えていただきたいと思います。

2

2

最近できたばかりのセシオン杉並ですが、館内案内がわかりづらいと思います。館内の配置
図、利用状況表示に併せてトイレ、エレベーター利用の表示も工夫をお願いします。更衣室
がトイレ内にあるのも表示が不足していてわかりづらいです。表示が困難であれば、障害者
への対応も併せてコンシェルジュのような方の配置を望みます。

4

3

別件です。
下高井戸、永福、和泉あたりに住んでいる方にとって区役所、区民事務所に出向くのがかな
り困難です。高齢者が利用する施設への移動も同様です。公共交通サービスを井の頭線最寄
り駅から永福体育館、下高井戸運動場、おおぞら公園など経由してアクセスできるようお願
いします。

8

4
障害者に準じる形で難病の方たちのサポートも適用いただけたらと思います。完治すること
が少ないことは、障害者と変わりがないと思います。

38

5
障害者関連、および地域でのつながりに微力ながらお手伝いしています。多くの活動団体
が、活動資金に困窮しています。ぜひ支援の体制を強化して頂きたいと思います。

9

15

膀胱直腸障がいのため、排泄や排尿などに障害を持つ娘の父親です。自己導尿ができず親や
支援者のサポートが必要です。今回の『杉並区障害者施策推進計画（案）』を読ませていた
だきました。その上で、杉並区は医療ケア児に対して伴走型の支援をしていると思いまし
た。本当にありがとうございます。ただ、資料にも掲載されていましたが、医療ケア児は
年々増えております。そのため、引き続き医療ケア児を支援する場所（小学校以降の居場所
や親のレスパイト（本人の宿泊型施設）支援を増やして欲しいと心から思います。ただ、箱
型の施設やマンパワーを増やすのにはお金や施設が必要になるため、既存にある施設や学校
や学童などに専門職の配置を検討した方が良いと思います。日本は、世界から見たら福祉は
遅れております。しかし、杉並区は福祉が進んでおり、そのためのマンパワーや経済的な支
援も進んでいると思いますので、これからの3年、計画に掲載されていることを実施して、子
どもたちの未来を切り開いて欲しいと思います。また、今回の計画には書かれていないこと
に対しても、親のＳＯＳの声があがったら、親のにＳＯＳに耳を傾け、どうしたらいいのか
を一緒に考えて欲しいと思います。どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。

34

13

14

13

4



番

号

枝

番
意見（全文）

区の考え方
（別紙２）の
該当番号

1

（全文掲載を望まない方のご意見のため、概要を掲載しています。）
重症心身障害児放課後等デイサービスについて、2024年度・2025年度に１か所ずつ開所の計
画が示されているが、重症心身障害児の数に対し、引き続き受け入れ可能な人数が圧倒的に
不足していること、また医療的ケア児の利用が優先され、医療的ケアのない重症心身障害児
の利用が劣後している実態について理解し、更なる施設の拡充について推進をお願いした
い。

31

2

（全文掲載を望まない方のご意見のため、概要を掲載しています。）
障害児の放課後の居場所の拡充について、計画に具体性がなく、今後３年間で計画が推進で
きるのか不安である。また、「障害者施策課と児童青少年課において組織横断的な検討」と
あるが、特別支援学校（肢体不自由）の場合には学校の運営主体は東京都であり、東京都と
の連携も必要不可欠である。加えて学校・居場所・自宅間の移動の問題など、並行して検討
すべき課題は多く、問題の全体像を利用者の視点から把握し、解決の道筋を具体的に示して
ほしい。

32

3

（全文掲載を望まない方のご意見のため、概要を掲載しています。）
学齢期以降は普通小学校と特別支援学校に分かれてしまい、保育園時代にできた地域の友人
たちとの交流が薄れてしまう実態がある。さらに学童クラブの利用について、重度重複障害
児は高円寺学園・四宮森のみでの受け入れとなっているため、それまで築き上げた地域の友
人たちとの交流が学校のみならず学童クラブにおいても断絶されてしまう。その上、ただで
さえ普通よりも身体の弱い重度重複障害児が、普通よりも長時間かけて遠方の学童に通所す
ることによる時間的・身体的な負荷は、本人にとっても送迎する家族にとっても大きな負担
となっている。受け入れてもらえる学童があることはありがたいと思うものの、遠方の学童
に日々通う重度重複障害児本人と送迎する家族が就労継続にかける努力・労力は並大抵のも
のではない。
「年少期からのインクルージョン」を学齢期以降も切れ目なく推進するために、「すべての
学童クラブにおいて、特別な支援が必要な児童を受け入れる」の対象に重度重複障害児も含
め、特別な支援を必要とするすべての児童が最寄りの学童に安心して通えるようハード・ソ
フト面での課題把握と課題解決までの具体的な道筋を示してほしい。

33

1

・P36（４）①
　区立全域の公共機関に、簡易ベットと広めのユニバーサルトイレを設置希望します、まだ
ついていないところがあり、（荻窪保健センター歯科の階はつきましたか？）リクライニン
グ車椅子やストレッチャーだと狭くて入れないのと、ベッドでないとおむつ交換できなくて
（座位不可なので）困っています。（外出すると排便するので）
　図書館や、区民センターなどのエレベーターが、ストレッチャーでそのまま乗れるくらい
の（11人以上？）に変更が難しければ、荷物用でもすぐに案内できるように区の職員の方に
配慮していただけるとありがたいです。

3

2

・P44（３）
重度重複しょうがい者の項目がないので、作成してください。P43では、「障害者一人ひとり
のニーズや能力、個性に応じた多様な働き方が可能になるよう・・・」とあるが、重複しょ
うがい者が具体的に働くことを相談するところがないです。オリヒメなどロボットを使った
リモートワーク、障害当事者として介護やケアされるモデル、アート活動の作品をパッケー
ジデザインにするなど、仕事を区と協働して創作する部署などがあってほしいです。

7

3

・P63（３）③
グループホームの要件を満たした民設民営の重度心身障がい者、医療的ケア対応（１８歳以
上なら高齢者も）のシェアハウス（世田谷区IDEALをビジネスモデルに）を杉並区にも増やし
て、障害者が地域住民ともっとつながると、共生社会の実現へ近づくと思います。
区営住宅の１階をそのようなコンセプトの住居にするのもよいです。

26

16

17

5



※網掛けの部分は、計画に反映させた意見

NO 意見概要 区の考え方
意見全文
（別紙１）の
該当番号

1

障害者本人だけでなく、その家族も含めて孤立させな
い社会環境の整備と行政支援が不可欠であると考え
る。それを達成する為には行政支援の窓口の明確化等
コミュニケーション体制の構築が求められる。

障害者だけでなくその家族も含めて地域で孤立させな
い仕組みづくりは、本計画で重要な視点と考えていま
す。障害者の家族が、孤立した環境とならないよう情
報提供や相談体制、福祉サービスの充実などに取り組
みます。ご意見を踏まえて、より分かりやすい表現と
なるよう施策の視点に文言を追記します。

5

2

障害者、高齢者、子どもなどとの共生社会を目指すこ
と、大いに期待する。
施設再編などに関して、上記の関係部署が区民の希望
を組み取り、反映できるようプロジェクト的なものを
作って進めて頂きたいと思う。
その際には、日頃の生活面でサポートしている社会福
祉協議会、地域包括、民生委員などの意見を重点的に
採用してほしい。組織にとらわれず日々活動されてい
る。障害者、高齢者、子どもなどがみんなで使えるよ
うな施設をぜひ考えてほしいと思う。

区立施設の老朽化等への対応に当たり、具体的な取組
を検討する際には、区立施設マネジメント計画に基づ
き、施設利用者や地域住民等と全体最適・長期最適の
視点や、施設や地域の課題を共有した上で、ワーク
ショップや意見交換会等を通じて幅広く地域の意見を
聴取するなど、対話により課題の解決策（取組案）を
共に考えていきます。
取組案をまとめていく際には、庁内の関係部署はもと
より、ご意見にありますような多様な主体と連携しな
がら、より良い施設づくりに取り組んでいきます。

14

3

区立全域の公共機関に、簡易ベットと広めのユニバー
サルトイレを設置希望する。まだついていないところ
があり、リクライニング車椅子やストレッチャーだと
狭くて入れないのと、座位不可なのでベッドでないと
おむつ交換ができなくて困っている。
図書館や、区民センターなどのエレベーターが、スト
レッチャーでそのまま乗れるくらいのに変更が難しけ
れば、荷物用でもすぐに案内できるように区の職員の
方に配慮していただけるとありがたい。

区内の公共施設については、令和５(2023)年３月に改
定した区バリアフリー基本構想に基づき、新築・改
築・大規模改修時に障害当事者など区民の皆さまの意
見をお聞きする機会を設け、誰もが使いやすい施設整
備について検討を進めていきます。
また、障害者が区の施設を安心して利用できるよう、
施設環境が整っていない場合は職員等が障害者それぞ
れの状況に応じた対応を行うなど、合理的配慮の提供
を徹底していきます。

17

4

最近改修したばかりのセシオン杉並ですが、館内案内
がわかりづらいと思う。
館内の配置図、利用状況表示に併せてトイレ、エレ
ベーター利用の表示も工夫をお願いする。更衣室がト
イレ内にあるのも表示が不足していてわかりづらい。
表示が困難であれば、障害者への対応も併せてコン
シェルジュのような方の配置を望む。

大規模改修後のセシオン杉並のサイン表示について
は、年齢や障害の有無などにかかわらず、わかりやす
いユニバーサルデザインに配慮して設置したところで
すが、地下１階に更衣室があることについては、今後
１階ロビー内に表示するよう検討します。合わせて、
１階総合案内での対応もきめ細やかに行っていきま
す。

14

5

障害者の一番の問題は、親が亡くなった後、どのよう
に一人で生きることができるか、ということである。
区役所をはじめ区内の様々な企業や学校が、一人でも
多く障害者を雇い入れ、育てるかを具体的に推進して
いくことが必要だと思う。障害者の能力区分で出来る
こと、出来ないことを洗い出し、可能なレベルから推
進していくことが大切ではないか。

区では、障害者の就労を推進するため、区役所で障害
者雇用を計画的に進めるとともに、杉並区障害者雇用
支援事業団（ワークサポート杉並）と連携し、障害者
を受入れる企業の開拓に取り組んでいます。また、就
労へのイメージづくりの場として、職場体験実習の受
入れの拡充に取り組むなど、引き続き障害者一人ひと
りのニーズや能力に応じた就労を支援します。

6

　【杉並区保健福祉計画】
　杉並区障害者施策推進計画(案)に対する区民等の意見概要と区の考え方について

別紙 ２

1



NO 意見概要 区の考え方
意見全文
（別紙１）の
該当番号

6

障害者就労の実態について、仕事に対する満足度、賃
金の平均収入、勤務時間などもう少し詳細がわかれ
ば、問題点や改善点について一緒に考えられるのでは
ないかと感じた。
障害者の就労支援と共に雇用促進企業への区のバック
アップはどのようなものがあるのか気になった。

本計画の策定に当たっては、令和４(2022)年度に障害
者（児）及び障害福祉サービス事業所等を対象に実施
した「地域生活に関する調査」の結果等を参考に検討
を行いました。この調査では、就労状況に関する設問
も設けており、回答内容を踏まえながら、就労支援の
取組を進めていきますが、今後は計画策定段階から障
害者就労の実態などのデータを示せるように検討しま
す。
なお、区では、杉並区障害者雇用支援事業団（ワーク
サポート杉並）と連携し、公共職業安定所、就労支援
事業所、特別支援学校等が参加する雇用支援ネット
ワーク会議において、企業担当者への障害理解に関す
る研修会や障害者の就労に関する情報共有などを実施
しています。また、職場環境の整備や仕事の切り出し
など具体的な相談・助言や障害者の就労後の相談にも
適切に対応するなど、今後も障害者本人だけでなく、
企業への支援についても実施します。

10

7

重度重複しょうがい者の項目がないので、作成してほ
しい。P43では、「障害者一人ひとりのニーズや能
力、個性に応じた多様な働き方が可能となるよう、障
害者と企業それぞれに対して、就労相談を実施しま
す」とあるが、重複しょうがい者が具体的に働くこと
を相談するところがない。オリヒメなどロボットを
使ったリモートワーク、障害当事者として介護やケア
されるモデル、アート活動の作品をパッケージデザイ
ンにするなど、仕事を区と協働して創作する部署など
があってほしい。

重度重複障害者の項目は設けてはいませんが、重度障
害者も含め、障害の程度や個々の能力・特性などに応
じた障害者の就労を今後も支援していきます。なお、
ご意見のあった部署の創設をする考えはありません
が、区では、杉並区雇用支援事業団（ワークサポート
杉並）と連携し、令和６(2024)年度から重度重複障害
者を含む重度障害者向けのプログラムの提供を開始し
ていく予定であり、より一層障害者の就労を後押しし
ていきます。

17

8

下高井戸、永福、和泉あたりに住んでいる方にとって
区役所、区民事務所に出向くのがかなり困難である。
高齢者が利用する施設への移動も同様である。公共交
通サービスを井の頭線最寄り駅から永福体育館、下高
井戸運動場、おおぞら公園など経由してアクセスでき
るようお願いする。

区では、民間路線バス等の路線新設が難しい中で、地
域公共交通計画に基づき、既存のバス路線を補完す
る、新たな公共交通サービス等の検討を進めており、
今後、ＭａａＳ※を基軸とした、移動サービスの具体
化を図っていく考えです。

※ＭａａＳ: Mobility as a Serviceの略。 ＩＣＴ 活
用による移動をスムーズにつなぐ 新たな「移動」の概
念又は様々な移動サービスを１つに統合させた新たな
モビリティサービス 。

14

9

障害者関連、および地域でのつながりに微力ながら手
伝っている。多くの活動団体が、活動資金に困窮して
いる。ぜひ支援の体制を強化して頂きたいと思う。

障害者団体など、地域の様々な団体の活動活性化等が
図れるよう、区では心身障害者団体助成をはじめとし
た様々な活動支援を行っています。
引き続き、障害者、高齢者、子どもなど、誰もが住み
やすい杉並区とするために地域活動団体への支援に取
り組んでいきます。

14

10

緊急時対応コーディネーターを「配置」とあるが、既
に区内４か所にあるのか。コーディネーターはどうい
う方々か。キャリアは十分にあり相談者に寄り添った
計画ができるのか。こういう計画をたてるには家族構
成・状況や本人の成育歴・性格など多くの事情を伝え
なくてはならない。当事者や家族はコーディネーター
を信頼できるか。
緊急時の支援体制を整えるとある。どのような体制な
のか、現状はどうなのか。現在、ショートステイがと
りにくいと聞いているが、緊急時にベッドが足りなく
ても受け入れるのか。「緊急時対応事業」を新たに作
るという事なのか。
居宅介護、通所施設など障害者に関わるすべての事業
者が緊急時の支援を行えるよう、とある。現に当事者
が通所している施設が24時間体制の入居支援施設なら
対応できるかもしれないが、通所のみ行っている区立
施設などでは職員体制を考えると、できないのではな
いか。

緊急時コーディーネーターは、社会福祉士・精神保健
福祉士などの有資格者を、３か所の障害者地域相談支
援センター(すまいる)及び基幹相談支援センターに1名
ずつ配置しています。緊急時対応計画の作成に当たっ
ては、相談支援専門員をはじめとした既にご本人やご
家族と関わっている支援者とも連携しながら計画を作
成していきます。
緊急時対応事業はすでに複数の短期入所施設とベッド
確保の契約等をしていますが、より多様な方の受け入
れが進むよう、通所施設、居宅介護、移動支援などの
複数サービスを組み合わせながら、緊急時の対応を行
える仕組みづくりを進めていきます。

13

2



NO 意見概要 区の考え方
意見全文
（別紙１）の
該当番号

11

緊急時の第一次の受皿として、ショートステイに加え
て、通所施設への協力依頼を提案する。特に日中活動
先のある対象者の受皿として検討してほしい。設備
面、運営面等施設側が前向きに検討できる内容にする
ことが重要である。

ご指摘のとおり、緊急時対応事業は現状の短期入所の
みでなく、通所施設も含め様々なサービス事業者、支
援者が関わることが重要であると考えています。緊急
時には、通所施設、居宅介護、移動支援など障害者に
普段関わっている支援者が一緒に支援にあたれるよう
な区独自の事業を実施し、関係機関が連携して障害の
ある方が住み慣れた地域で暮らし続けられるような仕
組みづくりを進めていきます。

3

12

基幹相談支援センターが「相談支援体制の中枢とし
て」とあるが、職員の資質やスキルが十分か。現に例
えば特定相談支援事業所の相談など十分に活用されて
いる存在なのか。「機能の充実」とあるが人材を増や
すという事か。
３層の相談支援体制というのは、特定相談支援事業所
の上にすまいるがあり、さらにその上に基幹相談支援
センターがあるという事か。屋上屋を重ねるだけでは
ないか。特定相談支援事業所の力量の差がなく、障害
者に寄り添った計画を立て、しっかり見届けることが
できるなら、すまいるや基幹相談支援センターに相談
しない。それともこれは事業所が相談に行くという事
か。

区の相談支援体制は、第一層が障害福祉サービスを利
用する方の一番身近な窓口である特定相談支援事業
所、第二層がサービス利用の有無にかかわらず広く障
害のある方やそのご家族の生活全般の窓口である障害
者地域相談支援センター(すまいる)、第三層がその２
つの相談機関を含む地域の相談支援体制を取りまとめ
強化するバックアップ機能である基幹相談支援セン
ターの３層体制となっています。
基幹相談支援センターは、特定相談支援事業所、障害
者地域相談支援センター(すまいる)への専門的指導・
助言を行うとともに、相談スキルの向上に向けた研修
の実施など、相談窓口の機能の充実を図っていきま
す。

13

13

私は精神障害者の家族で、障害者団体の会員である。
私の周りにいる当事者の方々は通院は何とかしている
が、それ以外は引きこもりデイケア、作業所等には全
く行けず、家庭の中だけで家族だけと何とか暮らして
いる。狭い家庭の中だけで、長年過ごす事でのストレ
スは当事者、家族も相当に負担でなかなか症状の改善
も望めない。高齢化した親達は目前に迫る将来の不安
で、針のむしろ状態で過ごしている。
これを何とか改善出来る方法として、十数年前のよう
に保健所に精神病、精神障害者に対して特化された保
健師が大勢いて、何でも相談でき、家庭訪問も頻繁に
してくれたことで、当事者も家族も孤立せずに前向き
に生きてこれた実績が多くあった。多くの在宅で過ご
す当事者の支援は、とても大事な政策と思い、付け加
え切に希望する。

杉並区障害者地域相談支援センター(すまいる)では、
障害手帳の有無や障害種別に関わらず、障害のある方
やご家族等の生活全般に関する相談を受けています
が、状況に応じて訪問支援も実施しています。今後
も、関係機関と連携しながらサービスにつながってい
ない方やその家族への支援が充実していくよう取り組
んでいきます。
また、保健所、保健センターにおいても地区担当保健
師等が相談対応をしていますが、より身近な相談機関
となるよう、障害者団体の意見を聴取し引き続き相談
支援に取り組んでいきます。

11

14

区が見ていない、区外の民間施設において、福祉サー
ビスを受けている人がいるかと思う。そういう人には
区のサービスが届きにくくなる可能性があるので、ア
プローチ方法を検討して欲しい。

区においてサービスの支給決定をした区外施設の利用
者については、定期的に実施しているモニタリングな
どを通して、特定相談支援事業所や施設などと情報を
共有し、本人の望むサービスとなっているか適宜確認
していますが、これに加えて区外の関係機関等とも連
携し、必要なサービスが適宜届くよう取り組んでいき
ます。

2

15

障害者施策においては、その障害者の方の年代、障害
の内容、障害者の家族など支援者へのサポートの問
題、対策は一様ではないと思う。また、障害者本人へ
のケア内容はさまざまで、その方たちの家族などのサ
ポーターの人たちが公的機関のサポートをどこでどの
ように受けられるのかがわかりにくくなる事も予想さ
れる。このため、公的機関のサポート体制をわかりや
すくすることが大切になると思う。

4

16

一概に障害者といっても、障害の程度や状況がそれぞ
れ違うと思う。その程度や年齢、状況により、きめ細
やかな支援が必要だと思う。そのためにも、公的機関
の支援の体制が非常に重要になると思う。自立への支
援。

7

17

家族の高齢化など、本人の問題だけでなく息の長いサ
ポート体制も必要である。外から見えにくい面もあり
公的な機関の窓口をわかりやすく相談しやすくするだ
けでなく積極的な広報活動も必要ではないか。

8

障害者への支援は、障害特性、年齢、家族状況などに
より様々で、個々に応じた支援が必要となります。そ
こで、令和６(2024)年度に杉並区の障害福祉サービ
ス、相談機関などの情報を検索できるシステムを導入
し、各窓口をわかりやすく周知できるような環境を整
える予定です。また、状況に応じて支援者から出向い
て相談を受けるなど、支援を必要とする方が適切に相
談先につながる体制をさらに整えるとともに、相談機
関、支援事業者などが連携して対応できる相談支援体
制の強化に取り組んでいきます。

3
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18

同行援護、家事援助体制を継続し、情報提供を頼み、
社会参加の取組を継続する。

身体介護・家事援助などを行う居宅介護や、同行援護
などの障害福祉サービスを安定的に提供できるよう、
人材の確保・育成に取り組んでいきます。また、余暇
活動等に関する情報を検索できるシステムを新たに導
入するなど、障害者の社会参加を今後も支援していき
ます。

9

19

「実地指導の実施と質の向上に向けた仕組みづくり」
で、サービス向上のために施設訪問を行い指導・助言
を実施とあるが、スーパーバイザーとなるような人材
が存在するのか。3年間の取組として事業所を訪問し
関係書類の閲覧等々する、とあるが民間事業所に対し
て「査察」のようなことができるのか。

区には、スーパーバイザーのような人材はいません
が、区職員が、東京都等の外部機関の研修を受講する
などして、スキルアップを図り実地指導にあたってい
ます。国と東京都の指針に基づき、障害福祉サービス
事業者に対して、順次施設への立ち入りによる実地指
導を行なっています。

13

20

区立障害者通所施設の職員がチームを組んで民間事業
所へのアドバイス云々とあるが、現在でも入浴介助な
どで、利用者からは人手不足ではないかと心配の声が
ある。外部への巡回指導を実施する人的な余裕がある
のか。

当該取組は、障害の重度化への対応や障害者支援の質
に関する区民要望等を背景に、日頃重度障害者等の支
援に当たっている区立障害者通所施設の経験を踏まえ
て、民間事業者の支援を行っていくとしたものです。
なお、区立障害者通所施設の利用状況等を考慮し、当
面は通所施設を中心に実施し、段階的に取組を拡充し
ていく考えです。

13

21

一言で障害者と言っても生まれつきのもの、後天的な
もの、あまりに特性が多岐にわたる。
障害者のケアサポートにはマンパワーが必要だが、不
足しているのが現実である。

ご指摘のとおり、障害者支援に当たっては、障害の程
度や状況などに応じた個別性の高い支援が必要であ
り、福祉人材等のマンパワーの確保が欠かせません。
そのため、障害福祉人材の確保・育成の取組を着実に
進め、障害者が安心してサービスを受けられる環境を
整えていきます。

8

22

精神障害者が地域で生活できるようにACT（包括型地
域生活支援プログラム）を杉並区でも実施、充実させ
てほしい。
杉並区の諸制度が精神障害の当事者、支援者にとって
柔軟性を欠き使いにくいということを耳にするので窓
口の意識の改革から障害者に優しい杉並となるようお
願いする。

区では、精神障害の当事者・家族・支援者などのご意
見を参考に、区の実情に応じた支援として、病状が不
安定な方や治療中断者・未治療者等については、本人
の意思を尊重しながら適切な医療や障害福祉サービス
の利用を支援し、本人及びその家族等が安定した地域
生活を送れるよう、保健センターの地区担当保健師、
精神保健福祉士等が訪問支援を行う保健型アウトリー
チ事業を実施しています。精神科病院からの退院支援
については、精神障害者退院支援対応マニュアルに基
づき、保健センターや障害者分野の職員が精神障害者
のニーズを把握し、健康や生活に関する継続的な支援
を行っています。引き続き、より精神障害者や家族に
とって有用な支援体制となるよう、多職種多機関で精
神障害を持つ方の地域生活を支援しています。

12

23

「ケアラーへの支援の充実」で、ケアラーの実態を把
握した上でとあるが、現在介護が限界に近い家庭もあ
ることは毎年訴えている。これから実態把握というの
は、まだまだ負担軽減の手が差し伸べられないという
事か。「情報提供、相談体制」が充実して情報を貰っ
ても、実際に各家庭にヘルパーやパワースーツなど具
体的な「もの」が提供されないで、３年間の調査待ち
のように見える。

当該取組は、障害者だけでなく介護者の高齢化が進ん
でいる現状を踏まえて計画化したものであり、個々の
状況に応じた支援を的確に行うため、まず実態調査を
実施し、必要な支援を行っていくものです。実態を把
握した上で、介護機器の貸与・給付等も含め日常生活
における介護負担の軽減につながるよう、具体的な取
組を検討していきます。

13

24

重度身体障害者通所施設について、整備に向けた検討
を進めていく、とあるがこれからの３年間で検討して
実際に開設されるのは何年後になるのか。知的障害者
の通所施設については具体的な時期が明記されている
ので、実際に開設されるだろうと安心感がある。都有
地活用という方法をとれるなら身体障害者の通所施設
についても国や都の土地を活用できるのではないか。

障害者施設の整備については、施設規模等にもよりま
すが、用地確保ののち、事業者選定、工事など開設ま
でに５～６年程度を要します。ご指摘のとおり、身体
障害者を対象とした施設整備については、現時点にお
いて具体化した計画はありませんが、重度身体障害者
通所施設の整備は急務の課題と捉えており、国有地や
都有地の活用も含め、新規施設の開設に向けた用地確
保等に取り組んでいきます。なお、ご意見を踏まえ、
記載を修正します。

13

4
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25

すぎのき生活園が設備の老朽化などのために長寿命化
改修を行うなら、同様に現状では男女別のトイレさえ
なく、設備等が改修できないこすもす生活園について
も同様の計画が必要ではないか。

こすもす生活園のトイレについては課題として認識し
ていますが、施設の構造上の課題に加えて、大規模な
工事を行うためには施設の利用制限しなければなら
ず、現状では抜本的な対応が困難なことから、同施設
の２階のトイレを利用するなど、運用面を工夫してい
きます。また、施設の長寿命化改修については、建物
の老朽化の状況等を踏まえながら、今後適切な時期に
計画化していきます。

13

26

グループホームの要件を満たした民設民営の重度心身
障がい者、医療的ケア対応（１８歳以上なら高齢者も
対象）のシェアハウス(世田谷区IDEALをビジネスモデ
ルに）を杉並区にも増やして、障害者が地域住民と
もっとつながると、共生社会の実現へ近づくと思う。
区営住宅の１階をそのようなコンセプトの住居にする
のもよい。

障害者が住み慣れた地域で生活を送り続けられるよ
う、障害者グループホームの開設を促進するととも
に、居住支援協議会障害者専門部会や地域自立支援協
議会などにおいて、ご意見のあった事例の検討も含め
多様な住まいの確保に向けて取り組んでいきます。 17

27

「地域で住み続けるための支援」の取組に加えて、運
営面での支援を加えてほしい。昨今各GHは利用者の高
齢化、コロナ感染問題もあり、日中ホーム内で利用者
支援をするケースが多く、現在の制度上では運営を圧
迫してしまっている。高齢障害者の生活を支えるとい
う視点でも何らかの対策が必要と考える。

グループホームの利用者の高齢化などにより、通所施
設等に行くことができない利用者の日中支援を行って
いる現状があることを認識しています。今後、報酬改
定を踏まえた国や都の動向などを注視するとともに、
より本人に適した日中支援サービスを高齢者分野との
連携等も含め検討するなど、様々な視点から取り組ん
でいきます。

3

28

今後の杉並では、障害のある人が、自宅で暮らせるよ
う、バリアフリーを進めること。

区では、障害の状況などに応じて段差の解消などの住
宅改修費の助成を行っており、障害者の住まい環境改
善に引き続き取り組んでいます。

9

29

人工呼吸器を使用している重症心身障害「者」も
「児」と同様に区内でショートステイ先が必要。
「者」の場合「児」より親が高齢になり介護力が低下
してくる。人工呼吸器は利用者ごとに設定も難しく一
般病院での受け入れは相当困難が予想される。しかし
普通のショートステイより命を守るための必要度、緊
急度は高いので「児」「者」共に利用できるよう、検
討、実施を進めて欲しい。

人工呼吸器を使用している重症心身障害者も重症心身
障害者児と同様に区内でショートステイ先が必要なこ
とは区も認識しており、障害児だけでなく障害者もあ
わせて、ショートステイ先として区内の医療機関等で
の受入れが確保できるよう、東京都等とも連携し検討
を進めていきます。

13

30

後見人制度をなくす。民生委員制度をなくす。ケア24
の登録を受け付けない。

成年後見制度は、判断能力が十分でない障害者等の権利
を守る制度です。本人の意思決定が反映された支援が受
けられ、地域で安心して暮らし続けることができるよ
う、今後も制度の適切な運用に取り組んでいきます。
民生委員・児童委員は、法律に基づいて、厚生労働大臣
に委嘱された地域の身近な相談役として、行政や関係機
関へつなぐ橋渡し役を担い、地域福祉の向上に努めてい
ます。今後の更なる少子高齢化や核家族化の進展を踏ま
えると、民生委員・児童委員の果たす役割は、ますます
重要になると認識しています。
ケア24は、総合相談の充実を図り、認知症施策や生活支
援体制の整備、医療と介護の連携等による支援を一体的
に提供する地域包括ケアを推進する拠点として、必要な
支援ができるよう取り組んでいきます。

9

31

重症心身障害児放課後等デイサービスについて、2024
年度・2025年度に１か所ずつ開所の計画が示されてい
るが、重症心身障害児の数に対し、引き続き受け入れ
可能な人数が圧倒的に不足していること、また医療的
ケア児の利用が優先され、医療的ケアのない重症心身
障害児の利用が劣後している実態について理解し、更
なる施設の拡充について推進をお願いしたい。

区内の重症心身障害児放課後等デイサービス事業所に
ついては、医療的ケア児の定期利用を基本としていま
すが、多くの子どもたちにサービスを利用していただ
けるよう、医療的ケアの有無を問わず、杉並区民の重
症心身障害児について利用者が欠席した場合等のス
ポット利用を令和６(2024)年１月から認めることとし
ました。
今後ですが、実行計画に基づき重症心身障害児放課後
等デイサービス事業所の開設を進め、受入れ体制の拡
大を図りますが、医療的ケアの有無を問わず、重症心
身障害児が放課後等の居場所としてサービスが利用で
きるよう、需要把握に努めながら、更なる事業所の開
設について検討してまいります。

16

5
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32

障害児の放課後の居場所の拡充について、計画に具体
性がなく、今後３年間で計画が推進できるのか不安で
ある。また、「障害者施策課と児童青少年課において
組織横断的な検討」とあるが、特別支援学校（肢体不
自由）の場合には学校の運営主体は東京都であり、東
京都との連携も必要不可欠である。加えて学校・居場
所・自宅間の移動の問題など、並行して検討すべき課
題は多く、問題の全体像を利用者の視点から把握し、
解決の道筋を具体的に示してほしい。

障害児の放課後の居場所については、放課後等デイ
サービス事業所に対する新たな運営助成により運営を
支援することで、今後３年間で６か所の新規開設を見
込むなど、受入れ体制の拡大を図っていきます。
また、障害児の中学生以降の放課後の居場所の検討
は、現行の放課後等デイサービスや学童クラブなどの
既存の枠組みにとらわれることなく、中学生以降の障
害のある子どもの放課後等の居場所づくりのあり方に
ついて、区立済美養護学校や都立の特別支援学校とも
連携しながら、対応策を検討していきます。
検討に当たっては、学校・自宅間の移動も含めて、利
用者の視点に立った取組を検討していきます。

16

33

学齢期以降は普通小学校と特別支援学校に分かれてし
まい、保育園時代にできた地域の友人たちとの交流が
薄れてしまう実態がある。さらに学童クラブの利用に
ついて、重度重複障害児は高円寺学園・四宮森のみで
の受け入れとなっているため、それまで築き上げた地
域の友人たちとの交流が学校のみならず学童クラブに
おいても断絶されてしまう。その上、ただでさえ普通
よりも身体の弱い重度重複障害児が、普通よりも長時
間かけて遠方の学童に通所することによる時間的・身
体的な負荷は、本人にとっても送迎する家族にとって
も大きな負担となっている。受け入れてもらえる学童
があることはありがたいと思うものの、遠方の学童に
日々通う重度重複障害児本人と送迎する家族が就労継
続にかける努力・労力は並大抵のものではない。
「年少期からのインクルージョン」を学齢期以降も切
れ目なく推進するために、「すべての学童クラブにお
いて、特別な支援が必要な児童を受け入れる」の対象
に重度重複障害児も含め、特別な支援を必要とするす
べての児童が最寄りの学童に安心して通えるようハー
ド・ソフト面での課題把握と課題解決までの具体的な
道筋を示してほしい。

学童クラブでの重度重複障害児の受入れに当たって
は、バリアフリー環境の整備、専用区画の確保等が必
要なため、現時点においては、指定の学童クラブにお
いて受入れを行っているところですが、障害児の地域
社会への参加・包容（インクルージョン）の視点は、
ご指摘のように、年少期のみならず学齢期においても
重要な視点であると認識しています。
区では、今後、重度重複障害児を含むすべての子ども
を対象とした、より良い居場所づくりの指針となる
「（仮称）杉並区子どもの居場所づくり基本方針」を
令和６(2024)年度中に策定することとし、現在、この
基本方針策定の検討を進めているところですので、ご
指摘の視点も踏まえながら検討を進めていきます。 16

34

杉並区は医療的ケア児に対して伴走型の支援をしてい
ると思う。ただ、資料にも掲載されていたが、医療的
ケア児は年々増えている。そのため、引き続き医療的
ケア児を支援する場所（小学校以降の居場所）や親の
レスパイト（本人の宿泊型施設）支援を増やして欲し
い。ただ、箱型の施設やマンパワーを増やすのにはお
金や施設が必要になるため、既存にある施設や学校や
学童などに専門職の配置を検討した方が良いと思う。
日本は、世界から見たら福祉は遅れている。しかし、
杉並区は福祉が進んでおり、そのためのマンパワーや
経済的な支援も進んでいると思うため、これからの3
年、計画に掲載されていることを実施して、子どもた
ちの未来を切り拓いて欲しいと思う。また、今回の計
画には書かれていないことに対しても、親のＳＯＳの
声があがったら、親のＳＯＳに耳を傾け、どうしたら
いいのかを一緒に考えて欲しいと思う。

医療的ケア児の伴走型の支援や居場所の確保、保護者
の方のレスパイト支援等については、区としても重要
な事業であると考えており、引き続き関係課と連携を
図りながら取組を進めます。
今後も、医療的ケア児と保護者の方のご意見につい
て、地域自立支援協議会などで協議し、施策に反映で
きるよう取り組んでいきます。

15

35

障害児のインクルージョンの環境は推進されようとい
う状況は感じ取れたが、文部科学省が提言する共生社
会を形成するために欠かせないとされるインクルー
ジョン教育について全く触れられていないことに驚い
た。もしすでに区内の公立学校で取り組みが行われて
いるのであれば、ぜひ資料に含めて現状と将来の目標
なども掲げて欲しい。

区では、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育
システムの構築のため、特別支援教育の推進に取り組
んでいるところであり、一人ひとりの教育的ニーズに
応えることができるよう、多様な学びの場の整備を
行っています。本計画は、保健福祉計画を構成する障
害者分野であることから、教育分野に関する取組につ
いては掲載していませんが、区長部局と教育委員会が
連携して、インクルーシブ教育を進めていきます。

10

6



NO 意見概要 区の考え方
意見全文
（別紙１）の
該当番号

36

区立小学校、中学校において児童、生徒に発達障害に
関する教育をしてほしい。

区では、すべての区立小学校、中学校において、発達
障害があり、特別な指導を必要とする児童・生徒を対
象とした特別支援教室を設置しているところですが、
通常の学級とも連携し、各校の実情に応じ、児童・生
徒、保護者、教職員向けに発達障害に関する理解啓発
の取組を行っており、今後も同取組を継続していきま
す。

12

37

小中学校に情緒固定級を作って欲しい
情緒の児童への指導については、支援教室(いわゆる
通級的な時間)が区内の全校にあるものの、特性が強
い児童には情緒固定級を望む声が多い。
杉並区障害者施策推進計画のデータで見る手帳保持者
も精神がこの5年で1400人以上増加している。年齢の
内訳は不明だが、ASDやADHDが主訴の障害であり知的
障害はボーダーゾーンである子が多くなっていると感
じている。
発達障害への理解が深まり、子の特性に配慮を考える
(支援級を検討する)家庭が増えているのではないか。
23区では情緒固定級がある区はまだまだ少なく、ある
だけで地域の特色になる。また配慮(対策、工夫)は特
性のある子にだけ有効ではなく、いわゆる定型の子に
も有効な場合も多々あり、障害児だけでなく学校全体
がすごしやすくなるのではと期待がもてる。
情緒固定級を作る事は障害児と定型児を分断する事で
はなく、理解を深めインクルーシブな教育へと繋がる
と考える。まずは一校。

自閉症・情緒障害特別支援学級設置の必要性は認識し
ているところですが、現時点ではただちに設置する予
定はありません。今後も他自治体の設置状況等を参考
にしながら、区としてのあり方を検討していきます。

1

38

障害者に準じる形で難病の方たちのサポートも適用い
ただきたく思う。完治することが少ないことは、障害
者と変わりがないと思う。

本計画の策定に当たり実態や意向などを把握するため
に実施した「地域生活に関する調査」においても難病
のある方を対象としており、日常生活に必要な支援な
ど引き続き取り組んでいきます。 14

7



※網掛けの部分は、区民等意見による修正


No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

1 - 目次 ～略～
２　施策別の計画内容  30

～略～
２　施策別の計画内容
施策１共生社会実現に向けた
障害理解と意思疎通支援の推
進　30
施策２障害者の就労と社会参
加の推進　40
施策３障害者の地域生活を支
える基盤づくり　50
施策４障害児支援の充実と医
療的ケア児の支援体制の整備
72

わかりやすく
なるよう項目
の追加

2 6 序章　３　分野
横断的に共通し
た取組等につい
て

〇こうした分野横断的に取り
組むべき事業等については、
地域福祉推進計画の中で「保
健福祉施策において分野横断
的に実施する事業」（巻末資
料）として明らかにするとと
もに、関係部局の職員で構成
する「保健福祉施策推進会
議」を設置し、計画の進行管
理と組織間の更なる連携強化
を図っていきます。

〇こうした分野横断的に取り
組むべき事業等については、
地域福祉推進計画の中で「保
健福祉施策において分野横断
的に実施する事業」（巻末資
料）として明らかにするとと
もに、関係部局の職員で構成
する「保健福祉施策推進連絡
会議」を設置し、計画の進行
管理と組織間の更なる連携強
化を図っていきます。

より適切な記
述に修正

3 25 第３章２施策の
視点

●介護者や支援者も支える地
域の仕組みの構築
～略～
障害者がいる家族への支援を
充実するとともに、支援者を
社会全体で支える仕組みを構
築していきます。

●介護者や支援者も支える地
域の仕組みの構築
～略～
障害者がいる家族の孤立を防
ぎ支援の充実を図るととも
に、支援者を社会全体で支え
る仕組みを構築していきま
す。

区民等の意見
提出手続によ
る意見を踏ま
え、適切な記
述に修正
【意見番号1】

4 35 第４章施策１、
事業１、（３）
③ 権利擁護の地
域連携ネット
ワークの推進

●取組の概要
杉並区成年後見センターが中
核機関として、専門職団体や
相談機関・福祉関係団体と地
域の関係者が協力・連携する
地域連携ネットワークを推進
し、地域における成年後見制
度の適切な運用を促進しま
す。

●取組の概要
権利擁護支援の必要な人を発
見し適切な支援につなげ、意
思決定を尊重した支援を行っ
ていくため、専門職団体や相
談機関・福祉関係団体、地域
の関係者などが協力・連携す
る地域連携ネットワークを整
えます。

より適切な記
述に修正

　【杉並区保健福祉計画】
　　　杉並区障害者施策推進計画(案)の修正について

別紙 ３
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No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

●３年間の取組
権利擁護の必要な人を発見し
適切な支援につなげ、意思決
定を尊重した支援を行ってい
くため、専門職団体や相談機
関・福祉関係団体、地域の関
係者等が協力・連携する地域
連携ネットワークを整えま
す。また、関係機関等の連携
を強化するために「杉並区成
年後見制度利用促進協議会」
を設置・開催し、権利擁護を
推進する体制を強化します。

●３年間の取組
地域連携ネットワークが円滑
に機能するために、杉並区成
年後見センターが中核機関と
してコーディネートや個々の
ケースの進行管理を行いま
す。また、関係機関・団体、
専門職、事業所等が権利擁護
支援の課題を協議し連携を強
化するため、「杉並区成年後
見制度利用促進協議会」を設
置・開催することで権利擁護
を推進する体制を強化しま
す。

5 42 第４章施策２・
事業１
障害者の就労支
援の推進・拡充

■主な取組
（２）定着支援

■主な取組
（２）定着支援　障害者生活
支援課

誤記による修
正

6 45 第４章施策２・
事業１（４）②
「すぎなみ仕事
ねっと」への支
援

●３年間の取組
区内企業や区役所からの受注
の増加を目指すとともに、自
主生産品の販売にについて、
区役所内での販売会（区役所
マルシェ）等の各種イベント
を通じて販売等販路拡大に努
め、さらなる工賃アップに取
り組みます。
～略～

●３年間の取組
区内企業や区役所からの受注
の増加を目指すとともに、自
主生産品の販売について、区
役所内での販売会（区役所マ
ルシェ）等の各種イベントを
通じて販売等販路拡大に努
め、さらなる工賃アップに取
り組みます。
～略～

誤記による修
正

7 56 第４章施策３・
事業１（３）③
民間事業者への
支援の実施

●取組の概要
区立障害者通所施設は、区内
の障害福祉サービス事業所全
体の中で中核的な役割を担っ
ていくことため、公立の施設
ならではの取組として民間事
業所の支援に取り組みます。

●取組の概要
障害者が住み慣れた地域で質
の高いサービスを安定的に受
けられるよう、区立障害者通
所施設は、区内の障害福祉
サービス事業所全体の中で中
核的な役割を担っていくこと
とし、公立の施設ならではの
取組として民間事業所の支援
に取り組みます。

よりわかりす
やい記述とな
るよう取組の
目的を追記及
び誤記による
修正

8 56 第４章施策３・
事業１（３）④
障害福祉サービ
ス等の情報提供
の充実

●３年間の取組
令和６年度に杉並区の障害福
祉サービス、障害児サービ
ス、区独自のサービスなどを
提供する事業者の基本情報や
空き情報などを検索できるシ
ステムを開設するとともに、
掲載内容の充実を図っていき
ます。

●３年間の取組
令和６（2024）年度に杉並区
の障害福祉サービス、障害児
サービス、区独自のサービス
などを提供する事業者の基本
情報や空き情報などを検索で
きるシステムを開設するとと
もに、掲載内容の充実を図っ
ていきます。

より適切な記
述に修正

2



No 頁 項目 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

9 56 第４章施策３・
事業１（４）①
専門研修等人材
育成支援の充実

●３年間の取組
また、介護未経験者や初任者
の基本的な知識・技術の修得
を支援するため、新たに研修
受講費を助成するなど、サー
ビス提供の質の向上に向けて
取り組みます。

●３年間の取組
また、介護未経験者や初任者
の基本的な知識・技術の修得
を支援するため、新たに令和
６(2024)年度から区内の居宅
介護事業所等への資格取得に
係る研修受講料の一部を助成
するなど、サービス提供の質
の向上に向けて取り組みま
す。

より適切な記
述に修正

10 57 第４章施策３・
事業（4）③ 公
民及び事業者間
の連携による支
援力向上

●３年間の取組
多職種交流研修として実施し
ている「障害支援者リレー研
修」、「施設間体験た研修」

また、令和５年度から区内の
居宅介護事業所等への資格取
得に係る研修受講料の一部を
助成するなど、支援力を高め
る取組を行います。

●３年間の取組
多職種交流研修として実施し
ている「障害支援者リレー研
修」、「施設間体験研修」

誤記による修
正及び記載場
所を変更した
ことによる修
正

11 62 第４章施策３・
事業２（１）①
重度障害者通所
施設の開設・整
備等

●３年間の取組
～略～
また、重度身体障害者通所施
設について、整備に向けた検
討を進めて行きます。

●３年間の取組
～略～
また、重度身体障害者通所施
設について、国や都の用地の
活用なども含め、整備に向け
た検討を進めて行きます。

区民等の意見
提出手続によ
る意見を踏ま
え、適切な記
述に修正
【意見番号
24】

12 104 第５章２（10）
障害児通所支
援、障害児相談
支援等

●児童発達支援
実績
令和４(2022)年度1,122
見込量
令和６(2024)年度1190人
令和７(2025)年度1223人

●児童発達支援
実績
令和４(2022)年度1,122人
見込量
令和６(2024)年度1,190人
令和７(2025)年度1,223人

誤記による修
正

13 104 第５章２（10）
障害児通所支
援、障害児相談
支援等

●居宅訪問型児童発達支援
見込量
令和６(2024)年度
8人日分

●居宅訪問型児童発達支援
見込量
令和６(2024)年度
10人日分

誤記による修
正

14 108 第６章 計画の推
進体制

〇点検と評価に当たっては、
地域自立支援協議会及び同協
議会のもとに設置する計画部
会で実施するとともに、令和
６（2024）年度に設置を予定
している（仮称）障害者権利
擁護・共生社会推進連絡会と
も共有していきます。

〇点検と評価に当たっては、
地域自立支援協議会及び同協
議会のもとに設置する計画部
会で実施します。また、障害
者福祉や障害者の権利擁護の
推進など共生社会の実現に向
けた検討を目的に令和６
（2024）年度に設置を予定し
ている（仮称）障害者権利擁
護・共生社会推進連絡会とも
共有していきます。

より適切な記
述に修正
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序章 新たな保健福祉分野の 

   計画の策定に当たって 

1 
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新たな保健福祉分野の計画の策定に当たって 
 

１ 基本的な考え方 

○これまで区は、保健福祉分野の課題解決に向け、保健・福祉・医療の各施策における取

組の基本的な方向性や、事業の体系・内容等を明らかにした「杉並区保健福祉計画」を

策定し、同計画に基づく取組を総合的に推進してきました。 

○こうした中で、区は、令和３（2021）年 10 月に、今後の概ね 10 年程度を展望した、新

たな「杉並区基本構想」を策定しました。基本構想では、区が目指すまちの姿と８つの

分野ごとの将来像を掲げており、「健康・医療」「福祉・地域共生」「子ども」における将

来像を以下のとおり描いています。 

■杉並区基本構想が掲げる「目指すまちの姿」と「分野ごとの将来像」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇区では、基本構想を実現するための具体的な道筋として、長期的な視点に立って示す「杉

並区総合計画」及び総合計画に掲げる目標を達成するために、特に計画的に実施してい

く必要がある取組を具体的に明らかにした「杉並区実行計画」を策定し、令和４（2022）

年度にこれに基づく区政運営を開始しました。 

〇保健福祉分野の計画については、これらの上位計画との整合を図りつつ、「地域福祉」・

「障害者」・「高齢者」・「子ども家庭」・「健康医療」の５分野ごとの計画に統合・再編す

ることで各分野の取組を把握しやすいものとし、統合・再編後の５つの計画をまとめて

「杉並区保健福祉計画」と総称することとします。また、５つの分野別計画の計画期間

は、法令等で定められた計画期間を設定します。  

 

 

 

概ね 10 年程度を展望した杉並区が目指すまちの姿 

分野ごとの将来像(８つの分野のうちの関連のある３分野) 

健康・医療 

福祉・地域共生 

子ども 

「人生 100年時代」を自分らしく 

健やかに生きることができるまち 

すべての人が認め合い、 

支え・支えられながら共生するまち 

すべての子どもが、自分らしく 

生きていくことができるまち 
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分野ごとの取組を把握しやすくし、関連する計画を包含した計画に統合・再編 

こ
れ
ま
で
の
計
画 
新 
た 

な 

計 

画 

計画体系図の比較 

杉
並
区 

障
害
者
施
策
推
進
計
画 

杉
並
区 

高
齢
者
施
策
推
進
計
画 

〇 

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画 

〇 

介
護
保
険
事
業
計
画 

○ 

認
知
症
施
策
推
進
計
画 

※ 

※共生社会の実現を推進するための認知症基本法：認知症の人が、尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる「共生社

会」の実現を推進するため、認知症施策について、基本理念、国・地方公共団体の責務、計画の策定、基本施策等について定

める法律。（令和５年６月 16日公布。公布の日から１年を超えない範囲で施行） 
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各分野別計画の計画期間 
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２ 保健福祉分野全体を貫く基本理念 

 

杉並区基本構想に掲げる区が目指すまちの姿「みどり豊かな住まいのみやこ」の実現に

向けて、保健福祉分野の取組を推進するに当たり、次の基本理念を掲げます。 

 

(１) 人間性の尊重 

日常生活のあらゆる場面で、個人の尊厳や権利が冒されることなく、自己の意思に基

づく選択や決定ができるよう、区民一人ひとりの人間性が尊重されることを何よりも優

先します。 

(２) 自立の促進 

すべての区民が、持てる能力を発揮しながら、主体的に社会参加し、自分らしく安心

した生活を営むことができるよう、一人ひとりの自立に向けた取組をサポートしていき

ます。 

(３) 予防の重視 

誰もが安心して健やかに暮らせるよう、病気やけが、身体機能の低下や生活困難、感

染症等の健康危機※1などを軽減する予防の取組を重視します。 

(４) 支え合いの醸成 

様々な価値観を互いに認め合い、支え・支えられることができるよう、世代や属性を

超えた多様な交流ができる環境を整え、誰もが暮らしやすい地域社会を築いていきます。 

(５) 孤立の防止 

必要な人が必要なときに、人・活動・組織とつながることができるよう、多様な主体

が参画、連携し、孤立させない仕組みを整えていきます。 

  

                         
※1 健康危機：食中毒、感染症、飲料水、毒物劇物、医薬品その他何らかの原因により、住民の生命と健康の安全が脅

かされる事態 
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３ 分野横断的に共通した取組等について 

 

○各分野（地域福祉・障害者・高齢者・子ども家庭・健康医療）の制度やサービス提供だ

けでは解決が難しい課題、支援対象を世帯と捉えた複合的な課題を解決するために、相

談支援機関を中心とした各分野による連携をより一層強化した取組が必要です。 

○また、保健と福祉が相互に連携した取組やライフステージ※2に応じた保健福祉のサービ

ス展開等についても、各分野が横断的に連携して対応することが重要です。 

○こうした分野横断的に取り組むべき事業等については、地域福祉推進計画の中で「保健

福祉施策において分野横断的に実施する事業」（巻末資料）として明らかにするとともに、

関係部局の職員で構成する「保健福祉施策推進連絡会議」を設置し、計画の進行管理と

組織間の更なる連携強化を図っていきます。 

○更に、各分野別計画において、地域や関係団体と連携して課題解決に取り組み、分野や

組織を超えた切れ目のない取組をきめ細やかに推進することで、子どもから高齢者まで

安心して健やかに暮らし続けられる杉並区を目指します。 

 

  

                         
※2 ライフステージ：乳児期、幼児期、児童期、青年期、壮年期、老齢期など、人が生まれてから亡くなるまでの生活

環境の段階のこと 
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第１章 計画の概要 
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第１章 計画の概要 
 

１ 計画策定の趣旨 

○現在の区の障害者分野の計画は、杉並区保健福祉計画に包含する「障害者計画」と、国

が定める基本指針※3に基づく「障害福祉計画・障害児福祉計画」を別々に策定しており、

また、計画期間も異なっていることから、取組の全容が把握しにくい面がありました。 

○国では、直近の障害保健福祉施策の動向等を踏まえ、令和５(2023)年３月に第５次障害

者基本計画を策定するとともに、令和５(2023)年５月には基本指針を一部改正し、自治

体が第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画を策定するに当たって即すべき事項

を定めました。 

○こうしたことから、区では、国の動向を踏まえるとともに、障害者分野の取組の全体像

を把握しやすくする観点から、「障害者計画」、「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」

を一体化した計画として杉並区障害者施策推進計画（以下「障害者施策推進計画」とい

う。）の策定を行います。 

  

                         
※3 基本指針：障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針 
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２ 計画の位置付け 

障害者施策推進計画は、「杉並区保健福祉計画」を構成する障害者分野の計画として、以

下の３計画を包含して策定します。計画の策定に当たっては、保健福祉計画の他分野と整

合を図るとともに、その他の個別計画との整合性にも考慮しながら策定することとします。 

(１) 障害者計画 

障害者基本法第 11条第３項に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施

策に関する基本的な計画である「市町村障害者計画」として策定します。 

(２) 障害福祉計画 

障害者総合支援法※4第88条第１項に基づく「市町村障害福祉計画」として策定します。

市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとされています。 

・障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関

する事項 

・各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種

類ごとの必要な見込量 

・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

(３) 障害児福祉計画 

児童福祉法第 33条の 20第１項に基づく「市町村障害児福祉計画」として策定します。

市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとされています。 

・障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

・各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 

 

杉並区障害者施策推進計画 

包含する

計 画 名 
障害者計画 障害福祉計画 障害児福祉計画 

根拠法令 
障害者基本法 

第 11条第３項 

障害者総合支援法 

第 88条第１項 

児童福祉法 

第 33条の 20第１項 

趣 旨 

障害者の状況等を踏まえ

た障害者の自立及び社会

参加の支援等のための施

策に関する基本的な計画 

国の基本指針に即し、区の障害福祉サービス等の提供体

制の確保に係る目標及びその見込量等を定める計画 

計 画 の 

位置付け 
杉並区保健福祉計画を構成する障害者の分野計画として策定 

  

                         
※4 障害者総合支援法：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 
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■計画の位置付け（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間とします。 

なお、今後の社会情勢の変化等に柔軟・的確な対応を図るため、必要に応じて見直しを

行うこととします。 
 

  

令和３(2021) 

年度 

令和４(2022) 

年度 

令和５(2023) 

年度 

令和６(2024) 

年度 

令和７(2025) 

年度 

令和８(2026) 

年度 

      
杉並区総合計画 

障害福祉計画 

障害児福祉計画 

杉並区実行計画 杉並区実行計画 

杉並区障害者施策推進計画 

（障害者計画・障害福祉計画・障害児福

祉計画を包含） 

杉並区保健福祉計画 

（障害者計画を包含） 

第２期障害児福祉計画 

 

 

杉並区基本構想 

杉並区総合計画・実行計画 

杉並区保健福祉計画（障害者分野） 

杉並区障害者施策推進計画 

＜他の個別計画との整合性を考慮＞ 
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第２章 区を取り巻く状況 
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第２章 区を取り巻く状況 
 

１ 障害者施策の現状 

(１) 区のこれまでの取組 

① 障害理解の促進と権利擁護の推進 

区では、障害の有無にかかわらず誰もが認め合い支え合う共生社会の実現を目指し、

障害理解の促進と権利擁護の推進のため、学識経験者・障害当事者等で構成する差別解

消支援地域会議での議論を通して、実態調査や普及啓発等に取り組んできました。 

また、令和４（2022）年度からは、「合理的配慮※5の提供」が更に広がるよう、障害当

事者や支援者等が地域の様々な場所に出向き、出向いた場所の職員と一緒に困りごとを

解決する「共生社会しかけ隊」の取組を始めました。 

障害者の虐待については、家庭や施設での虐待の通報がともに増加傾向にある中、基

幹相談支援センターを中心に虐待対応を迅速に行うとともに、地域自立支援協議会にお

いて虐待の未然防止の仕組みづくりを進めています。 

 

② 障害者の就労支援の拡充 

障害者の就労を支援するため、職場体験実習受入れ先を増やすことで、就労体験の場

の拡充を図っています。また、一般就労した障害者が安定して働き続けられるよう、杉

並区障害者雇用支援事業団（ワークサポート杉並）とも連携し、相談・助言、企業や家

族との連絡・調整等を行う就労定着支援事業を行っています。 

 

③ 障害者の社会参加支援の推進 

障害者の社会参加には欠かせない移動支援事業※6については、個々の状況に応じてよ

り利用しやすいよう、令和２（2020）年度に対象者や運用方法等を見直しました。 

また、令和３（2021）年には、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開

催され、スポーツへの関心が高まる中で、障害者が普段通っている施設等でスポーツ・

レクリエーションを体験できる機会を増やすとともに、地域の区立体育施設でも障害者

が参加しやすくなるよう令和４（2022）年度には、「ユニバーサルタイム※7」の取組を実

施しました。 

  

                         
※5 合理的配慮：障害者が日常生活や社会生活を送る上での不便さや困難を改善し、権利を守るために周囲ができる範

囲（過重な負担にならない）で行う目的に沿った心配り 
※6 移動支援事業：屋外での移動に困難がある障害者（児）に対し、外出時に付き添いのガイドヘルパーを派遣するこ

とで、障害者の余暇・社会活動への参加を支援する事業 

※7 ユニバーサルタイム：障害者が障害の種類・程度や本人希望に応じて、サポーター等と一緒に、ボール遊びや軽い

体操・ダンス、ウォーキングなどを自ら選択して行う事業 
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④ 基幹相談支援センター※8の設置と地域生活支援拠点等※9の整備 

区では、令和３（2021）年４月に地域の相談支援機関のバックアップ機能やネットワ

ーク構築の強化等を図るため、区直営の基幹相談支援センターを設置し、地域生活支援

拠点等を整備しました。また、基幹相談支援センターと障害者地域相談支援センター（す

まいる）に配置した緊急時対応コーディネーターが中心となり、介護者が不在になった

場合等の緊急時においても、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、

「緊急時対応計画」を作成する取組を始めました。 

 

⑤ 重度障害者の通所施設の整備と住まいの確保 

障害者施設の需要が高まる中、身近な地域で充実した日常生活が続けられるよう、都

有地を活用した重度知的障害者通所施設（知的障害者グループホーム※10等併設）の開設

に向け、準備を進めています。このほか、より質の高い障害者の住まいを確保・提供す

るため、令和４（2022）年度から、施設の開設相談から運営開始までを一貫して支援す

る「障害者グループホームマッチングコーディネート事業」を開始しました。 

 

⑥ 高齢の障害者の支援の充実 

区では、令和２・３（2020・2021）年度に区内団体からの協働提案事業により、高齢福

祉分野と障害福祉分野の連携を進め、障害者が個々の身体状況や適性等に合わせてサー

ビスを選択して利用できるよう、共生型サービス※11の取組を実施しました。また、令和

５（2023）年度には、介護保険サービス事業者が障害福祉サービスを提供することを促

進するための補助制度を新たに創設しました。 

  

                         
※8 基幹相談支援センター：障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように相談支援のネットワークの構築を進

め、相談支援体制の強化に取り組むとともに、地域の相談支援の拠点として相談機関等のバックアップを行う機関 

※9 地域生活支援拠点等：障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、居住支援のための機能を整備し、障害者の生

活を地域全体で支えるサービス提供体制 

※10 障害者グループホーム：障害者が食事、排泄、入浴等の援助を受けながら、共同生活を営む住まい 

※11 共生型サービス：平成 30（2018）年度に国が創設した制度で、「介護保険」か「障害福祉」のどちらかの指定を受

けている事業所が、もう一方の制度の指定を受けることで、同一の事業所で介護保険と障害福祉のサービスを一体

的に提供すること 
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⑦ 障害児支援の充実 

未就学の重症心身障害児等が身近な地域で療育を受けられるよう、平成 27（2015）年

度に重症心身障害児通所施設「わかば」を開設し、令和４（2022）年度からは人工呼吸

器を使用する医療的ケア児※12も受け入れられる体制を整えました。 

また、医療的ケアが必要な重症心身障害児等の放課後等デイサービス事業所※13の開設

を促進し、現在、民営により３か所運営しています。 

こども発達センターでは、地域での療育体制の充実を図るため、療育が必要な子ども

やその家族向けに療育講座を開催し、医療相談・専門相談を実施するほか、区民や保育

園、幼稚園の職員等に対し、発達に課題を抱える子どもや発達支援への理解促進に取り

組んでいます。 

 

⑧ 医療的ケア児の支援体制の整備 

医療的ケア児が、住み慣れた地域で生活が継続できるように保育園・学童クラブ・区

立小学校での受入れを行っています。また、医療的ケア児支援法※14の施行を踏まえ、令

和４（2022）年度に医療的ケア児等の保護者を対象にアンケート調査を実施し、その実

態やニーズを把握しました。 

こうした取組を踏まえ、保健・医療・福祉・教育等の各分野が連携し、切れ目なく相

談や支援などを受けられる体制を整えるため、庁内の関係部署が集まり横断的に検討を

行う庁内連絡会を設置したほか、地域自立支援協議会※15に医療的ケア児等支援検討部会

を設置し、関係機関との情報共有や連携強化を図りました。また、令和５（2023）年度

から、通所先等の総合的な相談・調整を行う医療的ケア児等コーディネーターを区に配

置しました。  

                         
※12 医療的ケア児：日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引そ

の他の医療行為）を受けることが不可欠である児童（18歳以上の高校生を含む） 

※13 放課後等デイサービス事業所：学校教育法に定める学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学している障害児に、授

業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行

う事業所 

※14 医療的ケア児支援法：医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 
※15 地域自立支援協議会：障害者総合支援法第 89条の３第１項の規定に基づき、障害者の地域生活を支えるために相

談支援事業の運営や地域の関係機関との連携体制等に関する意見を聴くことを目的に設置された協議会 
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(２) データでみる障害者施策 

① 障害者手帳所持者数の推移 
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（％）

19,661 20,132 19,719 21,021 

※各年４月 1 日現在。ただし、精神障害者保健福祉手帳は３月３１日現在を４月１日に読み替え

ています。 
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② 障害福祉サービス等の支給決定者数・給付費の推移 

 

 

③ 障害児通所支援の支給決定者数・給付費の推移 
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④ 障害や病気等による差別を受けたり、嫌な思いを感じたことがある人の推移 

（杉並区地域生活に関する調査(令和４年度)より） 

 

⑤ 全国の医療的ケア児の推定人数 

（厚生労働省ホームページ「医療的ケア児等とその家族に対する支援施策」より）  
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２ 障害者施策を取り巻く環境の変化 

(１) 障害者施策に関する新たな課題 

① 障害者差別解消法※16の改正と障害者権利条約に関する国連勧告 

障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら生きる社会の実現に

向け策定された障害者差別解消法が改正され、令和６（2024）年４月からは、民間事業

者に対し、これまで努力義務とされていた合理的配慮の提供が義務化されます。 

また、令和４（2022）年９月には、「障害者権利条約」に係る日本の取組に対する国連

の審査があり、障害者の強制入院や施設入所、及び分離された特別支援教育の廃止等の

勧告がなされており、今後の国の対応等を注視していく必要があります。 
 

② 障害者総合支援法等の改正 

令和４（2022）年 12 月に、障害者総合支援法等の一部が改正され、令和６（2024）年

４月に施行されます。この改正では、グループホームの支援内容に一人暮らしの希望者

への支援等が含まれることが明確化されるとともに、地域生活支援拠点等の整備や、精

神保健に課題を抱える方への適切な支援の包括的な確保等が定められました。 

また、障害者の多様な就労ニーズに対する支援として、本人の希望、就労能力、適性

等にあった選択を支援する新たなサービスとして「就労選択支援」が創設されるなど、

法改正を踏まえた対応が求められています。 
 

③ 杉並区手話言語条例の施行 

区では、令和５（2023）年に「杉並区手話言語条例」が成立し、同年４月に施行しまし

た。手話は言語であるという認識のもと、手話に対する理解の促進に向けて、関係団体

等と連携しながら、手話を学ぶ機会の確保や手話通訳者の養成等に取り組み、聴覚障害

者への支援を充実させる必要があります。 
 

④ 障害者雇用率の引き上げ等 

民間企業での障害者の法定雇用率※17は、現在、2.3％となっていますが、障害者雇用促

進法の改正により、令和６（2024）年４月から 2.5％、令和８（2026）年７月から 2.7％

と段階的に引き上げられます（地方公共団体は、2.8％、3.0％と段階的に引き上げ）。 

また、重度障害者や精神障害の短時間労働（週 10 時間以上 20 時間未満）が今後は雇

用率に算定されることなどから、障害者の一般就労の間口が広がっていくことが期待さ

れます。 

  

                         
※16 障害者差別解消法：障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 
※17 法定雇用率：障害者が自分の能力を発揮し、安定して就業することを目的とした、障害者の雇用の促進等に関する

法律（障害者雇用促進法）によって定められた常用労働者数に対する障害者の雇用割合 
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⑤ 障害者・介護者の高齢化と支援の担い手の確保 

杉並区で愛の手帳を所持している 65 歳以上の人数は、この 10 年で約 1.5 倍に伸びて

おり、令和５（2023）年度は 226人と、障害者の高齢化が進んでいます。 

また、杉並区の地域生活に関する調査では、障害者を主に介護している方の年齢は、

50歳以上の介護者が 84.7％を占めており、介護者についても高齢化が進んでいる状況が

分かります。同調査では、障害福祉サービス等を提供する事業所の実情についても調査

しており、職員が「やや不足している」と「大変不足している」と答えた事業所の割合

が合わせて 73.3％であり、支援者不足が深刻な状況となっています。 

こうしたことから、障害者への直接的な支援の拡充はもとより、ヤングケアラー※18も

含めた介護者支援の充実や、サービス提供の担い手である民間事業者の人材確保と職員

の定着支援を推進していくことが重要です。 
 

⑥ 重度障害者（児）の受入れ体制の確保 

医療技術の進歩を背景に、医療的ケアを必要とする方など重度の障害者は増加傾向に

ある一方で、重度障害者の日中活動の場や住まいは不足しており、家族等の負担が重く

なっています。重度障害者は今後も増えていくことが予測され、特別支援学校※19の在籍

状況を踏まえると、公有地の活用も含めあらゆる方策を検討し、身近な地域で重度障害

者の受入れ先を確保していくことが急務となっています。 

また、重度障害者の受入れ拡充に当たっては、職員に高い支援スキルが求められるほ

か、受入れ施設の負担もより大きくなることから、人材育成と職員の負担軽減といった

視点も必要となります。 
 

⑦ 児童福祉法の改正 

児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕

在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化

等を行うため、児童福祉法が改正され、令和６年（2024年）４月に施行されます。 

この改正では、児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担う

ことの明確化や、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型（福

祉型、医療型）の一元化を行うことも盛り込まれており、今後、こども発達センターの

より一層の機能強化が求められています。 

  

                         
※18 ヤングケアラー：本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話・介護等を日常的に行っている子ども 

※19 特別支援学校：障害者等に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害によ

る学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とした学校 
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⑧ こども基本法の施行とこども未来戦略の策定に向けて 

令和５（2023）年４月に、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、

すべてのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、

こども政策を総合的に推進することを目的とした「こども基本法」が施行されるととも

に、「こども家庭庁」が創設されました。 

また、令和５（2023）年６月には、次元の異なる少子化対対策を実現するための「こ

ども未来戦略方針」が閣議決定され、若い世代の所得を増やす、社会全体の構造や意識

を変える、すべてのこども・子育て世帯を切れ目なく支援するという３つの基本理念を

踏まえ、障害児や医療的ケア児など多様な支援ニーズを有する子どもへの支援を含め「こ

ども・子育て支援加速化プラン」を推進していくこととしています。 

 

⑨ 中学生以降の障害児の放課後の居場所づくり 

障害児の保護者の子育てと仕事の両立のために、小学生は学童クラブや放課後等デイ

サービスを利用し、中学生以降は放課後等デイサービスを利用していますが、運営を担

う事業所が不足しており、利用枠を確保することが難しい状況です。こうしたことから、

中学生以降の障害児を持つ保護者は、働き方を変えたり、仕事を辞めざるを得ない状況

となっており、放課後等デイサービス事業所の増設だけでなく、既存の枠組みにとらわ

れない中学生以降の障害児の放課後の居場所確保が喫緊の課題になっています。 

(２) コロナ禍において顕在化した課題への取組 

〇コロナ禍において、感染時に重症化しやすい障害者は、人との接触による感染リスクか

ら通所等のサービス利用が大きく制限されました。また、感染による不安や外出自粛に

より社会参加の機会が激減するなどの影響を受けたことからも、引き続き感染対策を講

じて事業を実施することが必要です。 

〇区では、他自治体に先駆けて障害者を介護している家族等が新型コロナウイルスに感染

した時に、介護者の健康観察の期間中に、障害者の生活支援を行う事業を実施しました。

この取組から、平時においても介護者が疾病等で不在となった場合に備えた障害者の地

域生活支援体制の課題が表面化しました。 

〇人々の働き方やコミュニケーションの在り方が大きく変化し、デジタル化の進展に拍車

がかかっています。障害者分野においても、誰もが必要な情報を即時に入手することが

でき、適切にコミュニケーションを図れるように、デジタル技術の活用が困難な人への

配慮もしつつ、障害の特性に合わせたデジタルデバイド※20対策が求められています。 

  

                         
※20 デジタルデバイド：インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる

格差 
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(３) ＳＤＧｓと区の取組について 

○平成 27（2015）年９月の国連サミットにおいて、令和 12（2030）年に向けた国際目標で

ある「ＳＤＧｓ」（持続可能な開発のための 2030 アジェンダ）が採択されました。ＳＤ

Ｇｓでは「地球上の誰一人として取り残さない」を基本理念に、経済・社会・環境に関

する様々な問題を総合的に解決し、持続可能な世界を実現するため、17の目標と 169の

ターゲットを掲げています。 

○区では、杉並区総合計画・実行計画において、区の具体的な取組とＳＤＧｓとの対応関

係を明示し、世界規模の課題と地域の課題が連なっていることを区民と共有した上で、

各計画事業を推進していくこととしています。 

○このことを踏まえて、本計画においてもＳＤＧｓの目標と区の取組との対応関係を明示

するとともに、今後とも世界共通の目標として設定されたＳＤＧｓの考え方と軌を一に

した取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本計画と関係するＳＤＧｓのゴール（目標） 
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第３章 計画の基本的な考え方 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

基本構想の実現に向けて、障害者施策を効果的に推進するためには、区と障害当事者や

家族・支援者はもちろん、地域団体や民間事業者等のすべての主体がこの計画を共有する

ことが重要です。 

そうした観点から、「障害者分野の基本目標」と計画推進に関する「施策の視点」を以下

のとおり定めます。 

 

１ 障害者分野の基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇社会環境の変化が激しく、そのスピードも速い現代において、障害の程度や個々の状況

等により、障害者一人ひとりが求めるものは異なります。 

 

〇障害の有無にかかわらず、その人に合った自分らしい生活を送り続けるためには、支援

の輪が広がり、認め合い支えあう共生社会を築いていくことが欠かせません。 

 

〇街中に「いいよね」があふれ、誰もが誇りや自信を持ちながら暮らすことができる「杉

並」を目指していく観点から、障害者分野の基本目標を設定しました。 

 

  

個性や意思が尊重され、 

自分らしく暮らせる杉並の実現 

～ いいよね、すぎなみ ～ 
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２ 施策の視点 

 

本計画では、障害者分野の基本目標のもと、施策の視点として以下３つを掲げ、各取

組を展開していきます。 
 

■障害者の権利を守り、障害を理解するための取組の推進       

障害への偏見や差別をなくし、障害者の権利を守ることは、障害者施策全体に通底

する考えでもあります。障害によって不利益が生じることがないよう、障害特性など

を正しく理解する取組を進めていきます。 
 

■ライフステージや様々な場面に応じたきめ細かな支援の充実     

障害者支援は個別性が高く、年齢や障害の状態、生活の状況等により、必要な支援

が異なります。障害者の成長の段階や環境の変化等を想定し、一人ひとりの意思が尊

重され、安心して過ごすことができる支援体制を充実していきます。 
 

■介護者や支援者も支える地域の仕組みの構築             

障害者を支える社会をつくるには、支援をする「人」がいなければ実現困難である

ことは言うまでもありません。障害者がいる家族の孤立を防ぎ支援の充実を図るとも

に、支援者を社会全体で支える仕組みを構築していきます。  

【障害者施策推進計画の概念図】 

障害者分野の基本目標 
 

個性や意思が尊重され、自分らしく暮らせる杉並の実現 

～ いいよね、すぎなみ ～ 
 

施策の視点に基づく各取組の推進 

 
地 域 団 体 

民間事業者 
行政 

共有・実行 

学  校 

関係団体 

区 民 

障害者・家族だけではない

全区民 
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第４章 施策別の計画内容 
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第４章 施策別の計画内容 
 

１ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 … 実行計画事業 

  施策       事 業               主な取組             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業１ 

障害者の権利擁護と共

生社会づくりの推進 

(１)障害の理解促進と合理的配慮の提供   実 P33 

(２)障害者虐待防止の推進         実 P34 

(３)成年後見制度等の利用促進 P35 

(４)ユニバーサルデザインのまちづくり推進 実 P36 

事業２ 

障害特性に合わせたコ

ミュニケーション支援

の充実 

(１)手話に対する理解促進・普及啓発    実 P38 

(２)コミュニケーション支援の充実     実 P38 

(３)高次脳機能障害者の支援        実 P39 

(１)就労支援               実 P43 

(２)定着支援               実 P44 

(３)重度障害者就労支援          実 P44 

(４)障害者施設の工賃アップ支援 P45 

事業１ 

障害者の就労支援の推

進・拡充 

事業２ 

障害者の社会参加支援

の推進 

(１)余暇活動の場の充実          実 P47 

(２)農福連携農園の活用          実 P47 

(３)スポーツ・レクリエーション活動の推進 実 P47 

(４)移動のための支援の充実        実 P48 

(５)障害当事者の活動への支援 P49 

共
生
社
会
実
現
に
向
け
た 

障
害
理
解
と
意
思
疎
通
支
援 

の
推
進 

施策１ 

障
害
者
の
就
労
と 

社
会
参
加
の
推
進 

施策２ 

個性や意思が尊重され、自分らしく暮らせる杉並の実現 
～ いいよね、すぎなみ ～ 

 
 

障害者の権利を守り、

障害を理解するため

の取組の推進 

 

ライフステージや様々

な場面に応じたきめ細

かな支援の充実 

介護者や支援者も支

える地域の仕組みの

構築 

施策の 
視 点 

障害者 
分野の 
基本目標 
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  施策       事 業               主な取組             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)緊急時地域生活支援体制の整備     実 P54 

(２)障害者の相談支援の充実        実 P54 

(３)サービスの質の向上をさせるための体制の構築 実 P55 

(４)福祉人材の確保・育成         実 P56 

(５)地域移行の促進            実 P57 

(６)地域の支援ネットワークづくりの推進  実 P58 

(７)障害者の家族への支援         実 P59 

(８)成人期発達障害者への支援 P60 

(９)短期入所等の拡充 P60 

事業１ 

障害者の地域生活支援

体制の推進・強化 

(１)障害者施設等の整備          実 P62 

(２)障害者施設等の運営支援        実 P62 

(３)障害者の住まいの確保等の支援     実 P63 

事業２ 

重度障害者等の通所施

設整備と住まいの確保 

事業３ 

高齢障害者・中途障害

者への支援の充実 

(１)高齢・障害施策の周知と連携の推進   実 P65 

(２)共生型サービス事業所開設の促進    実 P66 

(３)中途障害者の通所リハビリテーションの充実・強化 P66 

(１)災害時における支援体制の充実     実 P68 

(２)障害者施設等の感染症対策の推進 P69 

事業４ 

災害など非常時に障害者が

安心して暮らせる体制整備 

事業５ 

障害者の地域医療体制

の整備 

(１)移行期医療の支援及び保護者等への普及啓発 実 P71 

(２)重症心身障害児等の医療型ショートステイ先の確保  実 P71 

(１)障害児の発達相談の充実        実 P75 

(２)療育支援の充実            実 P75 

(３)地域支援の充実            実 P77 

(４)障害児保育の充実           実 P78 

事業１ 

未就学児の療育体制等

の充実 

事業２ 

学齢期の障害児支援の

充実 

(１)学齢期の発達障害児の相談・療育の充実 実 P80 

(２)障害児の放課後の居場所の拡充     実 P80 

(３)地域支援の充実            実 P81 

(４)学童クラブでの特別支援児の受入れ   実 P82 

(１)医療的ケア児の受入れ体制の充実    実 P84 

(２)関係機関との連携強化による相談支援の充実 実 P84 

事業３ 

地域における医療的ケ

ア児の支援体制の整備 

障
害
者
の
地
域
生
活
を
支
え
る
基
盤
づ
く
り 

施策３ 

障
害
児
支
援
の
充
実
と
医
療
的
ケ
ア
児 

の
支
援
体
制
の
整
備 
施策４ 
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２ 施策別の計画内容 

 

共生社会実現に向けた障害理解と意思疎通支援の推進 

 

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら地

域で共生する社会の実現に向け、障害に対する理解の促進と権利擁護を推進します。 

また、ユニバーサルデザイン※21のまちづくりを進め、ハード・ソフトの両面からバリア

フリー化の取組を推進します。更に、情報を得ることが困難な人が、特性に合わせた多様

な手段により情報を取得するとともに、意思疎通が円滑にできるよう情報のバリアフリー

環境の整備に取り組んでいきます。 

 

現状と課題 

〇 障害者が住み慣れた地域で自分らしく暮らすには、地域の方の理解が不可欠です

が、様々な場面で差別を感じている人が多くいます。共生社会の実現に向け、より一

層の障害の理解促進や合理的配慮の提供の促進を図る必要があります。 

〇 障害の有無にかかわらず、誰にとっても暮らしやすく快適で魅力あるまちとなるよ

う、ユニバーサルデザインのまちづくりや区立施設等のバリアフリー化の取組を一層

推進する必要があります。 

〇 視覚障害者や聴覚障害者など情報を得にくい障害者は、必要な情報を適切な時期に

入手したり、発信することがしにくくなっています。障害者の円滑なコミュニケーシ

ョンを図るためには、障害の特性を理解し、その特性にあった支援や、デジタル技術

が発展する中、障害者の情報通信機器等の活用に向けたデジタルデバイド対策が求め

られています。 
 

  

                         
※21 ユニバーサルデザイン：年齢・性別・能力・国籍等の違いにかかわらず、すべての人が使いやすいように建築物、

製品、環境及び制度やサービスなどをあらかじめデザインすること 

令和８(2026)年度の目指す姿 

〇 障害の有無によって分け隔てられることなく、障害者が地域で支え、支えられなが

ら自分らしく暮らしています。 

〇 ユニバーサルデザインのまちづくりや、区立施設等のバリアフリー化が更に進み、

誰もが暮らしやすく、快適で魅力あるまちとなっています。 

〇 障害のある方が様々な場所や場面において、適切な意思疎通支援やデジタル技術の

活用を通して、円滑なコミュニケーションを図ることができています。 

施策

１ 
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目指す姿に向けた施策指標 

指標名 現状値 

目標値 

令和６(2024) 

年度 

令和７(2025) 

年度 

令和８(2026) 

年度 

街で障害者が困っているときに 
声をかけたことのある区民の割合 

（区民意向調査） 

75.3％ 

(令和４年度) 
84.0％ 85.0％ 86.0％ 

 
 

施策を構成する事業・取組 

事業１ 

障害者の権利擁護と共生社会

づくりの推進 

(１) 障害の理解促進と合理的配慮の提供 

(２) 障害者虐待防止の推進 

(３) 成年後見制度等の利用促進 

(４) ユニバーサルデザインのまちづくり推進 

事業２ 

障害特性に合わせたコミュニ

ケーション支援の充実 

(１) 手話に対する理解促進・普及啓発 

(２) コミュニケーション支援の充実 

(３) 高次脳機能障害者の支援 

 

  

ＳＤＧｓのゴールとの関係 



32 

事業１ 障害者の権利擁護と共生社会づくりの推進 

■事業の方向性 

障害の有無にかかわらず、誰もが認め合い支え合う共生社会の実現を目指し、「共生社

会しかけ隊」など障害当事者等による合理的配慮の提供の促進を図る取組を進めます。 

また、地域の見守り等により、虐待の未然防止に努めるとともに、障害者虐待の通報

や相談に対しては、基幹相談支援センターを中心に迅速かつ適切な対応を実施します。 

障害があり判断能力が十分でない方も、本人の人権が損なわれることなく、地域で安

心して暮らし続けられるよう、成年後見制度等の利用を促進します。 

誰もが気軽に出かけられ、暮らしやすいまちとなるよう、区立施設等のユニバーサル

デザインの整備推進を図ります。 

■主な取組 

主な取組 所管課 関連分野 

(１)障害の理解促進と合理的配慮の提供  

 

① 共生社会しかけ隊による働きかけの実施 障害者施策課  

② 心のバリアフリー※22の理解・促進 
保健福祉部管理課 

障害者施策課 
地域福祉 

③ 行政サービスにおける差別解消に向けた

合理的配慮の推進 
障害者施策課  

④ 障害理解に向けた普及啓発 障害者施策課  

(２)障害者虐待防止の推進 障害者施策課  

(３)成年後見制度等の利用促進   

 

① 制度を必要とする人をつなぐ相談機能の

向上 

障害者施策課・高齢者在宅支援

課・在宅医療・生活支援センタ

ー・保健センター・杉並区成年

後見センター・杉並区社会福祉

協議会 

地域福祉 

高齢者 

健康医療 

② 意思決定支援や身上保護を重視した支援

体制の構築 
杉並区成年後見センター 地域福祉 

 ③ 権利擁護の地域連携ネットワークの推進  杉並区成年後見センター 地域福祉 

 
④ 地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支

援事業）の利用促進 
 杉並区成年後見センター 地域福祉 

(４)ユニバーサルデザインのまちづくり推進 

 ① ユニバーサルデザインの整備推進 都市整備部管理課 地域福祉 

 

                         
※22 心のバリアフリー：様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーショ

ンをとり、支え合うこと 
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(１) 障害の理解促進と合理的配慮の提供  

① 共生社会しかけ隊による働きかけの実施  

取組の 
概要 

障害のある人や支援者等が、障害者が関わる様々な場所に出向き、出向

いた施設の職員とともに「共生社会しかけ隊」を結成し、それぞれの困

りごとを一緒に話し合い解決するという合理的配慮の提供を地域に広げ

る働きかけを実施します。 

３年間の 
取組 

令和４（2022）年度に「共生社会しかけ隊」の取組を開始し、区立のス

ポーツ施設・地域区民センターで活動を実施しましたが、障害者差別解

消法の改正により、令和６（2024）年４月から民間事業者による障害者

への合理的配慮の提供が義務化されることから、令和６（2024）年度以

降は、区の施設だけでなく、民間事業者等にも取組を展開します。 

② 心のバリアフリーの理解・促進  

取組の 
概要 

障害者や高齢者等が抱える日常生活の困難さや不自由さを区民一人ひと

りが理解し、お互いに尊重しあい、支えあう「心」を育むため、バリア

フリー等に関連する情報提供や広報啓発活動等を通じて、心のバリアフ

リーを推進していきます。 

３年間の 
取組 

心のバリアフリーについてのポスターを駅や施設など様々な場所に掲示

するとともに、周囲の人に配慮が必要なことを知らせるヘルプマークを

区の窓口等で配布します。また、障害者や高齢者、子ども連れの方等へ

配慮した店舗を「心のバリアフリー協力店」として認定し、ステッカー

を掲示するとともに、協力店の増加を促進します。 

③ 行政サービスにおける差別解消に向けた合理的配慮の推進  

取組の 
概要 

区の職員に対して職員対応要領※23の周知徹底を図り、職員が率先して合

理的配慮を提供できるような環境を整えます。 

３年間の 
取組 

行政サービスにおける合理的配慮の提供について、毎年新任職員や係長

級職員を対象とした職層研修を行うとともに、障害特性を理解する講座

等を開催します。また、職員対応要領を活用しやすいよう障害当事者の

声を踏まえて内容を見直すとともに、すべての職員が常に見られるよう

周知の工夫を行います。 

  

                         
※23 職員対応要領：杉並区における障害を理由とする差別解消の推進に関する職員対応要領 
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④ 障害理解に向けた普及啓発  

取組の 
概要 

地域で適切な合理的配慮が図られるよう、障害理解のための講座の開催

やリーフレット等の配布、地域の様々な場面で障害者との交流する場を

設けるなど、障害や特性に関する理解の普及啓発を図ります。 

３年間の 
取組 

障害当事者、学識経験者等で構成される「差別解消支援地域会議」を毎

年開催し、差別の解消及び障害理解の普及啓発に向けた取組等を検討・

実施します。また、12月上旬の「障害者週間」にあわせて、杉並区障害

者団体連合会と共催で「ふれあいフェスタ」を開催し、障害のある人も

ない人も共に楽しめる機会を提供するとともに、区の実施する様々なイ

ベントで、子どもをはじめ地域の人々に障害理解が進むよう、働きかけ

ていきます。 

 

(２) 障害者虐待防止の推進  

取組の 
概要 

障害者の虐待防止に関する啓発を行うとともに、関係機関が連携して障

害者の虐待を未然に防ぐ仕組みづくりを進めるとともに、虐待の通報や

相談に対しては、迅速かつ適切に対応します。 

３年間の 
取組 

研修の開催やパンフレットの配布など、様々な機会を通じて障害者虐待

についての周知を図るとともに、地域自立支援協議会で検討した虐待防

止の取組等を通して関係機関の連携を強化し、虐待を起こさない、見過

ごさない地域づくりを進めます。虐待が疑われる事案が発生した場合に

は、基幹相談支援センターが中心となり、事実の確認を行い、より良い

支援に向け関係機関と連携して、迅速かつ適切に対応します。 
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(３) 成年後見制度等の利用促進  

 ① 制度を必要とする人をつなぐ相談機能の向上 

取組の 
概要 

権利擁護支援が必要な方が早期に発見され、速やかに必要な支援につなげ

られるよう、杉並区成年後見センターをはじめ、各関係機関との相談体制

の強化を図ります。 

３年間の 
取組 

区民等からの権利擁護に関する相談に対しては、区や地域包括支援センタ

ー（ケア 24）※24、障害者地域相談支援センター（すまいる）と杉並区成年

後見センターや杉並区社会福祉協議会が連携し、成年後見制度や地域福祉

権利擁護事業のほか、その他の区民サービスへの案内について総合的に対

応します。また、区民と接する中で、支援が必要な方の様子に気づいた地

域の関係機関（民生委員・児童委員、金融機関、医療機関、商店会・町会

等）が相談窓口につなぐことができるよう、制度の周知を強化します。  

 ② 意思決定支援や身上保護を重視した支援体制の構築 

取組の 
概要 

判断能力が十分でない方が、本人の人権が損なわれることなく地域で安心

して暮らし続けることができるよう、本人の意思決定が適切に反映された

支援体制を築きます。 

３年間の 
取組 

成年後見制度を本人らしい生活が送れるための制度として利用できるよ

う、本人の意向や状況を踏まえた適切な支援を行うことのできる後見人候

補者の推薦を行います。さらに、本人の意思や心身の状態及び生活の状況

等を踏まえた運用が可能となるよう、権利擁護の支援チーム等が本人を交

えたミーティングや本人の意思決定に沿った支援を展開します。 

 ③ 権利擁護の地域連携ネットワークの推進 

取組の 

概要 

権利擁護支援の必要な人を発見し適切な支援につなげ、意思決定を尊重

した支援を行っていくため、専門職団体や相談機関・福祉関係団体、地

域の関係者などが協力・連携する地域連携ネットワークを整えます。 

３年間の 

取組 

地域連携ネットワークが円滑に機能するために、杉並区成年後見センタ

ーが中核機関としてコーディネートや個々のケースの進行管理を行いま

す。また、関係機関・団体、専門職、事業所等が権利擁護支援の課題を

協議し連携を強化するため、「杉並区成年後見制度利用促進協議会」を

設置・開催することで権利擁護を推進する体制を強化します。 

                         
※24 地域包括支援センター（ケア 24）：保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が配置され、高齢者の保健・福

祉・医療の向上、権利擁護等の支援をする総合的な相談窓口 
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 ④ 地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）の利用促進 

取組の 

概要 

判断能力が十分でない認知症高齢者や重度の障害者等を対象に、福祉サ

ービスの利用援助のほか、日常的な金銭管理や通帳などの書類の預かり

を行う権利擁護の仕組みです。 

３年間の 

取組 

地域包括支援センター（ケア２４）や障害者地域相談支援センター（す

まいる）等の関係機関と連携して、地域福祉権利擁護事業（日常生活自

立支援事業）の周知普及を強化するとともに、サービスを必要とする方

の利用促進を図ります。 

 

(４) ユニバーサルデザインのまちづくり推進  

①  ユニバーサルデザインの整備推進  

取組の 
概要 

誰もが気軽に出かけることができ、暮らしやすいまちを実現するため、

令和５（2023）年３月に改定した杉並区バリアフリー基本構想に基づ

き、住民、障害当事者の声を聴きながら、区立施設等のユニバーサルデ

ザインによる整備や、区内全域バリアフリー化を推進します。 

３年間の 
取組 

荻窪駅周辺地区、阿佐ケ谷駅周辺地区、富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地

区、方南町駅周辺地区の計４地区を重点整備地区として設定し、各事業

者が取り組む事業である特定事業に関する計画を推進します。 
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事業２ 障害特性に合わせたコミュニケーション支援の充実 

■事業の方向性 

区において「杉並区手話言語条例」を施行したことを踏まえ、手話に対する理解促進や

普及啓発など、聴覚障害者支援の取組を充実します。 

また、他者との意思疎通や情報の収集に困難を抱える障害者等の生活を支援するため、

個々の障害特性に応じたきめ細やかなサポートを行うことにより、円滑なコミュニケーシ

ョンを支援します。 

■主な取組 

主な取組 所管課 関連分野 

(１)手話に対する理解促進・普及啓発  

 

① 普及啓発及び手話通訳者の育成 障害者生活支援課  

② デジタル技術を活用した遠隔窓口手話システ

ムの導入 
障害者生活支援課  

(２)コミュニケーション支援の充実 

 
① 障害者のデジタルデバイド対策の推進 障害者施策課  

② 代読・代筆サービスの実施 障害者施策課  

(３)高次脳機能障害者の支援 

 
① 失語症者の意思疎通支援の実施 障害者生活支援課  

② 高次脳機能障害者等の相談支援事業の充実 障害者生活支援課  
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(１)手話に対する理解促進・普及啓発  

① 普及啓発及び手話通訳者の育成  

取組の 
概要 

杉並区手話言語条例を制定したことなども踏まえながら、区民等への手

話の理解促進や手話通訳者の養成に取り組みます。 

３年間の 
取組 

手話の普及啓発として動画の作成や、区民や職員向けの研修を実施しま

す。また、手話講習会の開催やフォローアップ講座の実施により、手話

通訳の人材確保に取り組みます。 

② デジタル技術を活用した遠隔窓口手話システムの導入  

取組の 
概要 

聴覚障害者が区役所等を訪れた際に、各窓口での円滑なコミュニケーシ

ョンとよりスムーズな手続を可能とするため、デジタル技術を活用した

遠隔窓口手話システムを導入します。 

３年間の 
取組 

遠隔手話・音声認識・筆談機能を備えたタブレット端末と、スマートフ

ォンを活用して遠隔手話を行う二次元コード付き利用案内を各施設に配

置し、サービス提供を行います。また、このシステムを区が主催するイ

ベント等で活用することにより、聴覚障害者の社会参加を支援します。 

令和６（2024）年度 遠隔窓口手話システムの本格導入 

令和７（2025）年度 運用 

令和８（2026）年度 運用 

 

(２) コミュニケーション支援の充実  

① 障害者のデジタルデバイド対策の推進  

取組の 
概要 

視覚障害や聴覚障害など情報を得にくい障害者に対して、障害特性に応

じた講座の開催等を通して、障害者のデジタル技術の活用による情報収

集を支援します。 

３年間の 
取組 

視覚障害者対象のスマートフォン講座を開催するとともに、東京都が企

画する聴覚障害者を対象としたデジタル機器利用に関する体験会・相談

会事業等を活用し、障害特性に応じたきめ細かい支援により、障害者の

デジタルデバイド対策を推進します。 

② 代読・代筆サービスの実施  

取組の 
概要 

文字等の読み書きが困難な視覚障害者に対して、書類の代読・代筆の支

援を行い、障害者の意思疎通支援及び生活支援と社会参加の促進を図り

ます。 

３年間の 
取組 

令和５（2023）年度に開始したヘルパーを派遣する代読・代筆サービス

事業について、必要な方が確実に利用できるよう周知を図るとともに、

利用者の声を聴きながら、視覚障害者の手続きの負担を軽減するなど、

より利用しやすい事業となるよう充実を図っていきます。 
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(３) 高次脳機能障害者の支援  

① 失語症者の意思疎通支援の実施  

取組の 
概要 

脳血管疾患や脳損傷等により、言語での意思疎通が困難となった失語症

者の社会参加や生活を支援するため、意思疎通支援を実施します。 

３年間の 
取組 

令和６（2024）年度から、失語症者が意思疎通支援者による会話支援を

受け、安心して会話ができる体験の場として「失語症サロン」の運営を

行います。令和７（2025）年度には、失語症のため意思疎通を図ること

に支障がある方（個人又は団体）に対し、意思疎通支援者を派遣する

「失語症者向け意思疎通支援者派遣事業」を実施します。 

② 高次脳機能障害者等の相談支援事業の充実  

取組の 
概要 

脳の損傷により、記憶障害や注意障害等の症状が出る高次脳機能障害者

に対し、個々の状態に合わせたきめ細やかな相談支援を行い、地域生活

を支援します。 

３年間の 
取組 

高次脳機能障害者の相談支援を行うとともに、区民に向けた高次脳機能

障害に関する普及啓発を行います。また、高次脳機能障害に関する関係

機関連絡会を開催し、地域生活における課題共有と課題解決に向けて取

り組みます。 
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障害者の就労と社会参加の推進 

 

障害者一人ひとりのニーズに沿った多様な働き方に対応するため、体験の場の拡充や就

労相談などで障害者の就労を支援するとともに、企業への障害理解に取り組みます。 

また、障害者が地域で充実した生活を送るため、余暇活動の場の拡充や情報発信を行う

ほか、移動に関する支援を充実し、障害者の社会参加の促進を図ります。 

 

現状と課題 

〇 障害者の就労は、短時間就労や重度障害者の就労など、現状では十分に進んでいる

とは言い難く、多様な就労形態の確保及び定着支援の充実が求められています。 

〇 障害者雇用促進法が改正され、法定雇用率が引き上げられるほか、障害者雇用率の

算定方法が変更されるなど、企業の障害者雇用に対する更なる理解の促進を図る必要

があります。 

〇 障害者が地域の様々な活動に積極的に参加することは、地域で充実した生活を送る

ために重要です。障害者に理解のある余暇活動の場を増やし、その情報を発信するな

ど、障害者が余暇活動に参加しやすい環境を整える必要があります。 

〇 移動が困難な障害者が社会参加しやすいよう、移動のための支援を充実させる必要

があります。 

 

  

令和８(2026)年度の目指す姿 

〇 個々の能力や特性に応じたきめ細やかな支援により、障害者雇用が進み、多様な就

労形態で活躍し、生きがいを持って働く障害者が着実に増えています。また、重度障

害者等の活躍の場が広がり、安心して就労できる環境が整備されています。 

〇 余暇活動の場や外出支援の取組が充実し、障害者の社会参加の機会が増え、充実し

た生活が送れています。 

施策

２ 
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目指す姿に向けた施策指標 

指標名 現状値 

目標値 

令和６(2024) 

年度 

令和７(2025) 

年度 

令和８(2026) 

年度 

就労１年後の定着率 
91.7％ 

(令和４年度) 
96.4％ 96.6％ 97.0％ 

移動支援事業利用率 
72.2％ 

(令和４年度) 
84.0％ 85.0％ 86.0％ 

 

 

施策を構成する事業・取組 

事業１ 

障害者の就労支援の推進・拡充 

(１) 就労支援 

(２) 定着支援 

(３) 重度障害者就労支援 

(４) 障害者施設の工賃アップ支援 

事業２ 

障害者の社会参加支援の推進 

(１) 余暇活動の場の充実 

(２) 農福連携農園の活用 

(３) スポーツ・レクリエーション活動の推進 

(４) 移動のための支援の充実 

(５) 障害当事者の活動への支援 

  

ＳＤＧｓのゴールとの関係 
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事業１ 障害者の就労支援の推進・拡充 

■事業の方向性 

障害者一人ひとりのニーズに沿った多様な働き方に対応するため、就労相談に加え、

職場体験や就労の場を拡充します。また、障害者本人に対する相談や企業への助言等を

行うとともに、関係機関との連携により、障害者が安心して働き続けられる環境づくり

を促進します。 

更に、重度障害者の就労を後押しするため、障害者と企業それぞれに対して、きめ細

やかな支援を行うほか、障害者施設の工賃アップに向けて取り組みます。 

■主な取組 

主な取組 所管課 関連分野 

(１)就労支援  

 

① 就労相談の実施 障害者生活支援課  

② 職場体験実習の実施 障害者生活支援課  

③ 雇用支援ネットワーク会議の開催 障害者生活支援課  

(２)定着支援 障害者生活支援課  

(３)重度障害者就労支援 

 

① 重度障害者等就労支援特別事業の実施 障害者施策課  

② 重度障害者向けプログラムの提供と企業に対

する障害者雇用促進 
障害者生活支援課  

(４)障害者施設の工賃アップ支援 

 
① 障害者優先調達推進法※25への対応 障害者生活支援課  

② 「すぎなみ仕事ねっと」への支援 障害者生活支援課  

  

                         
※25 障害者優先調達推進法：国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 
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(１) 就労支援 →P94 障害福祉計画 

① 就労相談の実施  

取組の 
概要 

障害者一人ひとりのニーズや能力、個性に応じた多様な働き方が可能と

なるよう、障害者と企業それぞれに対して、就労相談を実施します。 

３年間の 
取組 

区の障害者就労支援の中核的な役割を担う杉並区障害者雇用支援事業団

（ワークサポート杉並）を中心に、就労を希望する障害者やその家族等

に対し、障害者の能力や希望する職種等の細かなニーズを聞き取り、ニ

ーズに合わせた就労に関する情報を提供します。また、企業からの障害

者雇用における相談等にも対応します。 

② 職場体験実習の実施  

取組の 
概要 

区役所及び区内企業において実習を受け入れることで、実践の職場に近

い仕事内容や環境で就労の経験を積み、一般就労へのスキルアップを図

るとともに、重度障害者や就労経験のない方、仕事のイメージが持てな

い方等に就労体験ができる機会を提供します。 

３年間の 
取組 

障害者雇用が促進されるよう、実践的な経験やスキルの向上、就労への

イメージづくりの場として、職場体験実習を実施するとともに、受入れ

先の拡充に向けて取り組みます。 

令和６（2024）年度 受入れ先の拡充新規１所（累計 13所） 

令和７（2025）年度 受入れ先の拡充新規１所（累計 14所） 

令和８（2026）年度 受入れ先の拡充新規１所（累計 15所） 

③ 雇用支援ネットワーク会議の開催  

取組の 
概要 

公共職業安定所、就労支援事業所、特別支援学校等との情報共有や連携

の場として雇用支援ネットワーク会議を開催し、障害者の就職活動や職

場定着のための効果的な支援について検討します。 

３年間の 
取組 

雇用支援ネットワーク会議を年 12回程度開催し、就職活動の支援に必

要な着眼点や技法を学び、事例検討、企業見学会、模擬面接会等を通じ

て就労支援事業所等の支援力向上を目指します。また、企業の障害理解

等の促進のため、企業担当者への研修を年 12回程度開催します。 
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(２) 定着支援 →P94 障害福祉計画 

取組の 
概要 

障害者及び企業に対し、相談、助言等を通じて就労後のフォローアップ

等の支援をきめ細かく実施するとともに、就労者を支援する関係機関等

との連携を進め、職場への定着を支援します。 

３年間の 
取組 

杉並区障害者雇用支援事業団（ワークサポート杉並）や関係機関と連携

し、障害者の就労先への定期的な訪問を実施し、障害者への相談・助言

等の支援を行います。企業に対しても、職場環境の整備や仕事の切り出

しなどの相談・助言を行い、障害者が安心して就労を継続できるよう取

り組みます。 

 

(３) 重度障害者就労支援 →P94 障害福祉計画 

① 重度障害者等就労支援特別事業の実施  

取組の 
概要 

重度障害者等が就労するに当たり、障害福祉サービスの対象とならない

職場、通勤等において必要となる移動、身体介護等に係る支援を、雇用

施策と福祉施策が連携して提供することで、重度障害者の就労機会の拡

大を図ります。 

３年間の 
取組 

令和５（2023）年８月から開始した本事業について、より多くの重度障

害者が利用できるよう、障害者、家族、支援者、教育機関等への周知を

図るとともに、企業に対しても重度障害者の雇用が進むよう働きかけま

す。 

② 重度障害者向けプログラムの提供と企業に対する障害者雇用促進 

取組の 
概要 

重度障害者への能力等の向上を図り、一般企業等での就職への支援を行

うとともに、企業への訪問等を通じて障害特性の理解を進め、雇用の促

進を図ります。 

３年間の 
取組 

令和６（2024）年度の重度障害者の短時間就労者における雇用率への算

定化等に合わせ、障害の特性を理解し、働くための基本となる知識や専

門的な技能等を習得するためのスタートアッププログラムに基づく支援

を実施します。また、企業からの重度障害者の雇用に関する相談に応

じ、短時間雇用を含めた多様な就労先の開拓を行います。 
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(４) 障害者施設の工賃アップ支援  

① 障害者優先調達推進法への対応  

取組の 
概要 

区が物品やサービスを調達する際、障害者施設等から優先的・積極的に

購入する取組を推進し、区内障害者施設利用者の経済面の自立を進めま

す。 

３年間の 
取組 

区内障害者施設等が供給可能な物品等の種類、内容、金額等の情報収集

に努めるとともに、その情報に関するカタログ・案内チラシ等を作成

し、区役所内の優先調達の取組を一層推進します。 

② 「すぎなみ仕事ねっと」への支援  

取組の 
概要 

区内障害者施設で働く障害者の工賃の向上を目指し、各障害者施設が連

携して共同受注、自主生産品の開発、販路確保を行う「すぎなみ仕事ね

っと」への支援を行います。 

３年間の 
取組 

区内企業や区役所からの受注の増加を目指すとともに、自主生産品の販

売について、区役所内での販売会（区役所マルシェ）等の各種イベント

を通じて販売等販路拡大に努め、更なる工賃アップに取り組みます。ま

た、「すぎなみ仕事ねっと」定例会を年 12回開催し、各障害者施設の支

援や受注方法等についてのセミナーを実施し、支援員の技能向上を図り

ます。 
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事業２ 障害者の社会参加支援の推進 

■事業の方向性 

障害者が集いやすい場を地域に増やすとともに、その情報を障害者・支援者等にわか

りやすく発信するなど、障害者の余暇活動の充実を図ります。 

また、農福連携農園における障害者の農業分野での活躍を通じて、いきがいを創出し、

社会参画を推進します。 

更に、通所施設への出前教室など、普段生活している場でスポーツ・レクリエーショ

ンを体験する機会を設け、スポーツ等を通じた地域活動への参加を促すとともに、地域

のスポーツ施設では障害者が参加しやすいプログラムを提供するなど障害者スポーツを

推進します。 

外出時にガイドヘルパーを派遣する移動支援事業の見直しなど、障害者の移動に関す

る支援の充実を図ります。 

■主な取組 

主な取組 所管課 関連分野 

(１)余暇活動の場の充実 障害者施策課  

(２)農福連携農園の活用 
障害者生活支援課 

産業振興センター 
 

(３)スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 
① 出前教室・体験イベント等の実施 障害者施策課  

② 地域のスポーツ環境の充実 スポーツ振興課  

(４)移動のための支援の充実 

 

① 移動支援事業の見直し・充実 障害者施策課  

② 外出支援相談センター※26の運営と福祉有償運

送団体の支援 
保健福祉部管理課 地域福祉 

③ 新たな公共交通サービスによる移動選択肢の

拡充 
都市整備部管理課 地域福祉 

(５)障害当事者の活動への支援 障害者施策課  

  

                         
※26 外出支援相談センター：高齢や障害などにより、ひとりで外出することが困難な方の日常生活や社会参加を支える

ために、外出に関する相談や情報提供、必要な支援サービスへの案内等を行う施設 
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(１) 余暇活動の場の充実  

取組の 
概要 

障害を理解し配慮ある応対をする協力者のいる場や講座等を地域に増や

すとともに、それらの情報をよりわかりやすく発信することで、障害者

が地域で余暇活動を楽しめる環境を整えます。 

３年間の 
取組 

令和５（2023）年度に発行した障害者の余暇支援ブック「よかしる」を

発展させ、ホームページ等で新たな情報の発信や検索ができるよう充実

していきます。また、「共生社会しかけ隊」で作成した「解決ヒント

集」等のリーフレットについて、地域の様々な施設や講座等に配布した

り、話し合う場を持つことで、障害を理解し配慮ある応対をする協力者

のいる場を地域に増やしていきます。 

 

(２) 農福連携農園の活用 

取組の 
概要 

農業と福祉が連携し、農園（すぎのこ農園）での農業体験を通じて、障

害者のいきがい創出・健康増進の機会を提供します。 

３年間の 
取組 

障害者施設等に団体農園区画を貸し出し、農業体験の機会を提供すると

ともに、利用団体が分担して農作業を行う取組を通じて、他団体との交

流を深めていきます。また、地域で安心して過ごせる場の少ない障害者

の余暇活動の場として農園を活用し、障害者の社会参加を推進します。 

 

(３) スポーツ・レクリエーション活動の推進  

① 出前教室・体験イベント等の実施  

取組の 
概要 

障害者が普段通所している施設等へ出前教室を実施するほか、障害のあ

る人もない人も共に参加するスポーツ・レクリエーションの体験イベン

ト等を通じて障害者がスポーツ等を行うきっかけを作るとともに、スポ

ーツ等を通じた地域活動への参加を促します。 

３年間の 
取組 

毎年 10か所以上の障害者通所施設等に対して、施設の通所者の障害特

性や環境に合わせたスポーツ・レクリエーションの出前教室を実施しま

す。また、障害者が参加するイベント等でスポ・レク体験会等を実施す

るなど、身体を動かす機会の少ない障害者が地域で楽しめる機会を増や

します。令和７（2025）年度には、東京でデフリンピック※27が開催され

ることから、関連イベントを行います。 

令和６（2024）年度 スポ・レク体験イベントの実施 ３回 

令和７（2025）年度 スポ・レク体験イベントの実施 ４回 

令和８（2026）年度 スポ・レク体験イベントの実施 ３回 

  

                         
※27 デフリンピック：４年に一度夏季大会と冬季大会が開催される聴覚障害者のための国際的な総合スポーツ大会 
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② 地域のスポーツ環境の充実  

取組の 
概要 

より多くの障害者が、身近な体育施設で、気軽にスポーツ・運動に親し

めるプログラムを用意し、参加者が自由に選択して運動できる「ユニバ

ーサルタイム」を実施するなど、障害者がスポーツをしやすい環境づく

りを進めます。 

３年間の 
取組 

「ユニバーサルタイム」の実施に当たり、障害者団体、障害者スポーツ

関係団体、地域・スポーツ関係団体、その他行政関係者等により構成す

る「障害者スポーツネットワーク」を開催します。令和５（2023）年度

に荻窪体育館で年９回、上井草スポーツセンターで年４回「ユニバーサ

ルタイム」を実施していますが、今後も「障害者スポーツネットワー

ク」で意見を聴取し、より障害者が参加しやすいよう工夫しながら「ユ

ニバーサルタイム」を段階的に拡大していきます。 

 

 

(４) 移動のための支援の充実  

① 移動支援事業の見直し・充実  

取組の 
概要 

屋外での移動が困難な障害者の社会参加を促すために、外出時にガイド

ヘルパーを派遣する移動支援事業を実施します。また、安定したサービ

スが提供できるよう、ガイドヘルパーの養成等を行います。 

３年間の 
取組 

障害者の移動に関して、個々の状況に応じたより適切な支援を行えるよ

う、令和２(2020)年度に実施した見直し内容の検証を行います。また、

知的障害者ガイドヘルパー養成講座を年２回、フォローアップ講座を年

１回開催するなど、ガイドヘルパーの質と量の両面の充実を図ります。 

② 外出支援相談センターの運営と福祉有償運送団体の支援  

取組の 
概要 

外出支援相談センターでの外出に関する相談・支援を充実させるととも

に、移動サービスの充実を担うＮＰＯ※28等からなる福祉有償運送団体を

支援することで、移動が困難な高齢者や障害者（移動困難者）等に外出

しやすい環境を整え、日常生活や社会参加を支えます。 

３年間の 
取組 

移動困難者が「出かけたいときに出かけられるまち」となるよう、外出

支援相談センターでの、移動サービスに関する情報の把握・収集・提供

を充実させます。また、福祉有償運送団体に対して安全運行や利便性の

向上を図るために必要な経費の補助を行うとともに、福祉有償運送に必

要な運転手資格が取得できる「福祉車両運転協力員講座」を実施し、運

転協力員を育成します。 

  

                         
※28 ＮＰＯ：Non Profit Organization の略。様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配すること

を目的としない団体の総称 
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③ 新たな公共交通サービスによる移動選択肢の拡充  

取組の 
概要 

誰もが気軽で快適に移動できる地域社会の実現に向けて、既存の公共交

通体系の維持に加え、新たな公共交通サービスの活用も検討・実施しま

す。また、福祉有償運送運営協議会や外出支援相談センター等ととも

に、公共交通と福祉交通との連携を十分に図ります。 

３年間の 
取組 

自宅と交通結節点までのファースト・ラストワンマイル※29をつなぐ公民

連携したＡＩオンデマンド交通※30の実証運行を実施します。また、区内

における福祉車両等の空き時間帯の活用を検討します。 

 令和６（2024）年度 ＡＩオンデマンド交通 検討・実証実験 

 令和７（2025）年度 ＡＩオンデマンド交通 検討・実証実験 

 令和８（2026）年度 ＡＩオンデマンド交通 実証実験 

 

(５) 障害当事者の活動への支援  

取組の 
概要 

心身障害者団体の運営や事業実施に係る経費の一部を助成するなどによ

り、障害者の自立や社会参加の機会を広げるため、障害当事者や支援者

などの活動を支援します。 

３年間の 
取組 

コロナ禍で障害者の社会参加が大きく制限されたことなども踏まえ、よ

り効果的な補助制度となるよう適宜見直しを行い、障害者団体の活動を

支援します。 

  

                         
※29 ファースト・ラストワンマイル：自宅等の最終目的地と、駅等の交通結節点の間の道のり 

※30 ＡＩオンデマンド交通：路線やダイヤを定めず、利用需要（利用者の予約）に応じてリアルタイムの配車や経路の

設定、乗合等をＡＩ（Artificial Intelligence：人工知能）が最適化し運行をする新たな交通システム 
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障害者の地域生活を支える基盤づくり 

 

障害者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域の支援者が連携して、

相談・支援体制の充実を図るとともに、必要なサービスを安定的に提供できるよう福祉人

材の確保・育成等に取り組みます。 

また、障害者の特性やニーズを踏まえ、日中活動の場や住まいの確保を推進していきま

す。 

更に、災害など非常時における障害者の支援体制や、障害者の地域医療体制の充実を図

ります。 

 

現状と課題 

〇 障害者が地域で暮らし続けるには、介護者が不在となった緊急時でも、安心して相

談・支援が受けられるよう、平常時から支援体制を整えておく必要があります。令和

３（2021）年に設置した基幹相談支援センターの機能を充実させ、緊急時に地域の関

係者が連携して障害者を支援する体制を、更に整えていく必要があります。 

〇 安定的な障害福祉サービス等の提供に当たり、人材不足が深刻化しています。必要

な障害者にサービスが届くよう、事業者等の人材確保・育成・定着の取組を優先的に

行う必要があります。 

〇 重度化や高齢化した障害者が、身近な地域で充実した生活が続けられるよう、利用

者のニーズ等を踏まえた通所施設整備や、障害者グループホームなどをはじめとした

多様な住まいの確保を推進していく必要があります。 

〇 災害時に障害者が安全に避難できるような支援体制の整備や、障害者の地域医療体

制の整備など、地域での安全対策と医療体制の充実に取り組んでいく必要がありま

す。 

 

  

令和８(2026)年度の目指す姿 

〇 地域の支援者により、障害者に対する緊急時に備えた支援が充実し、誰もが住み慣

れた地域で安心して暮らせる体制が整っています。 

〇 障害者が身近な地域でいきいきと日々の活動と暮らしができる場が整備されてい

ます。 

〇 災害時の支援体制や、地域の医療機関が連携して障害者が身近な地域で診療が受け

られる体制など、障害者が地域で安全に暮らせる環境が整っています。 

施策

３ 
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ＳＤＧｓのゴールとの関係 

施策を構成する事業・取組 

事業１ 

障害者の地域生活支援体制

の推進・強化 

(１) 緊急時地域生活支援体制の整備 

(２) 障害者の相談支援の充実 

(３) サービスの質の向上をさせるための体制の構築 

(４) 福祉人材の確保・育成 

(５) 地域移行の促進 

(６) 地域の支援ネットワークづくりの推進 

(７) 障害者の家族への支援 

(８) 成人期発達障害者への支援 

(９) 短期入所等の拡充 

事業２ 

重度障害者等の通所施設整

備と住まいの確保 

(１) 障害者施設等の整備 

(２) 障害者施設等の運営支援 

(３) 障害者の住まいの確保等の支援 

事業３ 

高齢障害者・中途障害者への

支援の充実 

(１) 高齢・障害施策の周知と連携の推進 

(２) 共生型サービス事業所開設の促進 

(３) 中途障害者の通所リハビリテーションの充実・強化 

事業４ 

災害など非常時に障害者が

安心して暮らせる体制整備 

(１) 災害時における支援体制の充実 

(２) 障害者施設等の感染症対策の推進 

事業５ 

障害者の地域医療体制の整備 

(１) 移行期医療の支援及び保護者等への普及啓発 

(２) 重症心身障害児等の医療型ショートステイ先の確保 

目指す姿に向けた施策指標 

指標名 現状値 

目標値 

令和６(2024) 

年度 

令和７(2025) 

年度 

令和８(2026) 

年度 

障害者緊急時対応計画の作成が 
必要な障害者への計画作成率 

2.6％ 

(令和４年度) 
37.9％ 48.3％ 58.6％ 

重度障害者通所施設定員数 
206人 

(令和４年度) 
206人 246人 246人 
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事業１ 障害者の地域生活支援体制の推進・強化 

■事業の方向性 

介護者が疾病等で不在となった場合などの緊急時においても、障害者が住み慣れた地

域で安心して暮らし続けられるよう、「緊急時対応計画」を作成する取組を進めるととも

に、「緊急時対応事業」を提供できる体制を整えます。また、区内の事業者が安定的に質

の高いサービスを提供できるよう、福祉人材の確保や専門的人材の育成に取り組みます。 

更に、地域の関係機関が連携して障害者の生活を支援できるよう、地域自立支援協議

会などで課題を共有し、解決に向けて取り組むことで、障害者の地域生活を支える体制

を強化していきます。 

■主な取組 

主な取組 所管課 関連分野 

(１)緊急時地域生活支援体制の整備 

 
① 緊急時対応計画※31作成の推進 障害者施策課  

② 緊急時対応事業の実施 障害者施策課  

(２)障害者の相談支援の充実 

 

① 基幹相談支援センター機能の充実 障害者施策課  

② 地域における相談支援体制の充実 障害者施策課  

③ ピア相談員による相談支援の推進 障害者施策課  

(３)サービスの質の向上をさせるための体制の構築  

 

① 実地指導の実施と質の向上に向けた仕組みづくり 障害者施策課  

② 福祉サービス第三者評価の推進 障害者施策課 

地域福祉 

高齢者 

子ども家庭 

③ 民間事業者への支援の実施 障害者生活支援課  

④ 障害福祉サービス等の情報提供の充実 障害者施策課  

(４)福祉人材の確保・育成  

 

① 専門研修等人材育成支援の充実 障害者施策課  

② 就職相談会等人材確保の取組の拡大 障害者施策課  

③ 公民及び事業者間の連携による支援力向上 障害者施策課  

 

  

                         
※31 緊急時対応計画：介護者が疾病等で不在となった場合など本人の介護を適切に行う事ができない場合を「緊急時」

とし、緊急時の対応が必要な方に対し、具体的な対応について事前に確認し個別に作成する計画 
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(５)地域移行の促進 

 

① 入所施設等からの地域移行に向けた支援 障害者施策課  

② 地域移行プレ相談事業の実施 障害者施策課  

③ 精神障害者グループホーム活用型ショートス

テイ事業の実施 
障害者施策課  

④ 精神科病院入院者の地域移行に向けた支援 障害者施策課  

(６)地域の支援ネットワークづくりの推進 

 

① 地域の課題把握と支援体制づくり 障害者施策課  

② 強度行動障害者の支援ニーズ把握と支援体制

づくり 
障害者施策課  

(７)障害者の家族への支援 

 

① ケアラーへの支援の充実 障害者施策課  

② ヤングケアラー支援の推進 障害者施策課 子ども家庭 

③ 重症心身障害児（者）在宅レスパイト※32訪問

看護事業の実施 
障害者施策課  

(８)成人期発達障害※33者への支援 

 

① 専門相談の実施 障害者施策課  

② 関係機関の連携による切れ目のない相談支援

体制の整備 
障害者施策課  

(９)短期入所等の拡充 障害者施策課  

 

  

                         
※32 レスパイト：介護を要する高齢者や障害者を一時的に預かって、家族の負担を軽減すること 

※33 発達障害：脳の機能障害であり、物事の見方、感じ方、理解の仕方、人との関わり方や行動の仕方に偏りがある障

害 
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(１) 緊急時地域生活支援体制の整備 →P88,91 障害福祉計画 

① 緊急時対応計画作成の推進  

取組の 
概要 

障害のある方が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、緊急時に備え

て、支援者や利用できるサービスなどを見える化する緊急時対応計画の

作成を進めていきます。 

３年間の 
取組 

基幹相談支援センター及び障害者地域相談支援センター（すまいる）に

配置した緊急時対応コーディネーターを中心に、緊急時対応計画の作成

が必要な障害者や家族、支援者などに、丁寧に説明しながら作成を進め

ます。また、緊急時対応計画の作成事務の簡略化や様式の見直しなどを

あわせて行い、計画を作成しやすいよう工夫していきます。 

令和６（2024）年度 障害者緊急時対応計画の作成 累計 310件 

令和７（2025）年度 障害者緊急時対応計画の作成 累計 395件 

令和８（2026）年度 障害者緊急時対応計画の作成 累計 480件 

② 緊急時対応事業の実施  

取組の 
概要 

介護者が疾病等で不在となった場合などの緊急時において、緊急時対応

計画に基づき提供するショートステイなどの緊急時対応事業を実施し、

緊急時の支援体制を整えます。 

３年間の 
取組 

緊急時対応ショートを実施する事業者を増やすとともに、居宅介護、通

所施設など障害者に関わるすべての事業者が緊急時の支援を行えるよ

う、モデル事業を実施します。また、障害者を現在支援している事業者

が、できる限り緊急時対応計画に掲げる緊急時対応事業者となるよう、

緊急時を想定した体験等を通して働きかけ、いざというときに対応でき

るようにしていきます。 

 

(２) 障害者の相談支援の充実 →P88,90,96 障害福祉計画 

① 基幹相談支援センター機能の充実  

取組の 

概要 

地域の相談支援体制の中枢として、障害者の権利擁護・虐待防止の取組

の充実、相談支援ネットワークの強化に取り組むとともに、地域におけ

る課題の抽出とその解決に努め、基幹相談支援センター機能の充実を図

ります。 

３年間の 

取組 

権利擁護の取組として、地域自立支援協議会相談支援部会で作成した意

思決定支援のリーフレットを活用し、その普及を進めます。また、研修

や事例検討の機会を更に増やし、良い取組の共有をすることで虐待予防

につなげます。このほか、相談を通じて抽出された地域課題について地

域自立支援協議会で協議し、課題に応じた作業部会等を設置し新たなサ

ービスの開発や、現状の改善につなげます。 
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② 地域における相談支援体制の充実  

取組の 

概要 

地域の相談支援の拠点である基幹相談支援センターを中心とした障害者

地域相談支援センター（すまいる）、特定相談支援事業所※34からなる３

層の相談支援体制を基本に、他分野との連携の強化を図り、困難ケース

の対応等に取り組みます。 

３年間の 

取組 

基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者に対する専門的助言

や指導及び事例検討の回数を増加させます。また、支援会議の活用に留

まらず、他分野との合同研修や情報共有会等を開催するとともに、令和

６（2024）年度から実施する重層的支援体制整備事業※35における重層的

支援会議等を活用し、分野を超えた連携を強化します。 

③ ピア相談員による相談支援の推進  

取組の 

概要 

障害者地域相談支援センター（すまいる）において、障害者が自らの経

験を基に当事者に寄り添った相談を行うピア相談を実施します。また、

身体障害・知的障害・精神障害の３障害のピア相談員の育成に取り組み

ます。 

３年間の 

取組 

ピア相談の充実と相談員の育成を図るため、障害者地域相談支援センタ

ー（すまいる）が中心となり、ピア相談を行う人材の発掘・養成を積極

的に行います。また、障害種別にかかわらず当事者同士の輪を広げ、ピ

アサポート体制の充実を図ります。 

 

(３) サービスの質の向上をさせるための体制の構築 →P97 障害福祉計画 

① 実地指導の実施と質の向上に向けた仕組みづくり  

取組の 

概要 

障害福祉サービス事業者のサービス向上のために、施設訪問を行い、指

導・助言を実施します。一度訪問した事業所についても、必要に応じ

て、改善状況の確認のためにモニタリング訪問を行うことで、確実な改

善を促します。 

３年間の 

取組 

事業所のサービス提供状況を把握するため、年 36事業所程度を訪問

し、人員の配置状況や施設設備の確認、関係書類の閲覧、職員へのヒア

リング等を実施し、改善すべき事項があれば、文書指摘・口頭指導又は

助言を行い、改善を促します。 

②福祉サービス第三者評価の推進  

取組の 

概要 

保健福祉サービスの質の確保及び向上に向け、サービス事業者に対して

東京都福祉サービス第三者評価の受審を促進し、事業者が自ら福祉サー

ビスの質の向上を図ることにより、利用者本位の適切なサービスの提供

につながるよう支援します。 

３年間の 

取組 

民間事業者には受審費用の補助を行うことで受審の促進を図り、区立施

設については、定期的に受審を行うことで利用者本位の福祉の実現に向

けた取組を進めていきます。 

                         
※34 特定相談支援事業所：障害福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画の作成や基本相談を行う事業所 

※35 重層的支援体制整備事業：令和３（2021）年４月１日に施行された改正社会福祉法において、新たに規定された事

業で、区民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するための仕組み 
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③ 民間事業者への支援の実施  

取組の 

概要 

障害者が住み慣れた地域で質の高いサービスを安定的に受けられるよ

う、区立障害者通所施設は、区内の障害福祉サービス事業所全体の中で中

核的な役割を担っていくこととし、公立の施設ならではの取組として民

間事業所の支援に取り組みます。 

３年間の 

取組 

日頃から利用者支援に当たっている区立障害者通所施設のすぎのき・こ

すもす・なのはな生活園の職員がチームを組み民間事業所へのアドバイ

スなど行う巡回支援の実施や、公民問わず事業者の垣根を越えた交流の

場を提供し、事例交換等の機会の確保に取り組みます。 

④ 障害福祉サービス等の情報提供の充実  

取組の 

概要 

障害者及び家族、支援者等が、希望に合わせてサービス等を選択して利

用できるよう、障害福祉サービス等の情報提供を充実します。 

３年間の 

取組 

令和６（2024）年度に杉並区の障害福祉サービス、障害児サービス、区

独自のサービスなどを提供する事業者の基本情報や空き情報などを検索

できるシステムを開設するとともに、掲載内容の充実を図っていきま

す。 

 

(４) 福祉人材の確保・育成 →P97 障害福祉計画 

① 専門研修等人材育成支援の充実  

取組の 
概要 

重度化・高齢化した障害者へ適切な支援ができるよう、区職員と民間施

設職員の合同での専門研修等を実施するなど、支援技術の共有と職員の

支援力向上を図ります。 

３年間の 
取組 

強度行動障害などの困難ケースの支援を考えるスーパーバイズ付きの事

例研修を、支援者等を対象に毎年、実施します。また、介護未経験者や

初任者の基本的な知識・技術の習得を支援するため、新たに令和６（20 

24)年度から区内の居宅介護事業所等への資格取得に係る研修受講料の

一部を助成するなど、サービス提供の質の向上に向けて取り組みます。 

② 就職相談会等人材確保の取組の拡大  

取組の 
概要 

人材不足で安定的に障害福祉サービス等が提供できないという喫緊の課

題に対して、大学生への働きかけやハローワークと連携した就職相談・

面接会を行うなど、行政と地域の事業者が一体となって人材確保に取り

組みます。 

３年間の 
取組 

学生等に対して区内障害者施設見学ツアーを毎年実施するともに、障害

者施設・相談機関等が共同で実習生を受け入れられるような環境を整え

るなど、大学の意見を踏まえながら学生等の体験機会の拡大を図りま

す。また、障害者支援に関わる仕事の魅力が届くよう、事業者が工夫し

て職場をＰＲする障害者分野の就職相談・面接会を毎年開催します。 
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③ 公民及び事業者間の連携による支援力向上  

取組の 
概要 

公民にかかわらず区内の支援者同士がつながり、連携して人材確保・育

成・定着の取組を行うことで、地域全体の障害者支援のスキルを高めま

す。 

３年間の 
取組 

多職種交流研修として実施している「障害支援者リレー研修」、「施設間

体験研修」、施設に出向いて実施する「スーパーバイズ付きの事例研

修」など、地域でつながり支援の幅を広げる研修を実施します。更に、

研修を体系化し、より効果的に人材育成の取組を進められるよう検証し

ていきます。 

 

(５) 地域移行の促進 →P88,90 障害福祉計画 

① 入所施設等からの地域移行に向けた支援  

取組の 

概要 

知的障害者の地域での自立生活を促進するため、通過型入所施設「すだ

ちの里すぎなみ」で社会生活体験や訓練を行い、アパートやグループホ

ーム等の地域生活への移行を支援します。また、その他の入所施設等か

らの地域移行に向けて、実態把握等を行います。 

３年間の 

取組 

「すだちの里すぎなみ」において、概ね３年間を入所期間とした社会生

活体験や訓練を引き続き行うとともに、更なる入所施設等からの地域移

行を推進するため、都内の障害者入所施設にアンケートを実施して課題

の抽出や整理します。また、課題解決に向け地域自立支援協議会等にお

いて、困難事例への対応や移行先との連携強化などの検討を行います。 

② 地域移行プレ相談事業の実施  

取組の 

概要 

精神科病院入院者の地域生活への移行促進と定着支援の推進を目的に、

精神科病院に入院している方を対象に、障害者地域相談支援センター

（すまいる）の職員やピアサポーター等が、退院への動機付けや地域生

活の具体的なイメージづくり等を個別に支援します。 

３年間の 

取組 

複合的な課題を抱えた長期入院者に対応できるよう、事例検討の実施や

スーパーバイズの活用を行い、事業の質の向上に取り組みます。更に、

地域生活への移行に不安を抱える対象者に対し、同じ経験を持つ仲間同

士の支え合いであるピアサポートが活用されるよう、ピア相談員による

訪問を実施します。 

令和７（2025）年度 長期入院者の地域移行に向けた課題の整理 

令和８（2026）年度 課題解決に向けた検討 
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③ 精神障害者グループホーム活用型ショートステイ事業の実施  

取組の 
概要 

区と契約しているグループホームに併設している居室を活用して精神障

害者グループホーム活用型ショートステイ事業を実施し、入院中の障害

者に対し、退院後の生活のイメージづくりや地域で安定した生活が継続

できるよう支援します。 

３年間の 
取組 

よりきめ細やかで個別性に合わせた支援が実施できるよう履行評価を見

直します。また、事業を継続する中で見えてきた地域生活移行に向けた

課題を整理し、事業のより一層の充実を図ります。 

④ 精神科病院入院者の地域移行に向けた支援  

取組の 
概要 

地域移行プレ相談事業や地域移行支援に係るサービスを活用し、精神科

病院入院者の地域移行の促進に取り組みます。また、地域自立支援協議

会地域移行促進部会を通して課題の検討を行います。 

３年間の 
取組 

地域移行プレ相談事業や地域移行支援に係るサービスが活用されるよ

う、病院訪問や定期的なアンケートの実施等による対象者の把握や事業

周知に取り組みます。また、地域生活における必要なサービス等の課題

について、地域自立支援協議会地域移行促進部会等で検討し、不足して

いる社会資源の開発等につなげていきます。 

 

(６) 地域の支援ネットワークづくりの推進 →P88,91,96 障害福祉計画 

① 地域の課題把握と支援体制づくり  

取組の 
概要 

地域の医療・保健・福祉・教育・就労等関係機関と当事者で構成する地

域自立支援協議会の運営を通して、地域の課題の把握や解決方法の検

討、支援のネットワーク構築を推進していきます。 

３年間の 
取組 

地域自立支援協議会の本会や各部会（相談支援部会・地域移行促進部

会・高齢障害連携部会・医療的ケア児支援検討部会）において、地域の

相談支援事業所等の個別事例を通した課題について議論を深め、不足し

ている社会資源の開発等につなげます。また、地域自立支援協議会交流

会への参加や東京都自立支援協議会との連携を通し、支援体制づくりの

強化を図ります。 
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② 強度行動障害者の支援ニーズ把握と支援体制づくり  

取組の 
概要 

地域において、強度行動障害が理由で福祉サービスの利用や緊急時の対

応が困難になっている障害者の支援体制の整備を進めていきます。 

３年間の 
取組 

地域の相談支援事業所・通所施設にヒアリングを実施し、強度行動障害

者の支援ニーズについて把握します。また、強度行動障害の対応につい

て、知識や技術が不足していることで対応が困難になっている事例がみ

られるので、事業所向けに専門家による助言を受けられる研修を実施

し、強度行動障害の支援体制向上を目指します。 

 

(７) 障害者の家族への支援  

① ケアラーへの支援の充実  

取組の 
概要 

障害者の親や兄弟姉妹などケアラーに対して、介護による負担を軽減す

る取組など支援の充実を図ります。 

３年間の 
取組 

ケアラーの実態を把握した上で、日常生活における介護負担の軽減につ

ながるような具体的な取組を実施・拡充していくとともに、介護者が孤

立した環境とならないよう情報提供や相談体制、福祉サービスの充実な

どに取り組みます。 

② ヤングケアラー支援の推進  

取組の 
概要 

ヤングケアラーを早期に発見し、適切な支援につなげていくよう、様々

な分野が連携するとともに、関係機関との協働により、ヤングケアラー

支援の取組を推進します。 

３年間の 
取組 

ヤングケアラーの支援強化に向けて、子ども、教育、高齢者、障害者の各

分野で構成するプロジェクトチームに置いて組織横断的な検討を進めま

す。また、障害者分野の相談機関、障害福祉サービス等に関わる事業所・

職員などに対し、ヤングケアラーに関する研修を継続して行うことで、

ヤングケアラーの早期発見から適切な支援につなげます。 
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③ 重症心身障害児（者）在宅レスパイト訪問看護事業の実施  

取組の 
概要 

在宅の重症心身障害児（者）や医療的ケアを要する障害児を介護してい

る家族に対し、区が契約した訪問看護ステーションの看護師が一定時間

ケアを代替する重症心身障害児（者）在宅レスパイト訪問看護事業を実

施し、家族の休養や就労を支援します。 

３年間の 
取組 

就労家庭の増加に伴い、本事業へのニーズも増えていることから、より

家族の状況やニーズに対応できる事業となるよう、学校等への付き添い

への利用も可能とするなど、利用者の声を踏まえながら事業内容等の充

実を図っていきます。 

 

(８) 成人期発達障害者への支援  

① 専門相談の実施  

取組の 
概要 

成人期発達障害者を支援する事業所等の職員を対象に、本人理解の促進

と支援スキルの向上を推進します。 

３年間の 
取組 

発達障害者の福祉サービスの利用に向けた相談の対応力の向上を目的と

して、相談支援者向けに臨床心理士による専門相談を実施します。 

② 関係機関の連携による切れ目のない相談支援体制の整備  

取組の 
概要 

青年期から成人期に向けた発達障害者の相談体制を整備し、関係機関と

の連携強化により、切れ目のない相談支援を実施します。 

３年間の 
取組 

発達障害児者支援に関わる関係機関（保健センター、障害者地域相談支

援センター（すまいる）、就労支援センター、くらしのサポートステー

ション、杉並区障害者雇用支援事業団（ワークサポート杉並））等と実

務担当者会を開催し、連携強化や対応力向上を図ります。また、義務教

育終了前後の家族向けに、家族教室等を実施します。 

 

(９) 短期入所等の拡充  

取組の 
概要 

介護者のレスパイトや、病気などで介護できない場合に障害者を一時的

に預かる短期入所について、より利用しやすくなるよう、事業の拡充に

向けた取組を行います。 

３年間の 
取組 

予約情報を見やすくするなど、利用しやすいよう手続き等を見直しま

す。また、共生型サービスを活用して、介護保険事業者が障害者への短

期入所サービスを開設するよう支援していきます。更に、令和７

（2025）年度開設予定の重度知的障害者通所施設で短期入所事業を実施

するよう進めていきます。 
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事業２ 重度障害者等の通所施設整備と住まいの確保 

■事業の方向性 

障害者が安心して充実した日々を送れるよう、特別支援学校の卒業予定者数の実態等

を踏まえ、公有地等の活用により重度障害者の日中活動の場の整備を進めるとともに、

医療的ケアが必要な利用者の増加に対応していきます。 

また、障害者が住み慣れた地域で必要な援助を受けながら過ごすために、障害者グル

ープホーム開設促進の普及啓発セミナーの開催や、「障害者グループホームマッチングコ

ーディネート事業」を実施し、より質の高い住まいの確保に取り組みます。 

このほか、安定したサービス提供と支援者の負担軽減を図ることを目的に、介護ロボ

ット※36等の導入検討を進めます。 

■主な取組 

主な取組 所管課 関連分野 

(１)障害者施設等の整備 

 
① 重度障害者通所施設の開設・整備等 障害者生活支援課  

② すぎのき生活園の長寿命化改修 障害者生活支援課  

(２)障害者施設等の運営支援 

 

① 障害者施設における介護ロボット等導入 障害者生活支援課  

② 医療的ケアが必要な障害者等の通所施設の

受入れ体制の整備 
障害者生活支援課  

(３)障害者の住まいの確保等の支援  

 ① 障害者グループホームの開設促進 障害者生活支援課  

 ② 障害者等の住宅確保要配慮者の居住支援 住宅課  

 ③ 地域で住み続けるための支援 障害者施策課  

  

                         
※36 介護ロボット：日常生活支援における、①移乗支援、②排泄支援、③見守り、④入浴支援のいずれかの場面におい

て使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるロボット 
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(１) 障害者施設等の整備 →P88 障害福祉計画 

① 重度障害者通所施設の開設・整備等  

取組の 

概要 

重度の障害者が身近な地域で充実した生活が続けられるよう、地域バラ 

ンス等に考慮しながら、日中生活を過ごすための通所施設を整備します。 

３年間の 

取組 

久我山一丁目都有地を活用し、民設民営により重度知的障害者通所施設

（グループホーム等併設）を整備します。令和７(2025)年４月の開設に

向けて、東京都及び運営法人と連携を図るとともに、法人に対して施設

整備や安定的に運営するための補助を行います。また、重度身体障害者

通所施設について、国や都の用地の活用なども含め、整備に向けた検討

を進めて行きます。 

② すぎのき生活園の長寿命化改修 

取組の 

概要 

重度知的障害者を対象とした生活介護施設である区立すぎのき生活園に

ついて、築 40年以上を経過し、設備が老朽化していることから、長寿命

化改修を実施します。 

３年間の 

取組 

区立すぎのき生活園では 80名を超える利用者がいるなど、施設の特性か

ら運営を継続しながら大規模な改修を行うことは困難であることから、

近隣に仮設園舎を整備し、老朽化した建物の長寿命化改修を実施します

（令和８（2026）年度から仮設園舎での運営を行い、現施設での運営再開

は令和 10（2028）年度の予定）。 

令和６（2024）年度 改修計画検討 

令和７（2025）年度 改修設計 

令和８（2026）年度 改修工事 0.5所 

 

(２) 障害者施設等の運営支援  

① 障害者施設における介護ロボット等導入  

取組の 
概要 

障害者施設での安定したサービス提供と支援者の負担軽減を図ることを
目的として、介護ロボット等の導入検討を進めます。 

３年間の 
取組 

区立障害者通所施設において、試行的に介護ロボット等の導入に向けて
検討を行います。また、導入後の効果検証をし、民間施設での導入促進
についても検討します。 

令和６（2024）年度 介護ロボット等の導入の検討 
令和７（2025）年度 介護ロボット等の試行導入 
令和８（2026）年度 介護ロボット等の効果検証 
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② 医療的ケアが必要な障害者等の通所施設の受入れ体制の整備 

取組の 

概要 

増加傾向にある医療的ケアを必要とする重度障害者等が安心して生活を

送れるよう、通所施設での受入れ体制の整備に取り組みます。 

３年間の 
取組 

重度障害者の受入れに当たっては、高い支援スキルが求められるほか、
安定したサービス提供体制の維持が必要であることから、引き続き区立
障害者通所施設での受入れに努めていきます。また、区内での重度障害
者の受入れ状況等に関する区立施設と民間施設との情報共有体制を構築
し、施設間の連携を強化するとともに、区立障害者通所施設が持つノウ
ハウを提供するなどにより、民間施設でも重度障害者の受入れが進むよ
う取り組みます。 

 

(３) 障害者の住まいの確保等の支援 →P88 障害福祉計画 

① 障害者グループホームの開設促進  

取組の 
概要 

障害者が住み慣れた地域で必要な援助を受けながら過ごすために、より
質の高い住まいの確保に取り組みます。 

３年間の 
取組 

障害者グループホームの開設を促進するため、普及啓発セミナーを年２
回開催します。また、良質な施設を提供するため、施設開設の相談から
運営開始までを一貫して支援する「障害者グループホームマッチングコ
ーディネート事業」を実施します。 

② 障害者等の住宅確保要配慮者の居住支援  

取組の 
概要 

障害者等の住宅確保要配慮者が住み慣れた地域で安心して住み続けるこ
とができるよう、区営住宅や民間賃貸住宅を活用して居住支援に取り組
みます。 

３年間の 
取組 

区営住宅の低層階について一般世帯を除いた高齢者や障害者世帯等の専
用申込枠として運用することで、区営住宅への障害者世帯等の入居を促
進します。また、杉並区居住支援協議会にて、民間賃貸住宅を探してい
る障害者をはじめとした住宅確保要配慮者に対して、不動産店の紹介や
住宅に関する情報提供、葬儀の実施・残存家財の撤去等の事業により、
民間賃貸住宅への入居を促進するとともに、庁内の福祉部門やＮＰＯ等
と連携して居住支援に取り組みます。 

③ 地域で住み続けるための支援  

取組の 
概要 

自分らしい暮らしを続けたいというニーズにこたえるために、地域のネ
ットワークの強化や、支援策等の検討を進めます。 

３年間の 
取組 

グループホーム地域ネットワーク事業を実施し、一人職場となりがちな

障害者グループホームの世話人、生活支援者などの従事者に対し、従事
者対象の連絡会や研修、専門職(保健師・看護師・栄養士など)による巡
回相談などを行うとともに、グループホーム相互のネットワークの強化
を図ります。また、自宅での一人暮らしなどを含め、その人なりの自立
した生活を支援するための方策などの地域で住み続けるための支援につ
いて、地域自立支援協議会等で検討するなど、関係者が連携して取り組
んでいきます。 
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事業３ 高齢障害者・中途障害者への支援の充実 

■事業の方向性 

高齢になった障害者が個々の身体状況や適性に合わせてサービスを選択して利用でき

るよう、高齢福祉、障害福祉分野の更なる連携により、高齢になった障害者への地域生

活の支援の充実を図ります。 

また、既存のサービス制度の狭間にいる中途障害者を支援するため、中途障害者の通所

リハビリテーションの充実・強化に取り組みます。 

 

■主な取組 

主な取組 所管課 関連分野 

(１)高齢・障害者施策の周知と連携の促進 

 

① 高齢障害者の相談支援体制の充実 
障害者施策課 

高齢者在宅支援課 
高齢者 

② 介護保険移行期のケア会議※37の開催 
障害者施策課 

高齢者在宅支援課 
高齢者 

(２)共生型サービス事業所開設の促進 

 

① 共生型サービス事業所開設促進事業の実施 
障害者施策課 

介護保険課 
高齢者 

② 共生型サービス事業に関するセミナー等の開催 
障害者施策課 

介護保険課 
高齢者 

(３)中途障害者の通所リハビリテーションの充実・強化 障害者生活支援課  

 

  

                         
※37 ケア会議：本人を中心に家族や支援者等が参加し、本人が望む生活の実現のために具体的な支援方針や役割分担等

を確認する会議体 
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(１) 高齢・障害者施策の周知と連携の促進  

① 高齢障害者の相談支援体制の充実  

取組の 
概要 

研修や実務を通して、積極的にケアマネジャー等と連携を図ることで、

高齢障害者の相談支援体制を推進します。 

３年間の 
取組 

高齢障害者について、障害の程度や個別の状況から、必要に応じて障害

福祉サービスと介護保険サービスの併給、もしくは介護保険に移行しま

す。加齢や障害特性に応じた支援の必要性を適切に判断できるよう、ケ

アマネジャーを含めた高齢福祉分野の支援者向けに、障害特性や障害福

祉サービスの制度の理解を深められるよう研修等を実施します。また、

ケアマネジャーが障害福祉サービスの申請に関わる基本情報票等を作成

した場合（介護保険併給者）、区独自で報酬を支払い、連携の促進を図

ります。 

② 介護保険移行期のケア会議の開催  

取組の 
概要 

高齢になった障害者が引き続き地域で本人らしい生活が送れるよう、介

護保険移行期には、障害福祉・高齢福祉の両分野の支援者を交えたケア

会議を開催するなど、障害福祉・高齢福祉の両分野が一体的な取組を行

います。 

３年間の 
取組 

障害福祉サービス・介護保険サービスそれぞれのサービスの情報を知っ

た上で、地域で暮らすために必要な支援を個々の障害者に応じて選択で

きるよう、障害者が 65歳になる半年位前に、相談支援専門員等の障害

福祉分野の支援者と、地域包括支援センター等の高齢福祉分野の支援者

を交えたケア会議を行います。 
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(２) 共生型サービス事業所開設の促進  

① 共生型サービス事業所開設促進事業の実施  

取組の 
概要 

高齢の障害者等が個々の身体状況や特性に合わせてサービスを選択して

利用できるよう、介護保険サービス事業所が障害福祉サービスを提供す

る共生型サービス事業所の開設を促進します。また、障害者の利用にあ

たっては、障害分野の支援者から介護保険事業者へ丁寧につなぎます。 

３年間の 
取組 

令和５・６（2023・2024）年度に開設した共生型サービス事業所に対

し、開設経費及び障害者受入れ支援に係る運営費の一部を助成します。

なお、令和７（2025）年度以降については、効果検証等を行ったうえで

その後の実施を検討します。また、共生型サービスを障害者が利用する

にあたっては、特定相談支援事業所の相談員や現在通っている障害者施

設の職員などと相談し、本人状況や希望にあわせて、利用日数を少しず

つ増やしたり、障害者通所施設と併用したりなど、丁寧につなぎます。 

② 共生型サービス事業に関するセミナー等の開催 

取組の 
概要 

介護保険サービス事業者、障害福祉サービス事業者、障害者及びその家

族等を対象として、介護保険及び障害福祉両サービスそれぞれの実態を

知り、相互理解を深める取組を実施します。 

３年間の 
取組 

毎年、障害者及びその家族、支援者等を対象としたシンポジウムを開催

し、事業の周知啓発を図ります。令和６（2024）年度は、開設促進に向

けた介護保険サービス事業者、障害福祉サービス事業者へのセミナーを

２回実施します。 

令和６（2024）年度 セミナー等開催 ３回 

令和７（2025）年度 セミナー等開催 １回 

令和８（2026）年度 セミナー等開催 １回 

 

(３) 中途障害者の通所リハビリテーションの充実・強化  

取組の 
概要 

既存のサービス・制度の狭間にいる中途障害者を支援するため、関係機

関とのネットワーク構築を進めるとともに、中途障害者の通所生活リハ

ビリ事業を実施します。 

３年間の 
取組 

中途障害者通所生活リハビリ事業について、障害者のニーズに合わせ

て、対象者や事業内容等の見直しを行います。また、地域包括支援セン

ター（ケア 24）やリハビリテーション病院等にも事業の周知を行い、ス

ムーズに事業につながるよう、関係機関との連携強化を図ります。 
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事業４ 災害など非常時に障害者が安心して暮らせる体制整備 

■事業の方向性 

災害発生時に自力で避難することが困難な方について、あらかじめ避難等に必要な情

報を区に登録する「地域のたすけあいネットワーク（地域の手）※38」の登録者増と、個

別避難支援プラン※39の作成・情報更新を推進します。 

また、震災救援所や第二次救援所（区内７か所の地域区民センター）での生活が困難

な災害時要配慮者のための避難先となる福祉救援所の拡充を図るとともに、福祉・医療

機関と震災救援所との連携強化など、災害時要配慮者の避難体制の充実を図ります。 

世界中に感染拡大した新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等感染症

など今後も起こり得る新興感染症の発生や流行に対応するため、保健所と連携し感染症

の予防知識や日頃の備えについての感染症対策を推進します。 

■主な取組 

主な取組 所管課 関連分野 

(１)災害時における支援体制の充実 

 

① 地域のたすけあいネットワーク（地域の手）登

録者増に向けた取組の充実 
保健福祉部管理課 地域福祉 

② 震災救援所の要配慮者への対応強化 保健福祉部管理課 地域福祉 

③ 福祉救援所の充実 保健福祉部管理課 地域福祉 

(２)障害者施設等の感染症対策の推進 障害者施策課  

  

                         
※38 地域のたすけあいネットワーク（地域の手）：災害時に高齢や障害などにより自力では避難行動や避難生活が困難

な方の災害時の避難等に必要な情報をあらかじめ区に登録し、災害発生時に地域住民による安否確認や避難支援に

役立てるための制度 

※39 個別避難支援プラン：民生委員・児童委員等が、登録者台帳（地域のたすけあいネットワーク登録申込みのあった

災害時要配慮者の状況や必要な支援内容等が記載された台帳）に基づき、地域のたすけあいネットワーク登録者を

訪問し、台帳だけでは把握できない登録者の暮らしぶりや身体状況、避難の際の援助方法等について聞き取りを行

い作成する登録者に係る計画 
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(１) 災害時における支援体制の充実  

① 地域のたすけあいネットワーク（地域の手）登録者増に向けた取組の充実 

取組の 
概要 

「地域のたすけあいネットワーク（地域の手）」未登録者に対する制度

の周知を図り、登録者増を進めます。登録者に対しては、災害発生時の

より具体的な支援策をまとめた「個別避難支援プラン」の作成と情報の

更新を推進します。 

３年間の 
取組 

避難行動要支援者名簿※40の登載者のうち、「地域のたすけあいネットワ

ーク（地域の手）」未登録者に対して一斉勧奨や、福祉関係事業者の協

力による個別の周知などを通して、登録者の増を図ります。また、登録

者に対して民生児童委員や福祉事業者の協力を得て、個別避難支援プラ

ンの作成・更新を行うほか、緊急時に迅速な対応ができるよう、自宅の

所定の場所にプランを保管する「救急情報キット※41」を配布します。 

② 震災救援所の要配慮者への対応強化  

取組の 
概要 

災害発生時に、震災救援所運営連絡会が円滑に災害時要配慮者の支援を

行えるよう、要配慮者の情報の共有や訓練の実施など各震災救援所にお

ける平時からの体制強化を進めます。 

３年間の 
取組 

「地域の手」登録者の情報は、震災救援所運営連絡会の役員等に個人情

報保護研修を行った上で、平時から共有できるよう体制を整えます。 

また、各震災救援所で要配慮者対応訓練の実施を促進するとともに、福

祉・医療機関との連携強化を図っていきます。 

③ 福祉救援所の充実  

取組の 
概要 

震災救援所や二次救援所などでの避難生活が困難な災害時要配慮者を受

け入れ、専門性の高い支援を行うことのできる福祉救援所の拡充に向け

た取組を進めます。 

３年間の 
取組 

高齢者や障害者の入所施設等に対し、建設の段階から協力を求めるな

ど、福祉救援所の指定に関する協定の締結を進めていきます。また、福

祉救援所連絡会を定期的に開催し、福祉救援所間の情報共有・意見交換

を行うとともに、マニュアルの整備、立ち上げ・運営訓練等の実施など

福祉救援所の機能強化を図ります。更に、福祉救援所運営職員の震災救

援所運営連絡会への参加を促すなど、震災救援所との連携強化を推進し

ます。 

  

                         
※40 避難行動要支援者名簿：災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であ

って、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者を記載した名簿 

※41 救急情報キット：災害時に迅速な支援を行うため、要配慮者に必要な支援内容や救急医療の情報（個別避難支援プ

ラン）や普段服用している薬の情報などを入れるための容器 
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(２) 障害者施設等の感染症対策の推進  

取組の 
概要 

感染時、重症化リスクの高い障害者施設等において、平時から継続して

感染症への対策を推進します。 

３年間の 
取組 

障害者施策課と保健予防課が連携し、障害者施設等で感染症対策が取り

組めるよう啓発や研修を行います。また、感染対策に関する現地指導等

を実施し、感染拡大の未然防止に取り組みます。 
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事業５ 障害者の地域医療体制の整備 

■事業の方向性 

小児専門医療機関に通う障害児が成人期に達した際に、地域の身近な医療機関にスムーズ

に移行できるよう、区内の在宅訪問診療所と地域の基幹病院が連携し、訪問診療や緊急時

の入院治療等、障害者の移行期医療※42支援を推進する体制について検討会を立ち上げ検討

し、整備します。また、人工呼吸器を使用する医療的ケア児や重症心身障害児が緊急時や

家族のレスパイト目的などにより利用できるショートステイ先を医療機関に確保します。

■主な取組 

主な取組 所管課 関連分野 

(１)移行期医療の支援及び保護者等への普及啓発 障害者施策課 健康医療 

(２)重症心身障害児等の医療型ショートステイ先の

確保 
障害者施策課 健康医療 

 

  

                         
※42 移行期医療：小児を中心とした医療から、成人を対象とする医療に切り替えていく過程 
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(１) 移行期医療の支援及び保護者等への普及啓発  

取組の 
概要 

小児専門医療機関に通う障害児が成人期に達した際に、地域の身近な医

療機関にスムーズに移行できるよう、区内の在宅訪問診療所と地域の基

幹病院が連携し、訪問診療や緊急時の入院治療等、障害者の移行期医療

支援を推進する体制を整備します。 

３年間の 
取組 

移行期医療の充実に向けた検討会を立ち上げ、区内の在宅訪問診療所と

地域の基幹病院が連携して、訪問診療や緊急時の入院治療等、障害者の

移行期医療支援を推進する体制づくりを進めます。また、家族や医療機

関向けに移行期医療をテーマとした講演会を開催します。 

 

(２) 重症心身障害児等の医療型ショートステイ先の確保  

取組の 
概要 

人工呼吸器を使用する医療的ケア児や重症心身障害児が、緊急時や家族

のレスパイト目的等により利用できるショートステイ先の確保に取り組

みます。 

３年間の 
取組 

重症心身障害児等が利用できるショートステイについて、医療機関の協

力を得ながら、医療型ショートステイを確保します。 

令和６（2024）年度 検討 

令和７（2025）年度 検討・試行 

令和８（2026）年度 実施 
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障害児支援の充実と医療的ケア児の支援体制の整備 

 

障害の種別や程度にかかわらず、身近な地域で安心して生活できるよう、療育体制の

充実を図るとともに、重症心身障害児に対応した放課後等デイサービス事業所の運営支

援など学齢期の障害児支援の充実を図ります。 

また、医療的技術の進歩等を背景に地域で暮らす医療的ケア児が増加していることか

ら、ライフステージに応じて必要な支援が受けられるよう、医療的ケア児の支援体制を

整備していきます。 

 

現状と課題 

〇 区内の児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所が不足しており、身近な地域

で療育が必要な児童が速やかに療育先につながるよう、事業所の開設を進め、受入れ

体制を確保する必要があります。 

〇 年少期からのインクルージョン※43を推進し、障害の有無にかかわらず、様々な遊び

等を通じて共に過ごし、それぞれの子どもが互いに学び合う経験を持てるようにする

必要があります。 

〇 幼児期から就学後の低学年期までの子どもの発達について、教育分野と連携して切

れ目なく支援していく必要があります。 

〇 障害のある子どもをもつ家庭への支援について、中学生以降の放課後の居場所の整

備が課題となっています。 

〇 医療的ケア児の成長や発達に応じた通園・通所先の確保など、切れ目のない支援が

求められています。 

 

  

                         
※43 インクルージョン（障害児の地域社会への参加・包容）：障害を持つ子どもたちが、一般の保育園・幼稚園、学校

や社会の中で、障害の有無にかかわらず様々な遊びなどの機会を通じて学び合い、成長していく共生社会を目指す

理念 

令和８(2026)年度の目指す姿 

〇 障害児が、乳幼児期から学校を卒業するまで（18歳まで）切れ目のない支援（療育

等）を身近な地域で受けられ、安心して生活をしています。 

〇 保育園・幼稚園などの育ちの場において、関係者が連携・協力しながら障害児の地

域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進体制が構築されています。 

〇 就学前から学齢期までのライフステージに応じて、医療的ケア児に対する支援が切

れ目なく適切に行える環境が整っています。 

施策

４ 



73 

 

 

 

 

 

施策を構成する事業・取組 

事業１ 

未就学児の療育体制等の充

実 

(１) 障害児の発達相談の充実 

(２) 療育支援の充実 

(３) 地域支援の充実 

(４) 障害児保育の充実 

事業２ 

学齢期の障害児支援の充実 

(１) 学齢期の発達障害児の相談・療育の充実 

(２) 障害児の放課後の居場所の拡充 

(３) 地域支援の充実 

(４) 学童クラブでの特別支援児の受入れ 

事業３ 

地域における医療的ケア児

の支援体制の整備 

(１) 医療的ケア児の受入れ体制の充実 

(２) 関係機関との連携強化による相談支援の充実 

  

ＳＤＧｓのゴールとの関係 

目指す姿に向けた施策指標 

指標名 現状値 

目標値 

令和６(2024) 

年度 

令和７(2025) 

年度 

令和８(2026) 

年度 

児童発達支援事業を利用している
未就学児のうち、区内の事業所に
通所している割合 

93.3％ 

(令和４年度) 
94.0％ 96.0％ 98.0％ 

重症心身障害児対応型放課後等 
デイサービス事業所利用者数 

33人 

(令和４年度) 
55人 55人 55人 

医療的ケア児の通園、通学施設数 
12所 

(令和５年４月) 
15所 18所 21所 
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事業１ 未就学児の療育体制等の充実 

■事業の方向性 

発達に遅れや偏りのある児童が、療育機関等の適切な支援につながるよう、発達相談

の充実を図ります。 

障害の種別や程度にかかわらず、身近な地域で療育が受けられる環境整備を進めます。 

こども発達センターは、障害児支援における地域の中核施設として、地域の支援力の

向上と地域での療育体制の充実を図り、障害児の地域社会への参加・包容（インクルー

ジョン）を推進します。 
 

■主な取組 

主な取組 所管課 関連分野 

(１)障害児の発達相談の充実 

 
① 児童発達相談の充実 障害者施策課 子ども家庭 

② 医療相談・専門相談の実施 障害者施策課 子ども家庭 

(２)療育支援の充実 

 

① 重症心身障害児通所施設わかばの運営 障害者施策課 子ども家庭 

② 児童発達支援事業所※44の運営支援 障害者施策課 子ども家庭 

③ 保育対応型児童発達支援の実施 障害者施策課 子ども家庭 

④ 保育所等訪問支援※45の実施 障害者施策課 子ども家庭 

(３)地域支援の充実 

 

① 発達支援講座、地域の事業所等向け研修の

実施 
障害者施策課 子ども家庭 

② 地域の児童発達支援事業所へのスーパーバ

イズ・コンサルテーション※46の実施 
障害者施策課 子ども家庭 

③ 関係機関・学校との連携の推進 障害者施策課 子ども家庭 

(４)障害児保育の充実 保育課 子ども家庭 

  

                         
※44 児童発達支援事業所：発達の遅れや心身に障害のある未就学児に、発達を促す支援（療育）を行う、都の指定を受

けた事業所 
※45 保育所等訪問支援：療育機関の職員が、療育機関を利用している児童が在籍する保育所や幼稚園等の施設を訪問

し、対象児童が集団生活に適応できるよう専門的な支援や施設職員へ助言を実施する事業 

※46 スーパーバイズ・コンサルテーション：地域全体の障害児通所支援の質の向上につなげるために、児童発達支援セ

ンター（こども発達センター）が障害児通所支援事業所に対して、職員の支援技術向上のための指導や課題の解決

に向けた助言を行うこと 
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(１) 障害児の発達相談の充実  

① 児童発達相談の充実  

取組の 
概要 

発達に遅れや偏りの心配のある未就学児が、適切な支援につながるよ

うに発達相談や療育先に関わる相談、調整等を行います。また、子ど

もの心身の状態や家庭環境等を踏まえ、一人ひとりのニーズに応じた

支援につなぎます。 

３年間の 
取組 

未就学児を中心とした発達の専門相談を行う児童発達相談係につい

て、令和６（2024）年度からウェルファーム杉並※47内に移転し、発達

相談から療育機関等の適切な支援先に速やかにつながるよう、相談体

制の充実を図ります。発達に遅れや偏りの心配のある未就学児の発達

状況を把握し、療育先等に関わる相談や調整等を行うとともに、一人

ひとりの子どもの心身の状態や家庭環境等を踏まえた「児童支援利用

計画※48」を作成することで、療育先と子どもの所属集団との連携や保

護者支援を実施します。 

② 医療相談・専門相談の実施  

取組の 
概要 

専門医や言語・運動・心理の専門職による相談支援により、本人や家

族が安心して過ごせるように支援の充実に努めます。 

３年間の 
取組 

こども発達センターで実施している医療相談の対象に、民間児童発達

支援事業所を利用している区民を加え、発達の課題について、医学的

な指示や助言を行います。 

 

(２) 療育支援の充実 →P98 障害児福祉計画 

① 重症心身障害児通所施設わかばの運営  

取組の 
概要 

未就学の重症心身障害児等が身近な地域で療育を受けられるよう、平成

27（2015）年度に重症心身障害児通所施設「わかば」を開設し、発達の

遅れや偏り、心身に障害のある子どもの発達を早期から支援していま

す。 

３年間の 
取組 

人工呼吸器等の医療的ケアが必要な重症心身障害児等が通所施設で必要

な療育が受けられるよう、重症心身障害児通所施設「わかば」での受入

れ体制を充実させます。また、施設の老朽化等の課題について、移転等

を含めて検討します。 

  

                         
※47 ウェルファーム杉並：「誰もが気軽に利用できる福祉と暮らしのサポート拠点」をコンセプトに、生活相談、就労

支援、自立支援、子育て支援、権利擁護等の機能を集約し、区民の生活を幅広く支える複合施設 
※48 児童支援利用計画：対象となる子どもの課題と支援方針を踏まえ、児童発達支援や放課後等デイサービスなど必要

なサービスを適切に提供するために作成する計画 



76 

② 児童発達支援事業所の運営支援  

取組の 
概要 

療育が必要な児童が速やかに療育先につながるよう、児童発達支援事業

所に運営助成を行い、区民の療育枠の確保に努めるとともに、区内で運

営する事業所を支援します。 

３年間の 
取組 

児童発達支援事業所への運営助成により区民の療育枠を確保するととも

に、区内の事業所数が不足しているため新規事業所の開設を進め、区内

の受入れ体制の充実を図ります。 

令和６（2024）年度 ２所開設（累計 19所） 

令和７（2025）年度 １所開設（累計 20所） 

令和８（2026）年度 １所開設（累計 21所） 

③ 保育対応型児童発達支援の実施  

取組の 
概要 

医療的ケアが必要な重症心身障害児の保護者が、就労しながら安心して

子育てができる環境を整えるため、保育園での受入れが難しい医療的ケ

ア児の保育の受け皿を確保します。 

３年間の 
取組 

区内の保育重要に対応するため、保育対応型児童発達支援事業所により

保育園での受入れが難しい医療的ケアが必要な重症心身障害児の保育を

行います。 

④ 保育所等訪問支援の実施  

取組の 
概要 

児童が通う保育園や幼稚園、学校等に専門職が訪問し、所属先と療育支

援について共有・連携しながら、児童がより良い集団生活が送れるよう

必要な支援を行います。 

３年間の 
取組 

こども発達センターが地域におけるインクルージョン推進の中核機関と

なり、保育所等の育ちの場において公民連携・協力しながら支援を行う

体制を構築するため、民間の障害児通所支援事業所とともに訪問支援を

実施します。 

令和６（2024）年度 400件 

令和７（2025）年度 425件 

令和８（2026）年度 450件 
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(３) 地域支援の充実  

① 発達支援講座、地域の事業所等向け研修の実施  

取組の 
概要 

児童発達支援事業所等を利用する障害児の特性や必要な配慮等に関する

普及啓発や、利用者家族、支援者のサポートとなる講座を開催します。

また、地域の関係機関に向けて事例検討会等を開催し、支援技術の向

上、関係機関間の連携構築を図り、地域全体で、子どもと家族を支援す

る力を高めていきます。 

３年間の 
取組 

障害を抱える子どもの家族や関係機関職員を対象に、障害の理解や支援

技術、育児のサポートの一助となる講座を年６回、研修を年３回開催し

ます。また、地域の関係機関等に向けて、区内児童発達支援事業所によ

る実践報告や、地域におけるインクルージョン推進のためシンポジウム

を開催します。 

② 地域の児童発達支援事業所へのスーパーバイズ・コンサルテーションの実施 

取組の 
概要 

児童発達支援事業所が、様々な障害の種別や特性に対応した専門的かつ

適切な支援を実施できるよう、地域の児童発達支援事業所を訪問し、支

援技術の向上に資する助言・指導等を行います。 

３年間の 
取組 

区内児童発達支援事業所に対して、こども発達センターの地域支援機能
※49を用いて、スーパーバイズ・コンサルテーションを６事業所に対して

年２回実施し、地域全体の支援力を高めます。 

③ 関係機関・学校との連携の推進  

取組の 
概要 

発達に課題を抱える子どもの所属する保育園・幼稚園等に保育所等訪問

支援を実施するとともに、取組の成果を「就学支援シート※50」を用いて

学校に伝え、学校教育に生かしていきます。 

３年間の 
取組 

障害の有無にかかわらず、子ども同士が遊びを通して共に過ごし、互い

に学び合えるように、保育所等訪問支援の内容や頻度を高め、支援の充

実を図ります。また、関係機関と協力して「就学支援シート」を活用

し、きめ細かく支援内容を学校に伝えます。 

  

                         
※49 地域支援機能：療育を受けている児童の保護者、児童発達支援事業所、保育園・幼稚園等の支援者に対し、専門相

談や、支援講座、コンサルテーション等を通じて、子どもへの適切なかかわりや支援力の向上を図り、地域全体で

子どもを支援すること 

※50 就学支援シート：子どもの就学にあたり、保育園・幼稚園・療育機関等での生活の様子や保護者が大切にしてきた

ことを学校に引き継ぎ、教育活動に生かしていくための資料 
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(４) 障害児保育の充実  

取組の 
概要 

増加している障害児保育の需要に応えるため、私立保育園を含めたすべ

ての保育園において障害児の受入れを行います。あわせて、区立保育園

においては、障害児指定園に障害児枠を設けて受入れを進めます。 

３年間の 
取組 

障害児保育園 15園において、引き続き障害や発達に特性のある子ども

の受入れを行います。また、区立保育園の改修、改築の際にバリアフリ

ー化を行うなど、保育を必要とするすべての子どもが安心・安全に保育

を受けることができる環境を整備します。 

 

  



79 

事業２ 学齢期の障害児支援の充実 

■事業の方向性 

学齢期の発達障害児のコミュニケーション面や社会性などの生活に関する相談を受け、

適切な療育先につなぎ、学校と連携して低学年期の子どもの発達を幼児期から就学後へ

切れ目なく支援することで、学校や地域生活の充実に取り組みます。 

放課後等デイサービスについて、新規事業所の開設を進めるとともに、質の高いサー

ビスを安定して提供できるよう運営を支援します。障害のある子どもを持つ家庭を支援

するため、障害児の中学生以降の放課後の居場所の確保について検討します。 

 

■主な取組 

主な取組 所管課 関連分野 

(１)学齢期の発達障害児の相談・療育の充実 

 ① 学齢期の発達障害児の相談・療育 障害者施策課 子ども家庭 

(２)障害児の放課後の居場所の拡充 

 

① 重症心身障害児放課後等デイサービス事業所

の運営支援 
障害者施策課 子ども家庭 

② 放課後等デイサービス事業所の運営支援 障害者施策課 子ども家庭 

③ 障害児の中学生以降の放課後の居場所の確保 
障害者施策課 

児童青少年課 
子ども家庭 

(３)地域支援の充実 

 

① 発達支援講座、地域の事業所等向け研修の実施 障害者施策課 子ども家庭 

② 地域の放課後等デイサービス事業所への助

言・指導 
障害者施策課 子ども家庭 

③ 関係機関・学校との連携の推進 障害者施策課 子ども家庭 

(４)学童クラブでの特別支援児の受入れ 児童青少年課 子ども家庭 
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(１) 学齢期の発達障害児の相談・療育の充実  

① 学齢期の発達障害児の相談・療育  

取組の 
概要 

障害者手帳を持たない学齢期の児童・生徒に対し、学齢期発達支援事

業、放課後等デイサービスの利用の相談に対し、適切な支援につなげて

いきます。 

３年間の 
取組 

令和５（2023）年度に学齢期発達支援事業の委託事業者の募集を行いま

した。今後は、地域の偏在も改善できるようニーズを確認しながら、事

業の充実を図ります。 

 

(２) 障害児の放課後の居場所の拡充 →P98 障害児福祉計画 

① 重症心身障害児放課後等デイサービス事業所の運営支援  

取組の 
概要 

医療的ケアが必要な重症心身障害児等が生活の訓練を受けながら安心し

て過ごすことのできる放課後等の居場所として、重症心身障害児を対象

とする放課後等デイサービス事業所の運営を支援します。 

３年間の 
取組 

質の高いサービスを安定して提供できるよう、重症心身障害児放課後等

デイサービス事業所への補助内容を充実するとともに、新規事業所の開

設を進め、区内の受入れ体制を拡充します。 

令和６（2024）年度 １所開設（累計５所） 

令和７（2025）年度 １所開設（累計６所） 

令和８（2026）年度 整備検討（累計６所） 

② 放課後等デイサービス事業所の運営支援  

取組の 
概要 

障害児の放課後等の居場所として放課後等デイサービス事業所が事業継

続できるよう、区内で運営する事業所を支援します。 

３年間の 
取組 

利用児の状況に合わせた手厚い支援をしている放課後等デイサービス事

業所に運営助成を行うとともに、区内の事業所数が不足しているため新

規事業所の開設を進め、区内の受入れ体制の充実を図ります。 

令和６（2024）年度 ２所開設（累計 22所） 

令和７（2025）年度 ２所開設（累計 24所） 

令和８（2026）年度 ２所開設（累計 26所） 
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③ 障害児の中学生以降の放課後の居場所の確保  

取組の 
概要 

障害のある子どもとその家庭を支援するため、障害児の中学生以降の放

課後の居場所の確保について検討します。 

３年間の 
取組 

現行の放課後等デイサービスや学童クラブの既存の枠組みに捉われるこ

となく、先行して取り組んでいる自治体の例等も参考にしながら、障害

児の中学生以降の放課後の居場所の拡充に向けて、障害者施策課と児童

青少年課において組織横断的な検討を進めます。 

 

(３) 地域支援の充実  

① 発達支援講座、地域の事業所等向け研修の実施  

取組の 
概要 

障害特性や必要な配慮等に関する普及啓発や障害児を育てる家族、支援

者のサポートとなる講座を開催します。また、放課後等デイサービス事

業所等地域の関係機関に向けて事例検討会等を開催し、支援技術の向上

や関係機関間の連携構築を図り、地域全体で、子どもと家族を支援する

力を高めていきます。 

３年間の 
取組 

障害を抱える子どもの家族や幼児期・学齢期の関係機関職員を対象に、

障害の理解や支援技術、育児のサポートの一助となる講座を年６回、研

修を年３回開催します。 

区内放課後等デイサービス事業所それぞれの特色や取組みを事業所間で

共有できるように連携体制を構築し、効果的で質の高いサービス提供に

つなげます。 

② 地域の放課後等デイサービス事業所への助言・指導  

取組の 
概要 

放課後等デイサービス事業所に対して、重症心身障害児等が安全に過ご

せるように、必要に応じて専門職が訪問し、支援技術の向上に資する助

言・指導等を行います。 

３年間の 
取組 

区内放課後等デイサービス事業所に対して、こども発達センターの地域

支援機能を用いて、必要に応じて身体機能に係る支援技術について助言

や指導を行います。 
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③ 関係機関・学校との連携の推進  

取組の 
概要 

発達に課題や心配を抱える子どもと家族の相談に対して、学校や家庭、

地域生活での問題解決に向けて、教育分野の相談機関と連携して取り組

みます。 

３年間の 
取組 

発達特性や家庭状況等を踏まえ、放課後等デイサービスなど、一人ひと

りのニーズに合わせたサービスにつなげるとともに、子どもが所属する

学校等と連携し、学校生活や地域生活の充実に努めます。 

 

 

(４) 学童クラブでの特別支援児の受入れ  

取組の 
概要 

引き続き、学童クラブにおいて、特別な支援が必要な児童の受入れを行

います。 

３年間の 
取組 

すべての学童クラブにおいて、特別な支援が必要な児童を受け入れると

ともに、専門職による巡回指導等により個々の特性に応じたきめ細かい

育成を行います。また、重度重複障害児については、現在、高円寺学園

学童クラブ１所で受け入れを行っていますが、令和６年度から新たに四

宮森学童クラブでも受け入れを行います。 
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事業３ 地域における医療的ケア児の支援体制の整備 

■事業の方向性 

  新生児集中治療室(ＮＩＣＵ)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を

使用し、たんの吸引等の医療的ケアが日常的に必要な子どもたちやその家族の支援には、

医療、福祉、保健、子育て支援、教育等の多職種の支援者の連携が必要不可欠です。 

令和３（2021）年９月に、医療的ケア児支援法が施行されたことに伴い、医療的ケア

児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職防止を支援します。 

■主な取組 

主な取組 所管課 関連分野 

(１)医療的ケア児の受入れ体制の充実 

 
① 区立保育園等、区立学童クラブ、区立学校

での受入れ実施 

障害者施策課 

保育課 

児童青少年課 

特別支援教育課 

子ども家庭 

(２)関係機関との連携強化による相談支援の充実 

 
① 医療的ケア児等コーディネーターによる 

関係機関が連携した相談支援の実施 
障害者施策課 子ども家庭 
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(１) 医療的ケア児の受入れ体制の充実 

① 区立保育園等、区立学童クラブ、区立学校での受入れ実施 

取組の 
概要 

医療的ケアが必要な子どもが、住み慣れた地域の中で生活を継続できる

よう、各施設での受入れ体制を充実していきます。 

３年間の 
取組 

医療的ケア児とその家族に対し、伴走型の相談支援を実施し個別のニー

ズを把握します。また、通園や通所に関して、医療的ケア児等コーディ

ネーターを中心として保健、医療、福祉、教育等の関係機関が連携し、

子どもの成長段階に合わせた施設での受入れ拡充に取り組みます。 

 

(２) 関係機関との連携強化による相談支援の充実 →P98 障害児福祉計画 

① 医療的ケア児等コーディネーターによる関係機関が連携した相談支援の実施 

取組の 
概要 

医療的ケア児及びその家族の福祉の増進のため、個々の医療的ケア児の

特性や家族のニーズに配慮しつつ総合的に対応するための相談体制の充

実に取り組みます。 

３年間の 
取組 

医療的ケア児の通園・通所に際して、関係課と医療的ケア児等コーディ

ネーターよる受入れ調整会議の開催や、医療的ケア児支援者向けの研修

を開催するとともに、関係機関が連携した相談支援を実施します。 
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第５章 第７期障害福祉計画・ 

第３期障害児福祉計画 
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第５章 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画 
 

１ 成果目標と達成に向けた取組 
 

 

「第７期杉並区障害福祉計画」及び「第３期杉並区障害児福祉計画」を定めるに当たり、

国の基本指針では、障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業、障害児通所支援及

び障害児相談支援の提供体制を確保するための目標（成果目標）を設定することが求めら

れています。 

区では、国の基本指針やこれまでの実績と区の現状を踏まえて、令和６（2024）年度か

ら令和８（2026）年度までの成果目標を設定し、その達成を目指します。 

 

◆国の基本指針（成果目標）の概要 

【第７期杉並区障害福祉計画】 

成果目標 成果目標の概要 

１施設入所者の地域生活への

移行 

令和８（2026）年度末時点で、令和４（2022）年度末の施設入所

者数の６％以上が地域生活へ移行する。 

令和８（2026）年度末時点で、令和４（2022）年度末時点の施設

入所者数から５％以上削減する。 

２精神障害にも対応した地域

包括ケアシステムの構築 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、保

健・医療・福祉関係者が連携して取り組むとともに、精神保健医

療福祉体制の基盤整備等を推進する。 

３地域生活支援の充実 

地域生活支援拠点等を整備するとともに、その機能を充実させる

ため、コーディネーターの配置、障害福祉サービス事業所等の担

当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊

急時の連絡体制の構築を進めるとともに、支援の実績等を踏まえ

運用状況を検証・検討する。 

強度行動障害を有する者等に対して、支援ニーズを把握し、支援

体制の整備を図る。 

４福祉施設から一般就労への

移行等 

福祉施設の利用者のうち、令和８（2026）年度の一般就労への移

行者を、令和３（2021）年度の 1.28倍以上とする。 

就労移行支援事業の利用者のうち、令和８（2026）年度の一般就

労への移行者を、令和３（2021）年度の 1.31倍以上とする。 

就労継続支援Ａ型事業の利用者のうち、令和８（2026）年度の一

般就労への移行者を、令和３（2021）年度の 1.29倍以上とする。 
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４福祉施設から一般就労への

移行等（続き） 

就労継続支援Ｂ型事業の利用者のうち、令和８（2026）年度の一

般就労への移行者を、令和３（2021）年度の 1.28倍以上とする。 

就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占め

る一般就労への移行者が５割以上となる事業所の割合を、５割以

上とする。 

令和８（2026）年度の就労定着支援事業の利用者数が、令和３

（2021）年度の 1.41倍以上とする。 

就労定着支援事業の利用終了後の就労定着率（過去６年間の就労

定着支援の利用者のうち、雇用継続期間が３年６月以上６年６月

未満の者の割合）が７割以上となる就労定着支援事業所の割合を

２割５分以上とする。 

５相談支援体制の充実・強化

等 

令和８（2026）年度末までに、総合的な相談支援、地域の相談支

援体制の強化、関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの

役割を担う基幹相談支援センターを設置する。 

協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開

発・改善等を行う。 

６障害福祉サービス等の質を

向上させるための取組に係

る体制の構築 

障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していく

ため、令和８（2026）年度末までに、障害福祉サービス等の質を

向上させるための取組を実施する体制を構築する。 

【第３期杉並区障害児福祉計画】 

７障害児支援の提供体制の整

備等 

令和８（2026）年度末までに、児童発達支援センターを各市町村

に少なくとも１か所以上設置する。 

児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育

所等訪問支援等を活用しながら、令和８（2026）年度末までに障

害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する

体制を構築する。 

令和８（2026）年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児

童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村

に少なくとも１か所以上確保する。 

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図る

ための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコー

ディネーターを配置する。 

※成果目標１・４は、令和５（2023）年度末において、障害福祉計画で定めた数値目標が達成さ

れないと見込まれるため、未達成割合を目標値に加えた割合以上を目標値として設定する。  
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(１) 施設入所者の地域生活への移行 【第７期杉並区障害福祉計画】 

第７期杉並区障害福祉計画の成果目標の考え方 

〇 令和８（2026）年度までに地域生活に移行する人数を 15人（令和４（2022）年度

末の施設入所者数の目標値である 252人の６％）とします。 

〇 令和８（2026）年度末の施設入所者数を 239人（令和４（2022）年度末の目標値で

ある 252人から５％削減）にします。 

 

◆成果目標における現状と目標 

事 項 単位 

現 状 目 標 

令和４

（2022）

年度目標 

令和４

（2022）

年度実績 

令和６

（2024）

年度 

令和７

（2025）

年度 

令和８

（2026）

年度 

地域移行者数 人 6 3 5 5 5 

 累 計 人 - - 5 10 15 

施設入所者数 

（各年度末の人数） 
人 252 253 245 242 239 

 

◆目標の達成に向けた区の取組方針 

〇施設に入所している知的障害者の地域生活への移行を促進するため、通過型入所施設

「すだちの里すぎなみ」において、概ね３年間社会生活体験や訓練を行い、アパート

やグループホーム等で地域生活ができるよう支援します。 

〇更なる地域移行を推進するため、障害者の入所施設等への実態確認と課題抽出のため

のアンケートを実施し、地域自立支援協議会等で課題の解決に向けた検討を行います。 

〇地域移行を進めるに当たっては、本人が自分にあった生活を選択・決定できるよう、

本人や家庭の意向を踏まえ丁寧な相談を進めます。また、都有地を活用した重度知的

障害者通所施設にグループホームを併設するとともに、より質の高いグループホーム

の開設を促進するために「障害者グループホームマッチングコーディネート事業」を

実施するなど、地域での支援体制の充実を図ります。 

〇介護者が疾病等で不在となった場合等の緊急時においても、施設入所でなくできる限

り地域で生活できるよう、緊急時対応コーディネーターを中心に緊急時対応計画を作

成するとともに、緊急時対応事業等を拡充するなど、緊急時を想定した地域の支援体

制を整えます。 
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◆該当する取組 

施策３ 障害者の地域生活を支える基盤づくり 

 事業１ 障害者の地域生活支援体制の推進・強化 

  (１) 緊急時地域生活支援体制の整備 P54 

  (２) 障害者の相談支援の充実 P54 

  (５) 地域移行の促進 P57 

  (６) 地域の支援ネットワークづくりの推進 P58 

 事業２ 重度障害者等の通所施設整備と住まいの確保 

  (１) 障害者施設等の整備 P62 

  (３) 障害者の住まいの確保等の支援 P63 
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(２) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【第７期杉並区障害福祉計画】 

第７期杉並区障害福祉計画の成果目標の考え方 

〇精神科病院入院者の地域生活への移行促進と定着を図るため、区独自の退院支援の

取組や地域移行プレ相談事業、精神障害者グループホーム活用型ショートステイ事

業、ピアサポーターの活用に取り組みます。 

〇地域自立支援協議会地域移行促進部会を協議の場とし、精神疾患を有する方のニー

ズや地域の課題を明らかにすると共に、重層的な連携による支援体制の構築を進め

ます。 

 

◆目標の達成に向けた区の取組方針 

〇精神科病院の退院にあたり、安定した地域生活を早期にサポートすることを目的に、多

職種多機関で支援方針を確認し連携して退院支援を実施する取組を行っています。また、

長期入院者には退院までに丁寧な関わりが必要であることから、障害者地域相談支援セ

ンター（すまいる）の職員やピアサポーター等が、退院への動機付けや地域生活の具体

的なイメージづくり等を個別に支援する、地域移行プレ相談事業を実施しています。ピ

アサポーターによる支援の充実に向けて、障害者地域相談支援センター（すまいる）と

協力して、ピアサポーターの育成に取り組んでいきます。 

〇区と契約しているグループホームに併設している居室を利用して、退院後の生活のイメ

ージづくりや地域で安定した生活が継続できるよう支援するため、精神障害者グループ

ホーム活用型ショートステイ事業を実施します。精神科病院長期入院者の中には地域生

活への移行に複数の課題を抱えている方も多いことから、よりきめ細やかで個別性に合

わせた支援が行えるよう、事業の質の向上に取り組んでいきます。 

〇地域自立支援協議会地域移行促進部会を協議の場とし、医療、保健、福祉等多分野の関

係機関が連携して精神疾患を有する方のニーズや地域課題の抽出に取り組みます。更に、

抽出された地域課題の解決に向けた協議を通して、重層的な連携による支援体制の構築

を図ります。 

 

◆該当する取組 

施策３ 障害者の地域生活を支える基盤づくり 

 事業１ 障害者の地域生活支援体制の推進・強化 

  (２) 障害者の相談支援の充実 P54 

  (５) 地域移行の促進 P57 
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(３) 地域生活支援の充実 【第７期杉並区障害福祉計画】 

第７期杉並区障害福祉計画の成果目標の考え方 

<地域生活支援拠点等の整備> 

〇 基幹相談支援センターと障害者地域相談支援センター（すまいる）に配置した緊

急時対応コーディネーターによる相談体制や、地域の支援ネットワーク等による効

果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築など、地域生活支援拠点等の更なる整

備を進めます。 

〇 地域生活支援拠点等の機能充実のため、支援の実績等を踏まえ年 1 回以上運用状

況の検証・検討を行います。 

<強度行動障害に対する支援体制の整備> 

〇 強度行動障害に対して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携

した支援体制の整備を進めます。 

 

◆成果目標における現状と目標 

事 項 

現 状 目 標 

令和４

（2022）

年度 

令和６

（2024）

年度 

令和７

（2025）

年度 

令和８

（2026）

年度 

① 地域生活支援拠点等の整備 整備 整備 整備 整備 

 支援の実績等を踏まえた運用状況の検証・検討 実施 実施 実施 実施 

② 強度行動障害に対する支援体制の整備 検討 実施 実施 
実施・ 

検証 

 

◆目標の達成に向けた区の取組方針 

<地域生活支援拠点等の整備> 

〇地域生活支援拠点等は、障害者の重度化・高齢化や介護者が急な疾病等で不在になっ

たときを見据え、障害者の地域における生活を支えるための機能(①相談、②体験の機

会・場、③緊急時の受入れ・対応、④専門的人材の確保・育成、⑤地域の体制づくり)

を、地域の実情を踏まえて区市町村が整備することとされています。区では、地域に

おける複数の機関が分担して機能を担う「面的整備」で行うこととし、令和３(2021)

年４月に設置しました。 

〇地域生活支援拠点等の充実のため、地域自立支援協議会において、年１回以上運用状

況の検証及び検討をしていきます。 
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〇区では、介護者が急な疾病等で不在になったときに、一人で生活することが難しい方

を対象に、当面５日間の生活や緊急連絡先等をあらかじめ確認し備えておく緊急時対

応計画を作成することとし、基幹相談支援センターと障害者地域相談支援センター（す

まいる）に配置する緊急時対応コーディネーターを中心に作成していくことを進めて

います。 

〇ショートステイなど緊急時対応計画に基づき提供する緊急時対応事業を実施する事業

者を増やすとともに、緊急時を想定した体験を実施するよう、障害者及び家族などに

働きかけていきます。 

 

■地域生活支援拠点等のイメージ図 
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<強度行動障害に対する支援体制の整備> 

〇地域の相談支援事業所や通所施設をはじめとする支援機関にヒアリングを実施し、強

度行動障害が理由で福祉サービスの利用や緊急時の対応が困難になっている障害者の

実態及び支援ニーズを把握します。 

〇強度行動障害者の支援について、公民協働でスーパーバイズ付きの事例研修を実施す

るなど、支援者の専門性の向上を図ります。 

〇令和６（2024）年度からは、区立重度知的障害者通所施設であるすぎのき生活園の職

員が中心となり、強度行動障害者を受け入れる区内通所施設等を巡回訪問するなどの

支援を始め、令和８（2026）年度には、２年間の実績を踏まえ、より効果的な支援体

制となるよう検証を行います。 

 

◆該当する取組 

施策３ 障害者の地域生活を支える基盤づくり 

 事業１ 障害者の地域生活支援体制の推進・強化 

  (１) 緊急時地域生活支援体制の整備 P54 

  (６) 地域の支援ネットワークづくりの推進 P58 
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(４) 福祉施設から一般就労への移行等 【第７期杉並区障害福祉計画】 

第７期杉並区障害福祉計画の成果目標の考え方 

<福祉施設から一般就労への移行促進> 

〇 令和８（2026）年度の福祉施設から一般就労への移行者数を 84人（令和３（2021）

年度の目標値である 65人の 1.28倍）にします。各事業における令和８（2026）年度

の目標値については、以下のとおりです。 

〇 就労移行支援事業から一般就労への移行者数を 76 人（令和３（2021）年度の目標

値である 58人の 1.31倍）にします。また、令和８（2026）年度の就労移行支援事業

所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した方が 50％以上

いる事業所の割合を全体の 50％以上にします。 

〇 就労継続支援事業から一般就労への移行者数については、就労継続支援事業の事業

目的が一般就労困難である方に対する就労や生産活動の機会の提供や就労に向けた

訓練等の実施であること等を勘案し、Ａ型事業については令和３（2021）年度の０人

から１人に、Ｂ型事業については令和３（2021）年度の６人から７人（令和３年度の

1.16倍）にします。 

<就労定着支援の充実> 

〇 令和８（2026）年度の就労定着支援事業の利用者数を、41人（令和３（2021）年度

実績である 29人の 1.41倍）にします。更に、就労定着支援事業の利用終了後の就労

定着率※が 70％以上となる就労定着支援事業所の割合を全体の 25％以上にします。 

※就労定着率：過去６年間の就労定着支援事業の利用者のうち、雇用継続期間が３年６月以上６年６月未満の方の割合 

 

◆成果目標における現状と目標 

事 項 単位 

現 状 目 標 

令和３

（2021）

年度目標 

令和３

（2021）

年度実績 

令和６

（2024）

年度 

令和７

（2025）

年度 

令和８

（2026）

年度 

福祉施設から一般就労への移行

者数（うち区内福祉施設から一

般就労への移行者数） 

人 
65 

（29） 

61 

（31） 

79 

（34） 

81 

（36） 

84 

（38） 

 就労移行支援事業から一般就

労への移行者数 
人 58 55 72 74 76 

 就労継続支援Ａ型事業から一

般就労への移行者数 
人 2 0 1 1 1 

 
就労継続支援Ｂ型事業から一

般就労への移行者数 
人 5 6 6 6 7 

就労移行支援事業利用者のうち

一般就労した方が 50％以上の事

業所の割合 

％ - - 40 45 50 

就労定着支援事業の利用者数 人 19 29 37 39 41 

就労定着支援事業の利用後に就労

定着率が 70％以上の事業所の割合 
％ - - 25 25 25 

 

  



95 

 

◆目標の達成に向けた区の取組方針 

<福祉施設から一般就労への移行促進> 

○障害者雇用促進法の改正に伴う法定雇用率の段階的な引き上げ等を背景に、一人ひと

りの能力や特性に応じた多様な就労形態の確保がこれまで以上に必要となります。区

における障害者就労支援の中枢機関である杉並区障害者雇用支援事業団（ワークサポ

ート杉並）が中心となり、福祉施設、公共職業安定所、企業等とのネットワークを構

築し、企業からの障害者雇用における相談等に対応します。 

また、杉並区障害者雇用支援事業団（ワークサポート杉並）と就労移行支援事業所

は、ネットワークの連携を通じて障害者の就職活動への効果的な支援方法の検討を行

い、就労移行支援事業利用者の一般就労移行数の拡大を図ります。 

○就労継続支援事業利用者からの一般就労への移行を促進するため、就労継続支援事業

所等の利用者で重度障害者や就労経験のない方に対し、一般就労への実践的な経験や

就労へのイメージづくりを行うために区役所や区内企業において職場体験実習を実施

します。 

また、杉並区障害者雇用支援事業団（ワークサポート杉並）において、一般就労を

希望する重度障害者等を対象に、就労するための基本的な知識、専門的な技能等を習

得するためのプログラムに基づく支援を実施し、一般就労につなげます。 

<就労定着支援の充実>  

○令和４（2022）年度に実施した地域生活に関する調査では、就労継続のために一番必

要な支援について、「企業の障害者（疾病）理解の促進」の割合が 35.5％と最も高く、

次いで「専門機関による定期的な面談や必要時の相談体制」、「通勤のための支援」の

割合がそれぞれ 13.2％でした。杉並区障害者雇用支援事業団（ワークサポート杉並）

や就労定着支援事業者等関係機関との連携を密にし、企業への定期的な訪問等による

障害特性等の理解促進、就労者及び企業への相談・助言等、就労後のフォローアップ

をきめ細やかに行い、就労定着率の向上を図ります。 

 

◆該当する取組 

施策２ 障害者の就労と社会参加の推進 

 事業１ 障害者の就労支援の推進・拡充 

  (１) 就労支援 P43 

  (２) 定着支援 P44 

  (３) 重度障害者就労支援 P44 
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(５) 相談支援体制の充実・強化等  【第７期杉並区障害福祉計画】 

第７期杉並区障害福祉計画の成果目標の考え方 

〇 令和３（2021）年４月に区直営で設置した基幹相談支援センターにおいて、相談支

援体制の充実・強化のための取組を実施し機能の充実を図ります。 

〇 地域自立支援協議会をより実効性のあるものとするため、地域自立支援協議会に

おいて、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行います。 
 

◆成果目標における現状と目標 

事 項 

現 状 目 標 

令和４

（2022）

年度目標 

令和４

（2022）

年度実績 

令和６

（2024）

年度 

令和７

（2025）

年度 

令和８

（2026）

年度 

基幹相談支援センターの機能強化 実施 実施 実施 実施 実施 

地域自立支援協議会における個別事例の検 

討を通じた地域サービス基盤の開発・改善 
― ― 検討 検討 実施 

 

◆目標の達成に向けた区の取組方針 

〇区では、相談支援機関のバックアップ等を行い障害者相談支援の拠点である「基幹相談

支援センター」、障害者の生活全般に関する身近な相談の窓口である「障害者地域相談支

援センター（すまいる）」、サービス等利用計画の作成などの窓口である「特定相談支援

事業所」の３層からなる相談支援体制を基本に、関係機関との連携を強化し、相談支援

体制の充実を図っています。 

〇相談支援や地域自立支援協議会等から抽出された地域課題をフィードバックするととも

に、研修や事例検討の機会を更に増やし、区の地域課題に対応できる相談支援従事者の

育成を進めます。 

〇相談を通じて抽出された地域課題について、地域自立支援協議会にて協議し、必要に応

じて作業部会等を設置し、新たなサービスの開発や現状の改善につなげます。 
 

◆該当する取組 

  

施策３ 障害者の地域生活を支える基盤づくり 

 事業１ 障害者の地域生活支援体制の推進・強化 

  (２) 障害者の相談支援体制の充実 P54 

  (６) 地域の支援ネットワークづくりの推進 P58 
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(６) 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

                                         【第７期杉並区障害福祉計画】 
 

第７期杉並区障害福祉計画の成果目標の考え方 

〇 障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、障害福祉サ

ービス等の質を向上させるための取組を実施する体制を構築します。 

 

◆成果目標における現状と目標 

事 項 

現 状 目 標 

令和４

（2022）

年度目標 

令和４

（2022）

年度実績 

令和６

（2024）

年度 

令和７

（2025）

年度 

令和８

（2026）

年度 

障害福祉サービス等の質を向上するた

めの取組を実施する体制構築 
検討 検討 構築 構築 構築 

 

◆目標の達成に向けた区の取組方針 

〇障害福祉サービス事業者等への実地指導を行い、改善すべき箇所や点があれば、指導・

助言を実施し、確実な改善を促します。また、福祉サービス第三者評価の受審を促進

し、福祉サービスの透明性と質の向上に向けた取組を促進します。 
 

〇区立障害者通所施設を区内の障害者施設の中核的施設に位置付け、事業者支援等の取

組の充実を図るなど、障害福祉サービス等の質の向上を図るための仕組みを構築しま

す。 
 

〇福祉現場の人材不足に対しては、地域の障害福祉サービス事業所等が連携して福祉人

材確保・育成・定着を行えるよう、区の体制を整え、より効果的に公民連携による研

修の実施や、学生等への見学・体験・実習等の場を拡大するなどの取組を実施してい

きます。 

 

◆該当する取組 

施策３ 障害者の地域生活を支える基盤づくり 

 事業１ 障害者の地域生活支援体制の推進・強化 

  (３) サービスの質の向上をさせるための体制の構築 P55 

  (４) 福祉人材の確保・育成 P56 
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(７) 障害児支援の提供体制の整備等  【第３期杉並区障害児福祉計画】 

第３期杉並区障害児福祉計画の成果目標の考え方 

○ 児童発達支援センターであるこども発達センターは、地域の障害児通所支援事業

所に対してスーパーバイズ・コンサルテーション等を実施し、支援の質の向上、連携

強化を図りながら、地域の障害児通所支援事業所と共に保育所等訪問支援等を通し

て保育園・幼稚園などの子育て支援施策をサポートすることで、障害児の地域社会

への参加・包容（インクルージョン）を推進します。 

〇 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所を３か所以上、放課後等デイ

サービス事業所を５か所以上確保します。 

〇 医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、保健、医療、障害福祉、保育、

教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児

等に関するコーディネーターを配置します。 

 

◆成果目標における現状と目標 

事 項 単位 

現 状 目 標 

令和４

（2022）

年度目標 

令和４

（2022）

年度実績 

令和６

（2024）

年度 

令和７

（2025）

年度 

令和８

（2026）

年度 

児童発達支援センターの設置 所 1 1 1 1 1 

障害児の地域社会への参加・包

容（インクルージョン）を推進す

る体制の構築 

― ― ― 実施 実施 実施 

主に重症心身障害児を支援する

児童発達支援事業所の確保 
所 3 3 3以上 3以上 3以上 

主に重症心身障害児を支援する放

課後等デイサービス事業所の確保 
所 3 3 5以上 5以上 5以上 

医療的ケア児支援のための協議

の場の設置 
― 設置 設置 設置 設置 設置 

 
医療的ケア児等に関するコー

ディネーターの配置 
― 検討 検討 配置 配置 配置 
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◆目標の達成に向けた区の取組方針 

 〇こども発達センターが地域の障害児通所支援事業所等と連携・協力しながら保育所等

への訪問支援を実施し、子どもの育ちの場において障害児の地域社会への参加・包容

（インクルージョン）を推進する体制を構築します。 

 〇主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所を確保するため、補助内

容の充実を図ることで運営を支援し、事業所の開設を進め、区内の受入れ体制の充実

を図ります。 

〇医療的ケア児及びその家族からの相談に対し、個々の医療的ケア児の特性や家族のニ

ーズに配慮しつつ総合的に対応するための相談体制を充実させます。令和５（2023）

年度から主に通所・通園の総合調整を担う医療的ケア児等コーディネーターを障害者

施策課に配置しています。 

 

◆該当する取組 

施策４ 障害児支援の充実と医療的ケア児の支援体制の整備 

 事業１ 未就学児の療育体制等の充実 

  (２) 療育支援の充実 P75 

 事業２ 学齢期の障害児支援の充実 

  (２) 障害児の放課後の居場所の拡充 P80 

 事業３ 地域における医療的ケア児の支援体制の整備 

  (２) 関係機関との連携強化による相談支援の充実 P84 
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２ 障害福祉サービス等見込量（活動指標） 
 

成果目標の達成に向けて、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までに必要な障

害福祉サービス等及び障害児通所支援等の見込量（活動指標）を設定します。 

なお、令和６（2024）年度からの新しい指標や、今後開始されるサービスについては、

実績等の数値が出せないことから、空欄（ - ）になっています。 

 

(１) 訪問系サービス 

 

実績 見込量 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

居宅介護 

（身体介護） 

261人 257人 261人 265人 269人 273人 

3,710時間 4,017時間 4,021時間 4,025時間 4,029時間 4,033時間 

居宅介護 

（家事援助） 

166人 168人 169人 169人 170人 170人 

821時間 811時間 866時間 921時間 977時間 1,032時間 

重度訪問介護 
31人 30人 31人 33人 34人 35人 

10,946時間 10,850時間 11,153時間 11,455時間 11,758時間 12,060時間 

同行援護 
146人 139人 142人 145人 147人 150人 

3,020時間 3,317時間 3,342時間 3,367時間 3,392時間 3,417時間 

行動援護 
23人 21人 24人 27人 30人 33人 

870時間 725時間 827時間 928時間 1,030時間 1,131時間 

重度障害者等包括

支援 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 

0時間 0時間 0時間 0時間 0時間 0時間 

※一月あたり。実績は各年度３月の数値であり、令和５（2023）年度は見込み。  



101 

(２) 日中活動系サービス（短期入所を除く） 

 

実績 見込量 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

生活介護 
727人 738人 746人 753人 761人 768人 

13,933 人日分 15,093 人日分 15,244 人日分 15,395 人日分 15,546 人日分 15,697 人日分 

自立訓練 

（機能訓練） 

4人 5人 6人 6人 7人 7人 

79人日分 87人日分 101人日分 114人日分 128人日分 141人日分 

自立訓練 

（生活訓練） 

46人 42人 44人 47人 49人 51人 

675人日分 617人日分 658人日分 699人日分 739人日分 780人日分 

就労移行支援 
156人 161人 177人 193人 209人 225人 

2,748人日分 2,905人日分 3,196人日分 3,486人日分 3,777人日分 4,067人日分 

就労継続支援Ａ型 
36人 39人 39人 40人 40人 40人 

684人日分 738人日分 743人日分 747人日分 752人日分 756人日分 

就労継続支援Ｂ型 
931人 937人 948人 958人 969人 979人 

14,073 人日分 14,151 人日分 14,195 人日分 14,239 人日分 14,282 人日分 14,326 人日分 

就労定着支援 
48人 58人 61人 64人 67人 70人 

55人日分 66人日分 69人日分 73人日分 76人日分 79人日分 

就労選択支援 
- - - - 11人 19人 

- - - - 110人日分 190人日分 

療養介護 46人 49人 49人 49人 49人 49人 

※一月あたり。実績は各年度３月の数値であり、令和５（2023）年度は見込み。 

 

(３) 短期入所 

 

実績 見込量 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

短期入所 

（福祉型） 

92人 109人 120人 132人 143人 154人 

380人日分 403人日分 441人日分 480人日分 518人日分 556人日分 

短期入所 

（医療型） 

14人 17人 18人 19人 19人 20人 

54人日分 64人日分 69人日分 73人日分 78人日分 82人日分 

※一月あたり。実績は各年度３月の数値であり、令和５（2023）年度は見込み。  
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(４) 居住系サービス等 

 

実績 見込量 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

自立生活援助 3人 3人 3人 3人 3人 3人 

共同生活援助 

(グループホーム) 
477人 522人 564人 606人 647人 689人 

施設入所支援 268人 257人 248人 245人 242人 239人 

※一月あたり。実績は各年度３月の数値であり、令和５（2023）年度は見込み。 

 

(５) 相談支援 

 

実績 見込量 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

計画相談支援 712人 752人 797人 842人 887人 932人 

地域移行支援 9人 9人 9人 9人 9人 9人 

地域定着支援 4人 3人 4人 5人 6人 7人 

※一月あたり。実績は各年度３月の数値であり、令和５（2023）年度は見込み。 

 

(６) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

実績 見込量 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場 

 開催回数 3回 3回 3回 3回 3回 3回 

 関係者の参加者数 40人 54人 54人 54人 54人 54人 

 目標設定及び評価の実施回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

 

 

実績 見込量 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

精神障害者の地域移行支援の利用者数 9人 8人 8人 9人 9人 9人 

精神障害者の地域定着支援の利用者数 4人 3人 3人 4人 4人 4人 

精神障害者の共同生活援助の利用者数 84人 104人 114人 124人 134人 144人 

精神障害者の自立生活援助の利用者数 3人 1人 2人 2人 3人 3人 

精神障害者の自立訓練（生活訓練） - - 70人 70人 70人 70人 

※一月あたり。実績は各年度３月の数値であり、令和５（2023）年度は見込み。  
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(７) 相談支援体制の充実・強化のための取組 

 

実績 見込量 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

基幹相談支援センター 

 
地域の相談支援事業者に対する専

門的な指導・助言件数 
55件 85件 120件 130件 140件 150件 

 
地域の相談支援事業者の人材育成

の支援件数 
8件 8件 8件 8件 8件 8件 

 
地域の相談機関との連携強化の取

組の実施回数 
28回 28回 28回 28回 28回 28回 

 個別事例の支援内容の検証の実施回数 - - 2回 4回 4回 4回 

地域生活支援拠点等 

 設置箇所数 1所 1所 1所 1所 1所 1所 

 コーディネーター配置人数 - - 4人 4人 4人 4人 

 
支援の実績等を踏まえた検証・検討

の実施回数 
- - 4回 4回 4回 4回 

協議会 

 
相談支援事業所の参画による事例

検討実施回数 
- - 4回 4回 4回 4回 

 
相談支援事業所の参画による事例

検討の参加事業者・機関数 
- - 66機関 66機関 66機関 66機関 

 専門部会の設置数 - - 5部会 5部会 5部会 5部会 

 専門部会の実施回数 - - 15回 13回 13回 16回 

※令和５（2023）年度は見込み。 

 

(８) 障害福祉サービスの質を向上させるための取組 

 

実績 見込量 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

研修への区職員の参加人数 55人 151人 151人 151人 151人 151人 

障害者自立支援審査支払等システムに

よる審査結果の共有回数 
0回 1回 1回 1回 1回 1回 

※令和５（2023）年度は見込み。 
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(９) 発達障害者等に対する支援 

 

実績 見込量 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

ピアサポートの活動への参加人数 90人 83人 120人 130人 140人 150人 

※令和５（2023）年度は見込み。 

 

(10) 障害児通所支援、障害児相談支援等 

 

実績 見込量 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

児童発達支援 
1,048人 1,122人 1,156人 1,190人 1,223人 1,257人 

4,441 人日分 4,882 人日分 5,029 人日分 5,175 人日分 5,322 人日分 5,468 人日分 

放課後等デイサービス 
389人 439人 389人 439人 450人 460人 

3,986 人日分 4,487 人日分 3,986 人日分 4,487 人日分 4,595 人日分 4,702 人日分 

保育所等訪問支援 
27人 23人 30人 33人 36人 39人 

29人日分 25人日分 37人日分 40人日分 44人日分 48人日分 

居宅訪問型児童発達支援 
3人 3人 3人 3人 3人 3人 

10人日分 8人日分 10人日分 10人日分 10人日分 10人日分 

障害児相談支援 129人 231人 129人 231人 243人 254人 

医療的ケア児等に関する 

コーディネーターの配置 
0人 0人 1人 1人 1人 1人 

※一月あたり。実績は各年度３月の数値であり、令和５（2023）年度は見込み。 
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(11) 地域生活支援事業 

 単位 

実績 見込量 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

相談支援事業 

 障害者相談支援事業所 設置数 3所 3所 3所 3所 3所 3所 

 基幹相談支援センター 設置の有無 有 有 有 有 有 有 

 
基幹相談支援センター 

等機能強化事業 
実施の有無 有 有 有 有 有 有 

 住宅入居等支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

成年後見制度法人後見支

援事業 
実施の有無 有 有 有 有 有 有 

意思疎通支援事業 

 手話通訳者派遣 実施の有無 81回 78回 100回 100回 100回 100回 

 要約筆記者派遣 実施の有無 9回 8回 9回 9回 9回 9回 

日常生活用具給付等事業 

 介護訓練支援用具 年間件数 12件 25件 31件 31件 31件 31件 

 自立生活支援用具 年間件数 43件 55件 67件 67件 67件 67件 

 在宅療養等支援用具 年間件数 65件 69件 91件 91件 91件 91件 

 情報・意思疎通支援用具 年間件数 198件 67件 67件 67件 67件 67件 

 排泄管理支援用具 年間件数 6,644件 6,701件 7,126件 7,126件 7,126件 7,126件 

 住宅改修費 年間件数 11件 11件 27件 27件 27件 27件 

手話通訳者養成研修事業 年間登録者数 102人 116人 135人 135人 135人 135人 

移動支援事業 
月間利用者数 653人 718人 786人 836人 888人 944人 

月間利用時間 11,565 時間 12,539 時間 14,900 時間 16,139 時間 17,379 時間 18,618 時間 

地域活動支援センター 
月間利用者数 128人 135人 135人 135人 135人 135人 

施設数 2所 2所 2所 2所 2所 2所 

訪-問入浴サービス 
月間利用者数 77人 67人 67人 67人 67人 67人 

月間利用回数 180回 168回 168回 168回 168回 168回 

日中一時支援事業 

（日帰りショートステイ） 

月間利用者数 38人 35人 50人 50人 50人 50人 

月間利用日数 28日分 22日分 55日分 55日分 55日分 55日分 

盲人ホーム 月間利用者数 10人 9人 10人 10人 10人 10人 

※令和５（2023）年度は見込み。 
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第６章 計画の推進体制 
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第６章 計画の推進体制 

 

〇計画の推進に当たり、障害者、障害者団体、事業者等の地域を構成する様々な主体と

連携し、一丸となって取り組んでいきます。 

 

〇各種施策の進捗や成果目標の達成状況等については、毎年、進捗状況の把握と効果検

証を行い、ＰＤＣＡサイクル※51による計画の推進を図っていきます。 

 

〇点検と評価に当たっては、地域自立支援協議会及び同協議会のもとに設置する計画部

会で実施します。また、障害者福祉や障害者の権利擁護の推進など共生社会の実現に

向けた検討を目的に令和６（2024）年度に設置を予定している（仮称）障害者権利擁

護・共生社会推進連絡会とも共有していきます。 

 

                         
※51 ＰＤＣＡサイクル：Plan（計画）→Do(実行）→Check（評価）→Action（改善）の略。生産・品質等の管理を円滑

に進めるため、企業活動において業務を継続的に改善していく手法の一つ 
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